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1 

 

序 章 

 

1. 研究の背景 

 

地球温暖化問題は、人類が初めて出会った、空間・時間ともに地球規模の環境問

題であり、従来の環境問題に比べて遥かに複雑であるため、これまでの知識や経験

では足りず、新規な科学・技術を開発しながらの対応とならざるを得ない（伊藤・

小川 2011）。  

地球温暖化問題の始まりは、1988 年、J・ハンセンが米国議会上院の公聴会で行

った「温暖化証言 1)」とされる（スペンサー  2005, P. 196）。その根拠となったのは、

1960 年に米国の C・D・キーリングが大気中の CO2 濃度を詳細に測定し、CO2 濃度

が年々確実に増加していることを明らかにしたことである（スペンサー  2005, P. 50-

52）。  

このように、地球温暖化は、もともと科学的知見として認識されたが、今や政治

課題となった（増田 2011）。人間社会は、物質やエネルギーの流れを通じて自然環

境に依存しているが、逆に、人間活動が自然環境に影響を与え、結果として人間社

会に都合の悪い結果をもたらすことがある。例えば、化石燃料等の天然資源は有限

であり、環境の廃物・排熱吸収も有限である（成長の限界）。また、人間活動は、温

暖化を介して生態系へ影響を与える。  

一方、地球温暖化をもたらす地球気候システムは、本来多くの未知のフィードバ

ック効果を持つ開放系であり、解決されるべき問題というよりは、部分的にしか対

処できない永続した状態と考える方が適切であり、その解決には人口問題、経済・

開発問題、エネルギー問題など、様々な問題を包含した複合的問題と捉えることが

必要である（Prince et al. 2010）、との指摘がある。  

このような、地球温暖化問題への予防的対応のため、1988 年、気候変動に関する

政府間パネル（ IPCC）が設立され、各国政策決定者への情報提供が行われてきた。 

IPCC の最新報告によれば、世界の平均気温は、1880 年～2012 年の間に 0.85℃上

昇し、「気候システムの温暖化については疑う余地がない」とされている（IPCC 第

5 次報告書・政策Ⅰ2013）。特に地球温暖化が問題とされるのは、将来にわたりこの

ペースで上昇し続けた場合、極地における雪氷の減少、氷河の縮小、海面上昇によ

る低地の水没などの危険があり、さらに、海水の pH 低下による生態系への影響や

極端気象による自然災害の増大等の影響が懸念されるからである。  

地球温暖化問題の具体的対策としては、1992 年に「気候変動に関する国際連合枠

組み条約（UNFCCC）」が採択され、条約の目的である「温室効果ガス濃度安定化」

を達成するため、京都議定書が 1997 年に採択された。京都議定書の第 1 約束期間は
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2012 年に終了したが、第 2 約束期間における取り組みが 2020 年まで継続されてい

る（高村 2013）。  

このように、20 年以上も前から、温暖化対策について種々の取り組みが行われ

てきた（高村・亀山 2005；大塚 2007；杉山 2007）にもかかわらず、UNFCCC と京

都議定書による温暖化対策の枠組みが、有効な結果を出していないことが指摘され

ている（杉山 2008 ; Prince et al. 2010）。その理由として「共通だが差異ある責任原

則」2)が支障となり、途上国が先進国と価値観を共有できず、折り合えない状況が

続いていることがある（上野・杉山 2012）。また、「気候政治」とも言うべき、解

きほぐすことが困難なほど、科学と政治との強い結びつきに対する批判が出されて

いる（Prince et al. 2010）。  

IPCC の報告内容に関しても、気温データの取り扱いの不備や、IPCC 内部から私

的電子メールの漏洩があった（伊藤 2010）との指摘がされている。このような状

況に対し、「IPCC に対する一般大衆の信頼感が低下した」とのギャロップ調査結果

3）も出ている。また、多くの政府が政策の裏付けとして疑う余地のない「金科玉

条」としてきた IPCC の報告に対して、異なる見解も多く出されている（例えば、

伊藤・渡辺 2008；明日香ら 2009）。  

今後の地球温暖化対策には、経済発展に伴う温室効果ガス排出量の増加が著しい

途上国が削減行動に参加することが欠かせない。そこで、途上国の参加を促進する

ため、第 15 回 UNFCCC 条約締約国会議（COP 15）において、「途上国の適切な削減

行動」（Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMA 4））及び NAMA の追跡ツール

として MRV5)（Measurable, Reportable, Verifiable：測定・報告・検証）制度の実施が

決定された（気候ネットワーク 2011）。  

MRV は途上国参加の第一歩として期待され、これまで、MRV の仕組み構築に関

する多くの提案が出されている（例えば、UNITED NATIONS FOUNDATION 2009; そ

の他 6））。  

この間、温室効果ガス削減対策として、省エネ、省資源（特に化石燃料消費削減）、

並びに原子力発電の利用などが推奨されてきた（IPCC 第 4 次報告書・政策Ⅰ2007）。

この方針に沿って、ビル・ゲイツ 7)も「石炭火力ではなく原子力発電推進への投資

促進」のため“宣伝”に一役買っている。日本においても、温室効果ガス削減対策

として原子力発電を推進する方針が出されている（資源エネルギー庁 2014）。  

しかし、2011 年 3 月の福島原子力発電所の事故以降は原子力発電の継続可否が問

われている状況にあり、慎重な対応が必要とされている（小出 2011；小菅 2014）。  

京都議定書を主体とした温暖化対策の行き詰まりを懸念し、2010 年、打開策を提

案する「ハートウエル論文 8)」が発表された（Prince et al. 2010）。この論文では「温

室効果ガスの削減にとらわれず、実質的に効力ある政策を実行し、その結果として
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CO2 が削減される政策（逆転の発想）が必要」としている。また、この論文では、

世界で 15 億人以上が電力へのアクセスが出来ない状況を懸念し、途上国に対して

実効性のある対応が必要としている。例えば、中国では、エネルギー確保は大きな

課題であり、今後、70 基以上の原子力発電所の建設・計画が予定されている（日本

原子力産業協会 2014）。  

このような状況を打開するため、今後、温室効果ガスの削減には、排出量の大き

な途上国が率先して行動することが必要である。すなわち、将来的には、途上国（中

国、インド等）が、自ら実効性のある削減計画の立案・実行・検証を行うことが求

められ、このことの実現なしには、問題の解決が見えない（Niederberger et al. 2011）。  

途上国が、これまで温室効果ガスの削減について実質的な取り組みを行って来な

かった理由として、次の３点を挙げることが出来る。一つは、歴史的な理由で、現

在の温室効果ガスは先進国の過去の経済発展に伴い排出されたもので、途上国も（た

とえ、温室効果ガスを伴うといえども）同様に発展する権利があるとの認識がある

こと。二つ目は、経済的理由で、排出削減対策へ投資する余裕はないこと。三つ目

は、人的資源に関し、温暖化防止のための科学・技術的基盤が弱く、人材が不足し

ていることである。  

途上国が基盤整備を行うことにより、先進国と一体で持続可能な開発を推進する

ことが、温暖化対策には欠かせない。そのためには、環境倫理の思想を含む「環境

合理性原理 9)」の考え方が参考となる。この原理では、地球温暖化問題にはライフ

スタイルの変更も視野に入れた、個人活動から始まるボトムアップ原則を推奨して

いる（松井 2002）。  

ライフスタイルの変更を含めた社会的基盤整備に有効なツールとして注目され

るのが、マネジメントシステムと第三者による認証制度である。例えば、ISO 認証

制度は既に 170 以上の国で実施されており、120 万件以上の認証実績がある（テク

ノハ 2011）。途上国（中国、インド、タイなど）においても、事業経営ツールとして

積極的に推進されている（Ogawa 1998；小川・浜野 2004）。このような自主的マネ

ジメントツールを、国際的な温暖化防止の枠組みに活用することが、途上国を温室

効果ガス削減の新たな枠組みに参加させるために有効である（小川・栗原・伊藤  

2014）。  

今後の温暖化対策の焦点となっている 2020 年以降の新たな枠組みについては、

2012 年の COP 18（カタール・ドーハ）において、2015 年までに構築する決定がさ

れた（上野・杉山  2012）。しかし、その後開催された COP 19（ポーランド・ワルシ

ャワ）及び COP 20（ペルー・リマ）においても、次期枠組みのアウトラインは見え

ていない状況がある（気候ネットワーク 2013；2014）。このため、このような状況

を打開する、新たな視点からの提案が求められている。 
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２．研究の目的  
 

研究の背景で述べたとおり、地球温暖化対策の中心である UNFCCC＆京都議定書

の枠組は行き詰まりの状況にある。このため、今後の対応には、人口問題、エネル

ギー問題、食糧問題など、地球温暖化問題に関する種々の要因を考慮し、途上国の

持続可能な開発を阻害しない対策が求められる。  

したがって、温暖化対策の鍵となる途上国（特に、CO2 の大量排出国）が削減対

策の表舞台に出ること、すなわち、先進国と同様に主体的に削減行動を推進するこ

とが必要である。そのためには、途上国が基盤整備により、温暖化対策について自

律的に計画・実行・検証を行えることが前提となる。  

UNFCCC 締約国会議では、途上国と先進国の対立が続いているが、このような段

階を踏むことで、途上国が率先して参加出来る国際的な温暖化対策の枠組みが実現

すると考える。  

 そこで本論文では、図 1 に示すように、地球温暖化問題が気候システムの変化だ

けでなく、種々の社会・経済的問題を包含していることから、原点に立ち返って現

状を再評価し、原因を明らかにした上で、広範な文脈から実効的な温暖化対策の提

言を行うことを目的とした。  

研究手法としては、環境科学と医学には類似点が多い 10)ことから、地球温暖化対

策にもセカンドオピニオン（西島 2002）は必要であると考え、これまでの IPCC 及

び UNFCCC＆京都議定書を中心とした地球温暖化対策（ファーストオピニオンとみ

なす）の経緯をレビューし、その結果を踏まえて、「行き詰まった温暖化対策」に新

たな観点から政策提言（セカンドオピニオン）を行うこととした。  
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図 １ 本論文の背景と研究目的 

 

 

 

 

地球温暖化問題（複雑・複合的） 

 

 

人口問題                 エネルギー問題  

貧困問題                    経済開発問題  

資源問題                  土地利用問題  

 

（地球的よりも、むしろ地域的問題）  

 

ファーストオピニオン（地球的） 

・IPCC：原因・影響・対策  

・UNFCCC/京都：実効性低下 

 

新たな視点 

・「逆転の発想」 
・「環境合理性原理」 

行き詰まり 

セカンドオピニオン（地域的） 

 [持続可能な発展] 

・エネルギー対策提言 

・途上国の基盤整備  

（自主マネジメント） 

気候政治 

原点から見直し 

・気候システムの温暖化 
・気温・海水温の上昇 
・GHG の増加   
・100 年後の平均気温上昇 
・海面上昇、極端気象 
・生態系の破壊 

政策提言 

MRV＆2020枠組 

途上国の

不参加 

[研究目的] 

新たな温暖化対策の提言  

・MRV の仕組み構築  

・2020 年枠組み提案  
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３．論文の構成と各章の関係 

 
論文の構成は、図 2 に示す通り序章、第Ⅰ部（第 1 章～第 5 章）、第Ⅱ部（第 6 章、

第 7 章）、終章から構成されている。また、各章の関連を図 3 に示す。  

 

第Ⅰ部では、「温暖化とは何か」の問題提起から、これまでの温暖化対策（ファー

ストオピニオン）の評価に基づくセカンドオピニオンの提案までを含む。  

 

第１章においては、地球温暖化問題を原点から見直し、現状認識を行うこととし

た。その背景としては、京都議定書の実効性低下の原因を探ること及び地球温暖化

問題に対する懐疑論ともいうべき主張が多く見られ（伊藤・渡辺 2008；明日香ら

2009）、IPCC 報告書を情報源としただけでは地球温暖化問題の本質を掴むことが出

来ないと考えたことがある。このため、「地球は温暖化しているか？」「その原因は

人為的 CO2 か？」という基本的な問いに答えることで、その解答を本研究のスター

トポイントとした。  

 

第 2 章では、温暖化対策の科学的・政策的バックボーンとなってきた IPCC の組

織及びその成果である報告書について評価し、問題点を明らかにした。その結果、

IPCC 報告書に政治的影響があること、「地球温暖化」の議論に用いている温度デー

タの取り扱いに過誤が見られたこと、温暖化の原因は人為的 CO2 よりも、むしろ自

然要因の可能性が高いことなどを指摘した。  

 

第 3 章では、地球温暖化対策の主体的役割を果たしてきた、UNFCCC 条約及び京

都議定書の有効性について評価を行い、問題点を明らかにした。この枠組みの実効

性低下の原因として、途上国が削減義務を負っていないことなどがあり、行き詰っ

た温暖化対策を打開する対応が早急に必要であることを指摘した。  

 

第 4 章では、「ファーストオピニオン」の欠点を是正し、温暖化対策を軌道に乗せ

るには、これまでとは異なる視点が必要であるとの認識から、医療とのアナロジー

により診断（原因特定）及び処方（対策）について「セカンドオピニオン」を提案

することとした。  

「セカンドオピニオン」の提案にあたり、診断（原因特定）については IPCC の

報告内容だけでなく、地球温暖化問題に関する種々の見解（例えば、宗像 2011）に

ついても検討し、幅広い視点から判断することに努めた。  
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また、将来の温暖化対策としての「処方」の導出においては、「ハートウエル論文」

や「環境合理性原理」（松井 2002）の考え方を導入し、途上国の経済的・技術的基盤

整備を前提とした持続可能な開発に寄与する方策を提案した。  

すなわち、短期的には脆弱性・回復性アプローチにより地域特性を考慮した対応

（エネルギー問題への対応）を優先し、中長期的にはライフスタイルの変更を含む

自主的制度の推進を「セカンドオピニオン」として提案した。  

 

第 5 章では、「セカンドオピニオン」の具体化のため、エネルギー問題と地球温暖

化との関係について検討を行った。特に、温暖化問題と関係の深い「石炭火力発電」

及び「原子力発電」を取り上げ、今後の政策提案を行った。  

具体的には、中国の石炭火力発電に日本の技術を適用することにより CO2 及び

SOx の大幅な削減が可能となり、両国にとって win-win 政策となることを示した。

また、原子力発電に関して、安全・コスト・放射性廃棄物等について検討し、これ

までの「原子力は低コストでクリーン」の見方に再考を要することを指摘した。  

 以上述べた第Ⅰ部の検討結果のまとめは、終章に記載した。  

 

第Ⅱ部では、第Ⅰ部で検討した「セカンドオピニオン」の中から自主的制度の活

用について検討した。具体的にはマネジメントシステムスタンダード 11)を取り上げ、

その有効性を確認するとともに、ISO 認証制度 12)を用いた温暖化対策スキームを構

築し、国際枠組みへの活用を提案した。  

 

第 6 章では、マネジメントシステムスタンダードについて、途上国の基盤整備へ

の有効性評価と地球温暖化対策への活用可能性について検討した。  

特に、世界各国で実施されている環境マネジメントシステム（ISO 14001）の効果

的実施事例について検討し、他のシステムとの「統合化」や他の事業者との「グル

ープ化」により、成果の増大が可能となることを示した。今後、ISO 14001 を世界に

拡大することで、途上国の基盤整備並びに省エネルギー、省資源が進展し、温暖化

対策として、さらに効果が期待されることを示した。  

 

第 7 章では、環境マネジメントシステム（ ISO 14001）の有効性が確認されたこと

で、今後の温暖化対策の国際枠組みである MRV（測定・報告・検証）に適用する制

度（本研究で独自に開発した仕組みを「ISO-MRV スキーム」と称する）の構築を行

った。制度構築の過程では、複雑な問題の分析と制度構築に適した P2M13)（ピーツ

ーエム）手法を導入した。また、構築した ISO-MRV スキームを、2020 年以降の温

暖化対策の枠組みとして活用するための具体的方法についても提案した。  
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以上述べた第Ⅱ部の検討結果のまとめは、終章に記載した。  

 

終章では、第Ⅰ部及び第Ⅱ部のまとめ並びに、本研究全体のまとめと総括について

述べた。  

 

なお、参考文献については各章末に記載し、アルファベット順に並べた（複数の

章で引用した同一文献は、各章末に再掲した）。略語表を目次の後に付けた。  
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  図 2 論文の構成 

 

 

序章：研究の背景／研究目的 

第 5 章： 

地球温暖化対策とエネル
ギー問題 

第 I 部： 

「地球温暖化問題へのセカンド

オピニオン」 

第 II 部： 

「地球温暖化問題への ISO認証制

度の活用」 

 

第 1 章： 

地球温暖化とは何か 

第 3 章： 

気候変動枠組み条約及び
京都議定書とその問題点 

第 4 章： 

セカンドオピニオン 

終章：研究のまとめと総括 

第 6 章： 

マネジメントシステム 
スタンダードの活用 

第 7 章： 

地球温暖化対策への 
ISO 認証制度の活用 

第 2 章： 

IPCC とその問題点 
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第 I 部「地球温暖化問題へのセカンドオピニオン」 
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■ 注 

 

1) 1988 年夏まで、地球温暖化は一般的には世間に注目されていなかったが、ハンセ

ンが米国議会公聴会で「99%の確信をもって、温室効果のせいで長期的な温暖化

傾向が進行中であり、生命にかかわる熱波だけでなく嵐や洪水がより頻繁にな

る。」と証言したことで、地球温暖化の脅威を大衆が認識することになった（ス

ペンサー  2005）。  

2)「共通だが差異ある責任原則」とは、UNFCCC 第 3 条（原則）1 項「締約国は、

衡平の原則に基づき、かつ、それぞれ共通に有しているが差異のある責任及び各

国の能力に従い、人類の現在及び将来の世代のために気候系を保護すべきであ

る。したがって、先進締約国は、率先して気候変動及びその悪影響に対処すべき

である。」を指す。  

3) 2010 年 3 月の Gallup 調査は、「48%のアメリカ人が、今や地球温暖化の深刻さ

は一般的に誇張されている。」「科学者自身が温暖化の発生に確信を持っていな

い、と信じている。」と報告している (http://www.gallup.com/poll/126560/Americans-

Global-Warming-Concerns-Continue-Drop.aspx.)。   

4) NAMA は、途上国の経済発展に伴う消費の増大および GHG 排出の増加に対応

するため提案されたもので、先進国の支援の下で途上国の自主的な削減行動を

促す仕組みである。COP 15（コペンハーゲン会合）において、付属書 I 国（先進

国）は 2020 年までの GHG 削減目標を設定し、非付属書 I 国（途上国）は適切な

緩和行動（NAMA）を作成して、UNFCCC 事務局へ提出することに合意した。  

5)  MRV については、IGES（2010）によると「途上国の適切な削減行動の実施に対

する測定・報告・検証可能な（MRV: Measurable, Reportable, Verifiable）体制の構

築は、緩和の実効性、透明性、衡平性を確保するための重要な要素である。」と

している。ここでは、MRV は形容詞的に使われているが、測定・報告・検証か

らなるプロセスのことを指すことも多い。  

6)  MRV に関する文献は、例えば下記のとおり；  

 Bakker, S.J.A., Vita, A. De, Oliver, J. G. J. 2010: “Climate change scientific 

assessment and policy analysis, Monitoring emissions and actions in the post -

2012 climate regime,” Report 500102033.  

 Fransen, T., Mcmahan, H. and Nakhooda, S. 2008: “Measuring the way to a new 

global climate agreement,” Discussion paper WRI (World Resources Institute).  

 IGES 2010：『測定・報告・検証（MRV）－気候変動次期枠組みへ向けた議

論の潮流と展望－』財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）気候変動グル

ープ．  
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 ISO/TC207/SC1 2009: “Summary note on work carried out by an ISO/TC207 SC1 

study group on the use of a management system standard approach to managing 

monitoring, reporting and verification needs under NAMAs,” Version 1. 

 森本高司 2011：「気候変動抑制に向けた MRV（測定・報告・検証）の国際

枠組み構築に関する現状と課題－（１）MRV に関する議論の概要と展望」、

MURC 政策研究レポート . 

 Niederberger, Anne A., Kimble, Melinda 2011: “MRV under the UN climate 

regime: paper tiger or catalyst for continual improvement?,” Green House Gas 

Measurement & Management, 1, 47-54. 

7)  Bill Gates: We need global ‘energy miracles’ – CNN.com; 

http://www.cnn.com/2010Tech/02/12/bill.gates.clean.energy/index.html . 

8)  2010 年 2 月、英国のロンドン経済大学にあるハートウエルハウスに世界中から

さまざまな分野の研究者が集まり、気候変動問題に関する非公開の会合が持た

れた。会合の趣旨は、気候政策の行き詰まりを打開して妥当な政策を提示するこ

とで、その論文は「ハートウエル論文」として公開された（伊藤 2011）。  

9) 「環境合理性原理」は、1992 年に開催された地球サミットにおける「環境と開発

に関するリオ宣言」を基に、地球環境倫理を基礎とした考え方を整理したもので

ある。そこでは、宇宙や地球を支配する物理、化学、生物等の原理を超えること

の出来ない規範として、3 つの分類（物理法則群、生物生態系法則群、社会経済

法則群）により体系化している（松井 2002）。  

10) 環境科学と医学に類似点が多いが、これは、単なるアナロジーではなく、一般

的に複雑なシステムが共通な論理に従うためである（カウフマン 1999）。  

11) マネジメントシステムスタンダード（Management System Standard: MSS）とは、

国際規格（International Standard: IS）の中で、ハード（機械、設備、部品等）に

対する規格ではなく、ソフトに関する規格のうちマネジメントシステム（仕組み）

に関する一連の規格を指す。  

12) ISO 認証制度とは、ISO（国際規格）を基準とした第三者による認証制度のこと

で、世界統一の制度運用基準に則り各国で実施されている。この制度には、多く

の利害関係者（国、事業者、購入者、官公庁、教育機関、住民など）が関与して

いる。第三者による認証は、組織の製品・サービスを利用する立場や事業者の周

辺住民からの視点で行なわれることで、公平性・透明性が確保され、社会に信頼

性を与える機能を果たしている。  

13) P2M（Project & Program Management for Enterprise Innovation）とは、プログラム

マネジメントに重点を置き、各プロジェクトをプログラムの目的に沿って適切

に配置し、各プロジェクトを統合的にマネジメントすることである。  
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従来のプロジェクトマネジメントはプロセス重視で、予め明らかにされた期

待成果を実現することに主眼が置かれていたのに対し、プログラムマネジメン

トは「外部環境の変化を意識した上で、複雑な使命に問題解決の道を開き、事業

価値を向上する」発想に特徴がある（日本プロジェクトマネジメント協会 2011）。 
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第 1 章 地球温暖化とは何か 

 

1.1 緒論 

一般に「地球温暖化」から連想されるのは、米国の元副大統領アル・ゴア氏が発

表した「不都合な真実」と京都議定書であろう。また、多くの日本人にとっては、

1990 年の排出量基準から温室効果ガスを 6％削減しなければならない義務があるこ

とが先ず頭に浮かぶことであろう。  

気候問題について「一般市民」の理解に関する調査結果によれば、「最近気になる

問題」として、「地球温暖化」を挙げたのは 41 名中 27 名（66%）に上り、温暖化の

認知度は高いと報告されている（青柳 2011）。  

一方、地球温暖化の原因について、赤祖父（2009b）は、「日本の一般市民は、ア

ル・ゴア氏と共にノーベル平和賞を受賞した IPCC（2500 人の専門家グループと理

解されている）が、（温暖化の原因は）炭酸ガスといっているから、と議論にならな

い。」と指摘している。  

このように、日本では「地球温暖化」は良く知られたキーワードであるが、その

メカニズムや CO2 以外の原因について関心を持つ人はあまり多くないと思われる。

したがって、「何故削減しなければならないのか？」という疑問はあまり聞こえてこ

ない。これに関して、池田（2007）は、「私たちは、核に慣れすぎて、それを廃絶す

るのに必要な想像力を失い、そのことに対する諦念が核の増殖を止められないとい

う悪循環にはまったのと同じように、環境の悪化への諦念が温暖化のような地球環

境の悪化を止められないという悪循環にはまり込んでいるのではないか」と指摘し

ている。  

日本においては、地球温暖化と CO2 の削減は直結された意識で結ばれている。す

なわち、多くの企業、官公庁、学校等では「地球温暖化防止」という目的で実際に

は資源・エネルギーの節約に励んでいる実態がある。これらの組織の中で熱心に取

り組んでいる人々は、地球がどのようなメカニズムで温暖化しているのか、果たし

て温暖化の原因は何かについては殆ど関心を示さず、参加している温暖化防止キャ

ンペーン（多くは、昼休みの消灯、コピー用紙の削減など）において、どのくらい

減らせばよいかの意識のないまま、機械的な行動になっていないだろうかとの疑問

が湧く。一般的には、その結果が経費の節減になるのであれば大いに推奨されても

良い、と考えての行動であると思われる。  

地球温暖化問題への対応を考える上では、地球温暖化の現象・原因・対策につい

て理解し、納得しておくことが必要である。  

そこで、本研究の開始にあたり「地球温暖化とは何か」を明確にするため、下記

の 3 つの疑問（Q1~Q3）を設定し、これに答えることでその回答を本研究の出発点



 

19 

 

とした。  

Q1. そもそも地球温暖化は起きているのか？  

Q2. 20 世紀後半以降の平均気温上昇の主因は人為的二酸化炭素によるものか？  

Q3. 温暖化の原因は、自然変動（例えば、太陽活動や海流循環）の影響ではないか？  

これらの疑問に答えるため、温暖化の定義、気候システム、温暖化の要因等につ

いて以下のとおり検討した。  

 

1.2 地球温暖化問題の経緯 

 

1.2.1 地球温暖化の発見 

 温暖化が起きているかどうかについて、スペンサー（2005, p. 2, 196）は「19 世紀

末ごろ、スエーデン人科学者アレニウスが地球温暖化を発見した（理論上の概念と

して）。その後、1988 年 6 月の暑い日に、米航空宇宙局ゴダード宇宙研究所のジェ

ームズ・ハンセンが、「温暖化証言」を行ったことで、急激に地球温暖化に対する関

心が高まった。」と述べている。  

 一方、地球温暖化に関わる重要な発見をしたのはカリフォルニア工科大学のチャ

ールズ・デービッド・キーリングであった。スペンサー（2005, p. 50-52）によれば

「彼は、手つかずの自然が残っている場所では CO2 濃度の同じ値が出ることに気付

いた。そこで、精密な機器をハワイと南極に設置し、２年間の観測結果を得て、大

気中の CO2 濃度の正確で安定した数値を確定した。その後、CO2 の観測は各地で行

われ、どれだけの CO2 が空気中にとどまり、グラフの曲線を年々上昇させているか

を示した（図 1-1）。」と述べている。  

 

 

 

 

 

 図 1-1 キーリング曲線   

Wikipdia より  
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この観測結果が明らかにされたことで、大気中の二酸化炭素がこのまま増加し続

けると、大気の放射平衡、すなわち気候変動にどのような影響が生じるのか、とい

うことが議論されるようになった（近藤 2009）。  

地球温暖化は誰がどのように発見したかについては、明確にはされていないが、

スペンサー（2009, p. 242）によれば、「地球温暖化を発見したのは 1 人の人間ではな

く、科学者のコミュニティだ。地球温暖化の発見は明らかに社会的生産物であり、

何千人もの専門家の判断の総意なのだ。」と述べている。  

一方、赤祖父（2009a）は、「IPCC が 2000 年までの気温上昇が炭酸ガスによると

したのは仮説に過ぎない。（中略）いつの間にかこの仮説が事実にすり替えられた。

事実であるという観測的確証はない。」と述べている。  

このように、地球気候科学における観測情報は未だ十分ではなく、今後解明され

るべき事象が多く残っている状況にある。すなわち、地球温暖化は明確に発見され

たといえる状態ではなく、全体像の解明は今後の調査・研究結果を待つ必要がある。  

 

1.2.2 地球温暖化の定義 

「地球温暖化とは何か」を考える上で「地球温暖化」の定義は重要であり、地球

温暖化とはどのような状態をいうのか、原点に立ち返って考えてみる必要がある。   

一般的には、「地球温暖化は、地球全体の気候が温暖になる自然現象を単に温暖化

と呼ぶこともあるが、将来的にも 100 年単位で続くと予想される 20 世紀後半から

の温暖化、の意味で用いられることが多い。」と説明されている（Wikipedia）。  

IPCC 報告書及び条約・法律等で用いられている地球温暖化に関する定義を表 1-1

に示した。ここでは、「気候変動」1)または「地球温暖化」の用語が用いられている

が、本来 climate change に対応する日本語は「気候変動」とされ、「地球温暖化」は

global warming に対応する用語として使われたが、1990 年代以降両者は区別されず

に使われることが多くなった（増田 2011）。  

表 1-1 の「気候変動」の定義について、IPCC は「自然変動または人為的結果によ

るすべての気候の時間的変動」としているが、IPCC 以外（UNFCCC など）は「人為

的なものに起因する気候の変化」としていることに違いがある。また、京都議定書

では、議定書の性格上、UNFCCC の定義を用いている。  

日本では、「地球温暖化対策の推進に関する法律（第 2 条：定義）」において、

UNFCCC の「気候変動」とほぼ同様の内容を「地球温暖化」の定義としている。  

過去の文献において「地球温暖化」または「気候変動」の定義について議論して

いる例として、例えば、宗像（2011）は、「温室効果の強化を主因とした全球的な温

度上昇」としている。また、増田（2011）は、「地球温暖化とは」と題して「人間に

よる化石燃料の使用が温室効果を強化し、その結果、人間社会に有害な影響を及ぼ
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す気候変化が起こること。」と述べており、人為的結果としての温暖化を対象とした

定義としている。  

 

 

表 1-1 地球温暖化に関する定義 

出典  地球温暖化に関する定義  
IPCC 第 5 次報告

書・政策Ⅰ

(2013)訳注  

「気候変動(climate change)」は、自然の変動性または人間活

動の結果のどちらによるものであろうと、全ての気候の時間

的変化を指している。  
気候変動に関す

る国際連合枠組

み条約 (UNFCCC)
（第 1 条）*1) 

「気候変動」とは、地球の大気の組成を変化させる人間活動に

直接又は間接に起因する気候の変化であって、比較可能な期

間において観測される気候の自然な変動に対して追加的に生

ずるものをいう。  
地球温暖化対策

の推進に関する

法律（第 2 条）*2) 

「地球温暖化」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガス

が大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地

球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する

現象をいう。  
宗像(2011) 「地球温暖化」とは、温室効果の強化を主因とした全球的な大

気海洋系の温度上昇。  
増田(2011) 「地球温暖化」とは、人間による化石燃料の使用が温室効果を

強化し、その結果、人間社会に有害な影響を及ぼす気候変化。 
注）下線は筆者による。  *1) http://www.env.go.jp/earth/ondanka/cop.html. 

*2) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10H0117.html. 

 

このように「地球温暖化」または「気候変動」の定義は統一されておらず、この

2 つの用語はほぼ同義として扱われている。したがって、本稿では、原則として「地

球温暖化」を用いるが、その意味合いは IPCC の定義と同様とした。また、引用元

の文脈に応じて「気候変動」が適当な場合は、その用語を用いた。  

地球温暖化の意味を議論する上で、以下の報告が参考となる。すなわち、IPCC 第

4 次報告書・概要（2007）では、現在の気候変化を自然要因の変化と比べるには、3

つの区別をする必要があると説明している。第一に、どの変数を比較するのかを明

確にする必要がある。温室効果ガス濃度なのか気温なのか（あるいは何か他のパラ

メータなのか）、その絶対値なのか変化率なのか。第二に、局所的変化と地球全体の

変化を混同してはならない。局所的要因（例えば海洋や大気の循環の変化）は、熱

や水蒸気の輸送を変化させることができ、局所的フィードバック（例えば雪氷フィ

ードバック）も働くので、局所的変化は、しばしば地球全体の変化よりもかなり大

きくなる。対照的に、世界平均気温の大きい変化（例えば、温室効果ガス濃度や太

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/cop.html
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陽活動変化）には、地球全体の強制力を必要とする。第三に、時間スケールを区別

する必要がある。数百万年以上にわたる気候変化は、百年規模の気候変化に比べて

より大規模で、かつ原因（例えば大陸移動）も異なっている。  

以上のことから、温暖化の議論には、①温暖化を議論する対象の明確化、②世界

平均気温を用いることの是非、③時間スケールの要素を明確にする必要があるとい

える。  

本稿においては、①については、IPCC 報告書とその他（UNFCCC 等）では温暖化

の対象は異なっているため、種々の情報・報告がどの立場で議論しているかについ

て明確にした上、検討に用いることとした。②については、地球平均気温を用いる

場合には、観測点の数と位置、大気・海洋・陸地での観測点の選定、測定方法、デ

ータの質・処理法・集計方法などに注意する。特に、過去気温については、温度推

定方法やデータの誤差に注意が必要となる。③については、気候システムの内部要

因による気候変動は数週間から数世紀、さらには数千年にわたる時間スケールで起

こる（近藤 2009, P. 32）。また、明日香ら（2009）によれば、「二酸化炭素濃度を倍

増に固定して、十分に時間が経過した後の気温上昇（平衡応答）と年 1%ずつ二酸化

炭素濃度を増加させ倍増した時点の気温上昇（過渡応答）を区別する必要がある。」

と述べている。ここで述べられている時間は平衡応答では 1000 年程度であり、過渡

応答では約 70 年としていることから、地球温暖化の時間スケールは、100 年から

1000 年のスパンで考えるべきもの、とした。  

以上述べたように、「地球温暖化」の定義は明確ではなく「温暖化しているか否か

の判断基準」も定められていない。したがって、現状では地球温暖化あるいは気候

変動の科学は粗い近似の段階にある（伊藤・小川 2011）ことから、気温に関するデ

ータも十分とは言えない状況において「地球温暖化」を議論することになる。  

 

1.3 地球気候システムと温暖化 

 

1.3.1 地球気候システム 

地球気候システムは、主に 5 つのサブシステム（大気圏、水圏、雪氷圏、陸域、

及び生物圏）から成る。気候システムは、それ自身が内包する力学作用と、気候を

左右する外的要因（いわゆる「放射強制力 2)」）の変化によって、時間とともに変化

する。  

近藤（2009）によれば、「気候システムの内部要因による気候変動は、外部から影

響を受けなくても、気候システム内部の気候サブシステム間の相互作用により、長

期的な変動を起こしうる。例えば、海洋のように強制力に対して緩やかな応答をす

る気候要素は、気候の変動性を蓄積することから、10 年から 100 年単位の時間スケ
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ールで、内部要因だけで長期的な変動を起こしうる。」と述べている。  

地球気候システムにおける気候変動の要因は、下記の 5 つに大別される（酒井

2008）。  

 太陽放射量の変動  

 地球軌道要素の変動  

 地球内部からの熱と揮発成分の放出  

 地球上のテクトロニックプロセス 3)の変動  

 大規模火山活動  

これらの要因の多くは自然現象によるものであるが、地球内部からの熱と揮発成

分の放出については人為的要因が含まれている。  

気候変動は、太陽から入射するエネルギーに対して大気や海水などの地表環境が

どのように応答するかによって決まるので、変動要因は、入射エネルギーそのもの

が変動する外的要因と地表環境の変化による内的要因に大別することが出来る。  

そこで、近藤（2009）、酒井（2008）による上記の説明から、地球温暖化の要因と

して考えられる要素について、自然変動要因と人為的要因に分類し、図 1-2 のとお

り整理した。  
 
 

自然変動――外部要因――太陽活動――光度 

                                    －磁気 

                              －宇宙線 

                              －惑星活動――太陽・月 

                                    －軌道周期 

                        －内部要因――大 気―――雲 

                                    －風 

                                    －エーロゾル 

                              －海 洋―――海洋大循環 

                                    －AMO 

                                    －PDO 

                                    －ENSO 

                              －陸 域―――植生 

                                    －砂漠化 

                                    －火山 

人為的要因―――――――大 気―――温室効果ガス 

                                    －エーロゾル 

                          ―――――陸 域―――土地利用 

                       図 1-2 地球温暖化の要因 

 

1.3.2 温室効果 

地球温暖化とは何か、を検討するにあたり、酒井（2008, p. 12）を参考に、地球大
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気の温室効果について整理しておく。図 1-3 に示すとおり、太陽から地球に入射す

るエネルギー（343W/㎡）のうち、約 30%（103W/㎡）は雲やエーロゾル及び地表面

で反射され、約 70%にあたる 240 W/㎡が気候システムの熱源となる。その一部は大

気の昇温や水の蒸発に使われる。水蒸気は、気化熱を潜熱として保持したまま大気

中を輸送されたのち雨や雪として除かれる。その際に輸送された潜熱は顕熱として

放出され、大気を暖める。また、暖められた地表からは熱が赤外線として放出され

る（150 W/㎡）。この放射の大部分は大気中の雲や温室効果気体によって再び吸収さ

れる。このようなメカニズムにより地球が吸収したエネルギーと同じ量のエネルギ

ーを、地球から宇宙空間に放射することで平衡が保たれる。  

地球は太陽よりもずっと表面温度が低いので、主に赤外域の波長の放射を行って

いる。このエネルギー（240 W/㎡）の放射を行う表面温度は－19℃に相当する。実

際の地球の平均気温は 15℃であり、大気中の雲や温室効果気体によって吸収された

エネルギーが、宇宙空間と地球へも放射され再び地球を暖めることで高い温度が保

たれている。これが温室効果といわれるものである。  

 

 

 

 

 

1.3.3 地球における炭素循環  

 地球上の炭素収支について、IPCC 第 4 次報告書・技術（2007）によれば、世界

の化石起源二酸化炭素排出量は、1990 年代の 6.4 Gt-C/年から 2000 年～2005 年に

は 7.2 Gt-C/年に増加し、人為起源 CO2 の排出量の約 50%が大気中の増加に寄与し

たと報告されている。すなわち、1990 年代における二酸化炭素の収支について、

化石起源二酸化炭素排出量（6.4 Gt-C/年）と土地利用からの排出量（1.6 Gt-C/年）

の合計量（8 Gt-C/年）は、陸上（2.6 Gt-C/年）及び海洋（2.2 Gt-C/年）への吸収と

大気中に残留する量（3.2 Gt-C/年）とバランスする（図 1-4）。  

図 1-3 太陽放射と地球放射の収支 

 

酒井 (2008)より  
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酒井（2008, p. 25-30）によれば、「地球システムでは、CO2 は大気、海洋、堆積物

（炭酸塩岩）、土壌、生物の間を、形を変えて循環しており、1 万年オーダーで増減

している。地球が寒冷化すると大気中の CO2 は上昇し、火山から排出される CO2 に

より一時的な冷却のあと温暖化される。このように、光合成植物と生物による炭酸

塩岩の生成により、地球は極端な温暖化や寒冷化にならず、生物が活動できる範囲

の温度に保たれてきた。」と説明している。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 1-4 地球上の炭素収支        

 

 

 
         表 1-2 地球表層の炭素貯蔵庫    

（単位：1,000Gt-C）    
貯蔵庫  炭素量  存在状態  

堆積物  20,000 炭酸塩または炭酸塩岩として存在  

海洋水  39 イオンとして、98%は深海に存在  

化石燃料  12 石油・石炭等  

陸上生物圏  2.2 森林等  

大気  0.75 ガス状として存在  

                                       酒井 (2008)を基に作成  

 

 

図 1-4 に示した炭素収支の大きさと地球表層の炭素貯蔵量を比較すると、地球全

体の炭素貯蔵量が、年間炭素収支量の約 1 千万倍と大きいことが判る。また、IPCC

の報告データは、年間炭素収支量の平均値に対する不確実性の幅が大きい（例えば、

図 1-4 において、大気から陸への吸収 : 2.6 Gt-C/年は、＜4.3~0.9 Gt-C/年＞の不確実

海洋吸収  : 2.2 

陸上吸収：2.6 

化石起源：6.4 

土地利用：1.6 

大気中増加：3.2 

(陸 ) 

(海 ) 

（単位：Gt-C/年） 

（ IPCC 第 4 次報告書・技術 (2007)を基に作成） 
 

(大気 ) 
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性の範囲を含む）ことから、人為起源の CO2 による地球温暖化の影響は、未だ十分

解明されていない状況といえる。  

 

1.4  地球温暖化の疑問に答える 

 

地球温暖化の定義、地球気候システム及び地球上の炭素循環などを検討した結果

から、第 1 章の冒頭で述べた 3 つの疑問に対する回答を作成した。回答の作成にあ

たり、第 2 章（IPCC とその問題点）において検討した結果も含めて以下の結論とし

た。  

 

1.4.1 地球温暖化は起きているか？ 

(1) 地球温暖化の定義について 

 地球温暖化の定義は、統一されたものはなく、IPCC では人為的及び自然起源の両

方を含む気候変動としているが、 IPCC 以外は人間活動に起因する温暖化を対象と

している。また、これまでの文献等では温暖化の対象、世界平均気温を用いること

の是非、時間スケールの要素について統一的な考え方は明確にされていない状況で

あり、「地球温暖化の定義」を基に温暖化しているかどうかの判断は困難であると考

える。  

(2) 観測結果について 

IPCC 第 5 次報告書・政策 I（2013）では、1880 年～2012 年において世界平均地上

気温は 0.85℃上昇したと報告されている。これは第 4 次報告書の 100 年間で 0.74℃

の昇温よりさらに温暖化が進展し、ほとんど地球全体で地上気温の上昇が起きてい

ると報告されている。  

図 1-5 からは、世界平均地上気温が 1980 年～2000 年の間に急激に上昇している

が、2000 年～2010 年までは殆ど停滞している。このような停滞状態は気候の hiatus

（ハイエイタス）と呼ばれている（住 2014）。Hiatus の原因はまだ解明されていな

いが、渡部（2013）によれば、気候モデルを用いたシミュレーションの結果、海洋

の温暖化が進行し、地球全体としては温暖化が停滞しているわけではないと報告さ

れている。また、渡部（2013）は、海面水温の偏差が、これまでに観測されている

太平洋十年規模振動（Pacific Decadal Oscillation: PDO）に似ていることから、観測さ

れた hiatus は少なくとも部分的には気候の自然変動であると報告している。  

海洋の昇温に関しても、 IPCC 第 5 次報告書において、「海洋の温暖化は気候シス

テムに蓄熱されたエネルギーの増加において卓越しており、1971 年から 2010 年の

間に蓄熱されたエネルギーの 90% 以上を占め、海洋表層（0~700m）で水温が上昇

したことはほぼ確実である。」と報告されている（図 1-6 (c)）。  
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の蓄熱量は増加していることから、地球温暖化は進行していると判断した。  

 

1.4.2 人為的 CO2 が原因か？ 

大気中の CO2 濃度は、キーリングの測定により上昇していることが確認され、CO2

濃度の増加が地球温暖化に寄与していることはほぼ間違いないと思われる。  

人為的に排出された CO2 の約半分が大気中に残存するとの観測があるが、表 1-2

に示したとおり海洋・海底、陸地・植生が保有する炭素貯蔵量は、化石燃料起源の

大気中の CO2 増加量に比べて極めて大きいことから、人為的 CO2 が温暖化の主な原

因であるとは断定できない。  

原因に関して IPCC は、「人為的二酸化炭素が温暖化の原因である可能性が高い」

としている。その根拠は、図 1-7 に示すように、「シミュレーションの結果から 20

世紀後半以降の温度上昇は、自然起源の外力だけでは過去の温度上昇を再現できな

い。自然起源プラス人為起源の外力を計算に用いると温度上昇が再現できる。」と説

明されている（IPCC 第 4 次報告書・政策Ⅰ2007）。  

 

 

             

 

 

しかし、シミュレーションの信頼性については、これまでも疑問が出されている。

例えば、「重要な気候強制力とフィードバックをすべて含んでいる訳ではないため、

モデルの結果を予報と考えてはならない（伊藤 2006）」との指摘がある。また、赤

←人為起源＋自然起源

の条件を与えると観測

結果と良く合う(IPCC)  

←自然起源の条件だけ

ではモデルと観測結果

は合わない(IPCC) 

 

 

図 1-7 IPCC による原因特定の根拠    

 

 

モデル 

モデル 

近藤洋輝(2013)を基に作成 
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祖父（2009b）によれば、「IPCC は、1975 年からの気温上昇は炭酸ガスによるとコ

ンピューターに教えて、それによって 2100 年の気温を推定したのである。このイン

ストラクションが誤っていれば、2100 年の推定も当然誤りとなる。」と指摘してお

り、シミュレーションは万能ではなく、ロボットと同様に、使い方を誤れば正しい

解答は出てこないことに注意すべきである。  

以上のことから、20 世紀後半以降の世界平均気温の上昇は、人為的 CO2 が主因で

あるとは断定できない。  

 

1.4.3 温暖化の原因は自然変動か？ 

赤祖父（2009a）によれば、「炭酸ガス放出は依然上昇しているが、2001 年頃から

地球平均気温の上昇が止まっている。過去 100 年間の気候変動の研究から、気温上

昇の大部分は、地球が 1400 年から 1800 年頃まで経験した小氷河期からの回復（す

なわち温暖化、変化率＝0.5℃／100 年）である。」と述べている。すなわち、IPCC の

仮説「温暖化の原因は人為的なもの」が間違っている可能性が高い、と報告してい

る。  

地球温暖化に関しては、図 1-2 に示したように、温室効果ガス以外にも多くの変

動要因（太陽放射、海洋、雲、エーロゾルなど）がある。Harde（2014）は、シミ

ュレーションによる検討の結果、20 世紀中の温度上昇（約 0.85℃）のうち太陽の

影響が 0.54℃、二酸化炭素の影響が 0.2℃であると報告している。このことから、

人為的 CO2 の影響は比較的小さい可能性が示唆される。  

IPCC 第 5 次報告書・政策Ⅰ（2013）では、「図 1-6 に示した世界平均海洋表層

（0~700m）の貯熱量の増加とともに、海面付近の海水温が、1971 年から 2010 年の

間で 10 年当たり 0.11℃昇温した。」と報告されている。  

この原因については、CO2 による温室効果が原因とみられていた（伊藤 2015）。

しかし、Larger & Yeager（2012）は、世界の海洋全体について大気－海洋間の熱収

支データ（図 1-8）を詳しく検討した結果、22 年間で平均 0.28℃上昇しており、温

度上昇の原因は海洋の垂直方向の層間熱移動の停滞である、すなわち自然変動であ

ると報告した。この論文は、IPCC 第 5 次報告書の最終版に引用 4)されている。  

以上のことから、人為起源の CO2 以外にも多くの気候変動要因があり、観測結果

やシミュレーションの結果からも、地球温暖化は人為的温室効果ガス以外の要因（特

に、自然要因）の可能性が大きいと判断した。  
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図 1-8 世界の海洋表層温度偏差(観測結果) 
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1.5 まとめと結論 

 

 第 1 章では「地球温暖化とは何か」の原点に立ち返り、3 つの設問に答える形で

地球温暖化の現状について明確化を行った。その結果をまとめると、以下の通りで

ある。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の結果から、CO2 を主体とした削減対策は有効でないため、他の人為的要因

（エーロゾルや土地利用）への対応が必要である。また、人為的 CO2 の増加による

影響（海洋の pH 低下等）を軽減することも必要であり、省エネ・省資源の推進を

今後も継続することが望ましい。  

上記の結論を出発点として、第Ⅰ部では、ファーストオピニオン（ IPCC 及び

UNFCCC・京都議定書）の有効性を評価し、今後の地球温暖化対策のあるべき姿と

してセカンドオピニオンを提案する。 

Q1:温暖化は起きているか？  

＜回答＞「地球温暖化」の定義は明確にされていないが、IPCC の観測結果か

ら、過去約 130 年間のうち、1960 年以降の世界平均気温及び海水温の上昇が

顕著であること、2000 年以降の気温上昇の停滞は、海洋表層の水温上昇と蓄

熱量の増加により説明されることから、一般的な意味で、地球温暖化は起き

ていると判断する。  

Q2:人為的 CO2 が原因か？  

＜回答＞大気中の CO2 濃度の増加は確認され、地球上の炭素収支から人為的

CO2 が温暖化に寄与していることは確認できた。  

しかし、IPCC が根拠としているシミュレーションの結果だけでは、人為的

CO2 が温暖化の「主因」であるとは断定できない。なぜならば、現時点ではシ

ミュレーション技術は発展途上にあり、予測に使うには信頼性に疑問がある

からである。  

Q3:温暖化の要因は自然変動か？  

＜回答＞IPCC 第 5 次報告書の観測結果から、最近の気温上昇の停滞の原因が

海洋の蓄熱（自然要因）であることが報告された。その他にも、太陽活動、

雲、エーロゾルなど多くの要因が関係しており、観測結果やシミュレーショ

ンの結果からも、温暖化は CO2 以外の要因（特に、自然要因）が影響してい

る可能性が高いと考える。  
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■ 注 

 

1) 「気候変動」は、気候の平年状態からのずれ（偏差）に関する用語である。ここ

で平年状態とは WMO（World Meteorological Organization：世界気象機関）で採

用されている統計手法にしたがい、30 年平均の状態（気候が平年状態の回りに

変動すること）を指す。一方、「気候変化」は、平均状態自身が変わるような長

期的傾向、すなわち継続する数十年以上にわたって、気候要素の統計的性質が、

それ以前の一連の平年値（平年集団）から一貫して有意にずれ、気候のレベルが

確実に変わったとみなせる場合の変化を意味する（近藤 2009, p. 31）。  

2) 「放射強制力」とは、ある因子が持つ、地球大気システムに出入りするエネルギ

ーのバランスを変化させる影響力の尺度であり、潜在的な気候変化メカニズム

としての、その因子の重要性の指標である。正の放射強制力には地表面を昇温さ

せる傾向が、負の放射強制力には地表面を降温させる傾向がある（IPCC 第 4 次

報告書・政策Ⅰ2007）。また、「強制力」とは、地球の放射バランスが通常の状態

からずれた状態に押しやられることを意味する（伊藤 2006）。  

3)  テクトロニックプロセスとは、大陸の分裂や衝突、山脈の形成と隆起、海洋底

の拡大と閉鎖などの現象をいう（酒井 2008）。  

4)  IPCC 第 5 次評価報告書の査読を担当した伊藤（2015）によれば、「この極めて

重要な論文は、第 5 次評価報告書の第二ドラフトにも引用されていなかったた

め、査読者としてこの論文への言及を求めたところ、Larger & Yeager 論文は最終

版に引用された。」と報告している。  
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第 2 章 IPCC とその問題点 

 

2.1 緒論 

 

 第 1 章では、「地球温暖化とは何か」について原点から見直しを行った結果、温暖

化の定義が明確にされていないこと、温暖化の原因についても IPCC が報告してい

る「人為的温室効果ガスが主因」については疑問があり、むしろ自然要因の可能性

が高いこと、などを指摘した。  

 そこで、第 2 章では、IPCC の設立から今日までの活動とその成果である報告書に

ついて検証し、問題点を明らかにする。具体的には、IPCC 第 5 次報告書及び第 4 次

報告書の内容を精査し、 IPCC 報告書以外の文献・情報との対比を行うことにより、

将来の実効性ある政策（セカンドオピニオン）に繋げるための検討を行った。  

 

2.2 IPCC の組織と問題点 

 

2.2.1 目的と機能 

 気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC）

は、1988 年に世界気象機関（WMO）と国連環境計画（UNEP）により設立された。 

その目的は、気候変動に関わる様々な科学的知見を、政策決定者や市民に広く提

供することであり、研究・調査（科学的アセスメント）やモニタリングを主導的に

行うことはないとされている（パチャウリ・原沢 2008）。  

IPCC の主たる活動は、地球温暖化に関する科学的報告書や対応に関する方法論

を提供することであり、資金は UNEP と WMO 及び参加各国が、一定の負担比率で

出資している。  

 IPCC は、議長、副議長、三つの作業部会（WG）及び温室効果ガス目録（インベ

ントリー）に関するタスクフォース（TF）によって構成されている（図 2-1）。  

 各作業部会及びタスクフォースの任務は以下のとおりである。  

 第 1 作業部会：気候システム及び気候変動の自然科学的根拠についての評価                   

 第 2 作業部会：気候変動に対する社会経済及び自然システムの脆弱性、気候変動

がもたらす好影響・悪影響、並びに気候変動への適応策について

の評価  

第 3 作業部会：温室効果ガスの排出削減など気候変動対策（緩和策）についての

評価  

インベントリー・タスクフォース：温室効果ガスの国別排出目録作成手法の策定、

普及及び改訂  
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         図 2-1 IPCC の組織  

 

 

IPCC による評価及び科学的報告書作成の仕組みには、政治的配慮を行う制度的

特徴がある。例えば、各 WG の共同議長は先進国と途上国から各 1 名ずつを選出す

る規定があり、南北問題に配慮している。また、IPCC の統治機構としては、IPCC 議

長団が中心に位置し、各国政府は IPCC との連連絡窓口を設置することが決められ

ている。日本の場合、IPCC の各 WG の政府窓口は、WG 1 が気象庁及び文部科学省、

WG 2 が環境省、WG 3 が経済産業省となっている（朝山・石井 2011）。  

1990 年の第 1 次報告書において、「21 世紀末までに全球平均気温が約 3℃上昇し、

海面が約 65 ㎝上昇する。」と発表したことで、世界に大きな影響を与えた。それ以

来、 IPCC は政策立案者に対する科学的助言の主要な提供源としての地位を確立し

た（スペンサー  2005, p. 202）。  

 

2.2.2 組織上の問題点 

(1) 政治的影響 

IPCC の評価作業においては、文献の査読及び報告書作成プロセスは科学者によ

って行われるが、報告書の発表前の最終段階の承認は政策決定者が行う仕組みとな

っており、その多くは科学者ではないという問題がある。  

IPCC 報告書は、政策に関して中立であることが求められ、内容を公正かつ信頼性

の高いものにするため多くの科学者が執筆に携わり、専門家の査読を何度も受ける

ことになっている（深井 2011）。特に、IPCC 報告書の政策決定者向け要約（Summary 

for Policymakers: SPM）の作成においては、一言一句までコンセンサスにより採択さ

れる仕組みとなっている。これは、科学アセスメントの政治的正当性を確保すべく、

環

環境省  (2013)より  

 

第 1 作業部会（WGⅠ）：自然科学的根拠 

第 2 作業部会（WGⅡ）：影響、適応、脆弱性  

 

第 3 作業部会（WGⅢ）：気候変動の緩和(策)1) 

インベントリー・タスクフォース  

IPCC 

総会 
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あえて政治的駆け引きや利害対立をアセスメントのプロセスに取り込む制度として

いる（朝山・石井 2011）。  

しかし、杉山（2008）によれば、「IPCC は純粋な科学的機関ではなく、科学と政

治の出会う場所であり、間違いなく政治が入り込んでいる。」と指摘している。また、

IPCC は政策提言を行ってはならないとされているが、実際には各国政府の要望を

容れて、内容や文言を調整しているので、政治的意向をかなりの程度反映している

（杉山 2013）、との批判も出ている。また、IPCC 報告書の最終承認を行う各国政府

代表者には、石油、石炭、自動車などの産業界から圧力が加えられ、報告書はこれ

らの影響を受けた内容となっている、との指摘も出ている（スペンサー  2005, p. 203）。 

政治的な影響について、朝山・石井（2011）によれば、「日本において地球温暖化

対策の政策立案や予算請求の根拠として、『IPCC による科学的正当化』が多用され

ている状況がある。例えば、省庁が管轄する研究プロジェクトでは、IPCC に引用さ

れる研究論文を量産することが至上命題の一つとなっており、これらの政策文書に

関連する温暖化対策予算は、毎年 1 兆円の規模となっている。」と指摘している。こ

の背景として、朝山・石井（2011）は、新聞報道についてのフレーム分析 2)を基に、

日本社会における IPCC 像について報告している。そこでは、「IPCC の設立当初（1988

年～1990 年）は、政治的組織とのイメージが強かったが、京都会議（1997 年）以降、

2007 年までの調査では、『IPCC は、科学的分析に基づく信頼できる警告者』とのイ

メージに変わり、一般市民は IPCC が提供する科学的知見を、唯一の答えとして受

け入れるべき、との父権主義的な IPCC 像になった。」と分析している。  

 (2) クライメート事件 

20 世紀における気温急上昇を示す「ホッケースティック（HS）曲線（図 2-2）」

は、IPCC 第 3 次報告書に掲載され地球温暖化の象徴ともなったが、重要な温度デー

タが上下を取り違えて扱われた（伊藤 2010a）ことや、ある一部のデータを選んで

作成されたことが明らかにされた（深井 2011）。  

HS 曲線に関して、データの不適切な処理が行われたことで、気候科学に対する疑

いの目が向けられ「クライメート事件」 3)として関係者に強い印象を与えた（伊藤

2010b）。この事件では、英国の気候研究機関から大量のメールが流出し、都合の悪

いデータの公表を抑えるための恣意的な行動などが明らかにされた（深井 2011）。  

このように、IPCC の報告には、政治的な影響があることが明らかであり、純粋な

科学的報告書ではない報告書が、国際交渉の場で、各国の政策決定者に影響力を与

えている状況がある。  

以上のことから、今後の地球温暖化問題を考える上では、IPCC の報告書だけでな

く、広く気象・気候についての科学的知見を集め、温暖化問題の本質を見極めるこ

とが重要である。  
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表 2-1 IPCC 第 5 次報告書(自然科学的根拠)の主要事項 

項目  主要報告事項  

気候システムの観測された変化  

 大 気  陸と海を合わせた世界平均地上気温は 0.85℃ /130 年上昇。 
 
海 洋  

海洋温暖化は 40 年間で全球での蓄熱量の 90%を占める。 
・蓄熱量の 60%以上は 0~700m の層、30%は 700m 以深。  
・表層(~75m)では、30 年間で海水温が 0.3℃上昇。  

海面水位  
過去 100 年間で世界平均海面水位は 19 ㎝上昇。  
・氷河消失と海洋熱膨張で海面水位上昇の 75%を占める。 

雪氷圏  
グリーンランド、南極の氷床は減少。氷河は縮小。  
・北極域の海氷面積は 30 年間で減少を続けている。  

 
炭素循環  

CO2 濃度は、化石燃料及び土地利用変化により工業化以前
より 40%増加(280⇒391ppm)。海洋は人為起源 CO2 の 30%
を吸収し、海洋酸性化を引き起こしている。  

気候変動の  

要   因  

人為起源の放射強制力は 2.29w/㎡で第 4 次より 43%増加。 
・CO2 単独では 1.68w/㎡、（第 4 次では 1.66W/㎡）。  
・ｴｰﾛｿﾞﾙは－0.9W/㎡で冷却効果、太陽照度は 0.05W/㎡。 

気候システム及び近年の変化の理解  

 気候ﾓﾃﾞﾙ 
の 評 価 

第 4 次報告書以降、気候モデルは改良されている。ｼﾐｭﾚｰ
ｼｮﾝは 1951 年~2012 年の世界平均気温観測値と一致。  

気候ﾓﾃﾞﾙの
応答  

平衡気候感度は 1.5~4.5℃。過渡気候応答は 1.0~2.5℃。  
累積炭素排出量の過渡応答は 1000Gt-C 当たり 0.8~2.5℃。 

 
気候変動の 
原因特定 

世界平均地上気温上昇への GHG の寄与は 0.5~1.3℃、自
然起源の強制力の寄与は－0.1~0.1℃。  
・人為起源強制力は、海洋(0~700m)の蓄熱増加に寄与。  
・1979 年以降の北極域の海氷の減少に人為的影響の寄与。 

将来の気候  

変   動  

代表的濃度経路(RCP*)シナリオ(4 ケース)の導入(2100 年) 
・気温上昇：最小ｹｰｽ(0.3~1.7℃)、最大ｹｰｽ(2.6~4.8℃) 
・海面水位上昇：最小ｹｰｽ(26~55 ㎝)、最大ｹｰｽ(45~82 ㎝) 

IPCC 第 5 次報告書・政策Ⅰ (2013)に基づき作成  
  *RCP：Reference Concentration Pathway(代表的濃度経路) 

 

表 2-1 に示した主要事項について、IPCC 報告書以外の文献・情報についても広く

検討した。その結果から、IPCC 報告書の問題点について以下に示す。  

 

2.4 気候システムの観測された変化について 

 

2.4.1 大気関係の観測結果 

(1) 地表気温の取り扱い  

 地球温暖化の議論の中で中心的な役割を担う気温については、 IPCC 第 5 次報告

書・政策Ⅰ（2013）では、「1880～2012 年において、世界平均地上気温は 0.85℃上

昇した。」と述べられている。このように、IPCC の報告書では、「世界平均地上気温」
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の用語を使用しているが「地表気温」の一般的定義は決まっていない 4)。  

IPCC 第 4 次報告書・概要（2007）によれば、全球地上気温の質につては、誤差を

含んでいることを認めている 5)。そこで、地上 2 m での観測の妥当性と観測環境に

ついて、CO2 の影響を検出する際の精度や妨害因子の観点から考察した。  

地球規模の気象観測は、1958 年の地球観測年を契機に充実し、衛星による大気の

気温測定は 1979 年に始まった。従って、過去の気温等のデータは、空間的にも時間

的にも限定される。さらに、測定手法や解釈にもあいまいさが残る。「地球平均気温」

は、これらのデータを基にして算出されるため、この点をおろそかにはできない。  

 このような事情はあるが、一般的には、地表気温の代表として地上 2 m での測定

温度が使われることが多い。しかし、この測定値には系統的な誤差が含まれること

が判明している。例えば、米国 Pielke グループの Lin ら（2007）は、気象学的な解

析により、地表面付近で測定した気温変動は、実際の気温変動よりも大きくなるこ

とを示した。特に夜間の最低気温の変化が誇張されるためである。  

(2) 気象観測点の質 

気象観測点の質については，特にアメリカでの現場報告例が参考になる。Watts 

（2009）は、地元カリフォルニアの観測ステーションの観測環境の劣悪なことか

ら、2007年、全米の1,221 箇所すべての観測点を調査した。例えば、米国テキサス

州の例（図2-3）では、中央にあるパラボラアンテナのすぐ下に、気温センサーの

箱が見えており、建物と駐車場、アスファルト道路がすぐそばにある。  

 

 

 
       

  

  

 

このサイトにある気温測定装置は、2000 年に環境の良い場所から現在の場所に移

図 2-3 米国テキサス州ランパサスのサイト 

Watts (2009)より  

 



 

41 

 

転されたという記録が残っており、図 2-4 から、2000 年からの気温上昇は、サイト

移転に伴うものと推測された。  

 

 

        

 

このように、特に米国では、地方に設置された気象観測点の劣化が目立つ。Watts 

（2009）による全米約 1200 箇所の気象観測点のうち、調査が終了した 534 箇所につ

いての分類評価 6)を図 2-5 に示す。  

 

 

 

 

調査した観測点は、全般に観測環境の劣化が大きいため、偽の温暖化の傾向を生

んでいる。特に、篤志による気温測定が多い米国では、都市文化の拡大や気温測定

の自動化に伴って、測定機器が建物や駐車場の近傍に置かれることが多くなり、気

図 2-4 ランパサスの気温測定データ  

 

図 2-5  Watts による米国気象観測点の評価 

Watts (2009)より  

伊藤 (2009a)より  
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温測定誤差（特に、高めに出る誤差）が、1～5℃あるサイトが約 87% もあると報告

されている。  

平均気温が実際より高く観測されることについての対応としては、NASA（米国

航空宇宙局）により夜間照明の強度を衛星から観測して、都市のヒートアイランド

効果を判断するなどの対策が講じられているが、上述のような田園地域サイトにお

ける「ミクロな都市化」の補正については難しいとされる（伊藤・小川 2011）。  

日本でも、近藤純正氏（東北大学名誉教授）が、自ら足を運んで日本全国の気温

測定サイトを調査した結果を、自身のホームページ 7)で公開している。近藤氏によ

れば、「気象庁が標準としている 17 地点のほとんどに問題があり、標準 17 地点に含

まれないものも入れて、信頼できるサイトは日本に 3 箇所（北海道・寿都
す っ つ

、東北・

宮古、四国・室戸岬）しかない。」と報告している。このような観測点の質による影

響を考慮すると、気象庁が発表する日本の平均気温の上昇は、「100 年で 1.5℃」で

はなく、1.0℃以下であろう、との報告がある（伊藤 2011）。また、深井（2011, p. 116）

は、日本の調査結果から判断すると、都市化の影響は大きく、1980 年以降の気温上

昇のうち、かなりの部分が都市化による見かけの上昇と考えられる、と述べている。  

(3) 過去気温の取り扱い 

 最も良く知られる過去気温の推定データは、IPCC 第3次報告書の「政策決定者

のためのまとめ」に取り上げられた「ホッケースティック（HS）曲線」であろう

（前出：図2-2）。このHS曲線は、地球温暖化の象徴の一つとなったが、データ取

扱いの不手際もあり、 IPCC 第4次報告書では自然変動の大きい他の気温データに

埋もれてしまった。その理由として、伊藤（2010a）は、HS曲線と呼ばれた平均値

曲線を出したこと自体が問題であり、平均処理をすることによって誤差が打ち消し

合い、過去の大きな自然変動が覆い隠され、20世紀の「気温上昇」が過大に評価さ

れた、と述べている。  

HS曲線の元になっているのは、図2-6に示すような樹木年輪や湖底堆積物などの

解析による、いわゆる代替指標データである。図2-6において、数値が20 世紀に大

きく増加しているデータは5つで、他のデータでは20 世紀が特に異常とは見えない。

この5データのうち、Tiljander とある4つのデータは、フィンランドのティルヤンデ

ルらの報告（Tiljander et al. 2003）である。Tiljanderらは、湖底コアをスライスして、

年輪状に形成されたコア層の密度や厚さをX線透過法により求めた。その後、カナ

ダの統計学者  S.マッキンタイヤの解析により、Tiljanderらのデータは上下逆さにさ

れてHS曲線に入れられていることが判明した（伊藤2010a）。これがどのような効果

を生むか明確である。すなわち図2-6に示した中世温暖期が表れている他のデータと

足すことによって、20世紀の気温上昇の異常が際立つことである。  

この他にも、英国の  K. ブリッファがまとめたロシア・ヤマル地方の樹木年輪
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上述したように、地球温暖化議論の基礎となるべき気温測定ですら問題は多い。

これは、そもそも気温測定が始まった目的が、測定箇所の気象をモニターするため

であるが、10 年間で 0.1℃といった微小な変化を議論するには、元々十分な観測体

制ではないと考えられる。  

また、環境政策の観点からは「地球平均気温」を議論に用いる意味も再考の必要

がある。なぜならば、実際の必要性から見れば、地域や局所の気温や降雨量などの

方が人間にとって重要な気候対策要素だからである。地球平均気温を用いる意味は、

温室効果ガスの影響の検出が容易に行えるからである。CO2 をはじめとする不活性

な温室効果ガスは、寿命が長く地球規模で均一になりやすいため、地球規模の測定

も計算も比較的容易になる。しかし他の気候変動要因は、自然・人為を問わず、空

間的にも時間的にも不均一性が大きいので、地球平均気温だけへの影響からでは過

小評価することにもなり、妥当な評価ができない。  

 

2.4.2 海洋関係の観測結果 

(1) 海水温上昇と海洋の蓄熱量 

 IPCC 第 5 次報告書・政策Ⅰ（2013）では、「人為起源強制力は、1970 年代以降に

観測された世界の海洋表層（0～700m）の蓄熱量の増加に、かなり寄与していた可

能性が非常に高い（発生率が 90~100%）」と報告している。しかし、前述した（1.4.3）

ように、Larger & Yeager（2012）による大気－海洋間の熱収支データの詳細な検討

の結果、海洋表層の温度上昇の原因は海洋の垂直方向の層間熱移動の停滞である、

すなわち自然変動であると報告されている（前出：図 1-8）。  

住（2014）によれば、海洋表層の蓄熱量増加は、2000 年以降、地球気温の上昇が

止まっていること（hiatus と呼ばれる現象）と関係があるとされ、その原因は明ら

かになっていないが、成層圏の水蒸気減少、太陽活動の不活発化、海洋熱吸収の活

発化、などの説がある、と述べている。  

海洋が示す大規模な変動の例としては、太平洋十年規模振動（Pacific Decadal 

Oscillation: PDO）や大西洋数十年振動（Atlantic Multi-decadal Oscillation: AMO）な

どが知られている。例えば北極海周辺のバレンツ海の水温は約 70 年間で 4℃もの振

幅で変動したが、AMO との良い対応が示されている（Levitus, et al. 2009）。  

(2) 海面水位 

IPCC 第 5 次報告書・政策Ⅰ（2013）では、「海面水位が 1901 年から 2010 年の間

に 19 ㎝上昇したことが観測されたが、海面水位の上昇は氷河の消失と海洋熱膨張

によりほぼ説明できる。」と報告されている。  

海面上昇は、地球平均気温と密接に関係しており、地域的な生活に与える影響は

大きい。例えば、テレビで「海に沈む島」として取り上げられたツバルでは、洪水
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の原因として潮位だけでなく、島の地形、土地利用などの要因が関わっており（高

橋 2006）、沿岸部での浚渫や低地開発等の社会的要因が大きいと報告されている

（Webb 2006）。また、海面上昇の影響があると言われているモルジブでは、実際に

は 1970~1980 年代に海面が 20~30 ㎝低下しており、この原因は、モンスーンの強化

によってインド洋中部で蒸発が増したことによると説明されている（Mörner et al. 

2004）。  

(3) 海水 pH の低下 

IPCC 第 5 次報告書・政策Ⅰ（2013）によれば、「海洋は、排出された人為起源 CO2

の約 30%を吸収し、海洋酸性化を起こしている。海面付近の海水 pH は、工業化時

代の始まり以降 0.1 低下している。これは、水素イオン濃度が 26%増加したことに

相当する。」と報告されている（図 2-7）。  

 

 
 

 

海水の pH 低下は、地球規模での生態系（特に珊瑚の棲息環境）に与える影響は

大きく、今後、CO2 増加による実害としては顕著に表れる可能性がある。この点か

らも CO2 削減対策は重要である。  

 

2.4.3 雪氷圏における観測結果 

(1) 北極圏で起きていること  

IPCC 第 5 次報告書・政策Ⅰ（2013）では、「過去 20 年にわたり、グリーンランド

及び南極の氷床は減少し、氷河はほぼ世界中で縮小し続けている。北極域の年平均

海氷面積は 1979 年~2012 年の 30 年間にわたり減少を続けている。」と報告されてい

る。  

図 2-7 海面付近の CO2 分圧と pH  

 

IPCC 第 5 次報告書・政策Ⅰ (2013)より  
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北極圏は、地球温暖化の影響が最も出やすい場所であるとされているが、これは、

次のような理由による。気温が上昇すると北極海周辺で氷と雪が融け、地表や海面

が露出する。そのため、太陽光の反射率（アルベド）が低下し、光エネルギーの吸

収が増し、その結果さらに気温が上がる（「雪氷フィードバック」と呼ばれる）機構

によるからである。このような現象を起こす原因の 1 つとされているのが、北極振

動（Arctic Oscillation: AO）である。北極振動とは、極渦（北極の低気圧）強度の変

動で、強いときには南方から吹き込む暖かい風によって、ヨーロッパが温暖になる

などの影響を与える。  

北極海の海氷面積の減少について、伊藤（2015）は、「IPCC 第 5 次報告書が発行

された後、韓国の研究グループ（ChoiY-S. et al. 2014）により興味ある報告がされた。

この発見は、この現象の本質的理解への道筋を与えている。」と報告している。  

図 2-8 に示すように、夏の北極海の海氷面積は、2007 年と 2012 年に大きく減少

したが、2013 年以降、海氷面積は回復傾向にある。その原因に関して、韓国の研究

グループは、夏の海氷面積と北極上空で測定された太陽吸収量との間に強い相関を

見出した。  

 

 

 

北極海の海氷による太陽吸収量の増加に関して、伊藤（2015）は、「人為的効果（ス

スなど）の可能性がある。雲に対するススの影響は複雑だが、汚れた雲が太陽光を

吸収して蒸発する、ということはあり得る。したがって、北極海の海氷面積の減少

は自然現象ではなく、意外にも『人為的』なススの可能性も考えられる。このよう

図 2-8 北極海の海氷面積の変化(1979 年～2014 年) 
The Cryosphere Today(2015)より、ホームページの中の表を改変  

2007→ 
2012→ 
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に、気候変動の要因については、自然・人為を問わず、ようやく本当の姿が見えて

きたというのが実態だ。」と述べている。  

このことから、CO2 だけをターゲットにした西洋的なメンタリティに基づく狭い

視野からの温暖化対策アプローチは、原因の特定においても誤った結論を導く可能

性がある。  

(2) 氷河について 

ヒマラヤ氷河の広範な調査によれば、地球温暖化と氷河後退を結び付けるのは困

難である（Raina 2009）との報告がある。藤田（2008）によれば、「氷河についての

報道や解釈には誤解が多い。例えば、ヒマラヤの氷河の衰退の原因は、気温上昇で

はなく降水量の低下である。また、氷河湖拡大の全てを最近の温暖化に帰するのは

難しい。実際、氷河湖決壊は 2000 年以降起きていない。また、水源としての氷河の

役割は実は小さく、下流での降水が主な要因。」としている。  

 ヒマラヤ以外でも多くの氷河が後退している。特に、アフリカのキリマンジャロ

山の万年雪の消失は、地球温暖化の象徴にもなっている。しかし、詳しい現地調査

によれば、キリマンジャロ山の氷河は、湿度が低下したために昇華（蒸発）したの

であり、気温上昇のために融解したのではない、と報告されている（Kaser et al. 2004）。

ヨーロッパアルプスの氷河も、やはり後退の原因は低湿度と考えられている。山岳

地帯の湿度低下の理由としては、太陽の影響を強く受けた大気循環（特にモンスー

ン）の変化が示唆されている（Zhang et al. 2008）。  

 

2.5 気候変動原因について 

 

2.5.1 放射強制力 

気候変動を議論する際には、しばしば放射強制力（Radiative Forcing）8)という用

語が用いられる。放射強制力は通常、「大気上端で測った、地球の単位面積当たりの

エネルギー変化率」として定義され、「W/㎡」であらわされる。また、IPCC の報告

書では、放射強制力の値は、工業化時代の開始（1750 年ごろ）から、ある時点まで

どれだけ変化（増減）したかの数値として用いられている。  

IPCC 第 4 次報告書・技術（2007）では、「長寿命温室効果ガスである二酸化炭素、

メタン及び一酸化二窒素の濃度増加による地球気候の総放射強制力の増加率は、過

去 10,000 年以上において例がない大きさである。」と報告している。  

 ここでは「放射強制力」と一括りに述べられているが、地球平均気温の理論的な

議論と直接結びついているのが、大気上端放射強制力（Radiative Forcing at the Top 

of the Atmosphere, RFTOA）である。対流圏の上端（高度 10 km 付近）に置いた熱源・

冷却源で表される RFTOA は、ある気候要因が地球平均気温に影響する指標となる。
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例えば、CO2 による RFTOA は産業革命以前と比較して、1.66 W/m2 増加したと見積

もられている（表 2-2）。RFTOA は、温室効果ガスのように、空間的な一様性の高い

気候要因の議論に適している。  

 

表 2-2 1750 年～2005 年の放射強制力                      

放射強制力の要素   

 
長寿命温室
効果ガス 

CO2 ＋1.66  

N2O ＋0.15  

CH4 ＋0.48  

ハロカーボン類  ＋0.34  
 

オゾン 
成層圏オゾン －0.05  

対流圏オゾン ＋0.35  
 

地表面 
土地利用 －0.20  

積雪上の黒色炭素  ＋0.10  

 
エーロゾル 

直接効果 －0.50  

間接効果（雲など） －0.70  

黒色炭素（内数）＊  （＋0.90） 

自然起源 太陽放射 ＋0.12 

IPCC 第 4 次報告書・技術 (2007)を基に作成  

＊は Ramanathan and Carmichael( 2008)による  

 

ここで放射強制力を用いる意味について考察する。「放射強制力」は、地球平均気

温の考察に便利であるが、植物の蒸散作用などを扱うことはできない。水の蒸散や

凝結は、局所的には熱の出入りを伴うが、全体としてみると熱収支はゼロだからで

ある。大きな植生の変化を伴う土地利用の形態の変化は、特に地域・局所の気候変

動の大きな要因となる。例えば、日射が地表でどの程度吸収されるかを決めるアル

ベド（albedo: 反射率、白さ）、植物の葉からの水分の蒸散などは、森林や農地の変

化によって大きく変わる。これらの影響は、放射強制力では捉えきれないが、局所・

地域の気温に大きな影響を与えている（Stone 2009）。例えば、1950 年以降のアメリ

カや中国での気温上昇の半分以上は、農地開発等の土地利用変化によると見積もら

れた（Stone 2009）。そのため、放射強制力を補う気候変動の指標として、非放射強

制力（National Research Council 2005）や、「地域気候変化ポテンシャル」（Pielke Sr. 

et al. 2002）が提案されている。いずれの提案の動機も、環境政策で重要な地域・局

所の気候変化を扱うことにある。  

 

2.5.2 気候感度  

 CO2 濃度が 2 倍になったときに気温が何度上がるか（ΔT2×CO2）は、地球温暖化

議論で重要な役割を持つ「気候感度」の例である。実際の政策では、地球平均気温

よりも地域の気候変動が重要になる場面が多いが、気候感度（ΔT2×CO2）は、指標
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として分かり易い。IPCC 第 5 次報告書・政策Ⅰ（2013）では、平衡気候感度につい

て 1.5～4.5℃と報告している。この値は、 IPCC 第 4 次報告書・政策Ⅰ（2007）の 2

～4.5℃（中心値 3℃）より下限が低くなっている。これらは気候シミュレーション

を主体とした推定で、かつ十分に時間が経過した平衡時の値である。CO2 が増加し

て 2 倍になった時点での気温変化の計算値（過渡値）は、1～2.5℃（中心値は約 1.7℃）

と、ずっと小さい。  

 気候シミュレーションで良く用いられる大気大循環モデル 9)は、極端に大きな平

衡気候感度を排除できない（Knutti and Hegerl 2008）との報告がある。その理由は、

主として、海洋の応答が良く分かっていないことによる。モデルによっては、平衡

時気候感度（ΔT2×CO2 ）が 6℃にもなるが、それでも過渡値は 2.5℃程度に留まる。  

 その後、Harde（2014）は、2 層気候モデルを用いたシミュレーションにより、CO2

の気候感度は 0.6℃と、従来の報告値よりかなり小さいことを報告している。  

 

2.5.3 人為起源温室効果ガス 

(1) 二酸化炭素の影響 

IPCC 第 5 次報告書・政策Ⅰ（2013）によれば、1750 年を基準とした 2011 年の人

為起源の放射強制力は総計、2.29 W/m2 であり、1970 年以降は急激に増加している。

特に、二酸化炭素の排出は、単独で 1.68 W/m2 と第 4 次報告書の 1.66 W/m2 から増

加しており、人為起源の温室効果ガスの中では温暖化に最も高い寄与となっている。 

(2) エーロゾル・雲の放射強制力 

IPCC 第 4 次報告書・技術（2007）では、「初めて得られた値として、エーロゾル

の直接的な放射強制力は、－0.5 ± 0.4 W/㎡、間接効果（雲アルベド効果）の放射強

制力は、－0.7 (－0.3～－1.8) W/㎡である。」と報告されている（表 2-2）。  

IPCC 第 5 次報告書・政策Ⅰ（2013）では、大気中の全エーロゾルの効果による放

射強制力は、－0.9 (－1.9～－0.19) W/㎡と報告され、エーロゾルの負の強制力と黒

色炭素が太陽放射を吸収することによる正の強制力との合計で表されている。この

値は、第 4 次報告書の全エーロゾルの放射強制力（－1.2 W/㎡）より負の値が小さ

くなっている。このように、第 4 次と第 5 次報告書でエーロゾルの放射強制力が変

化したことは、依然としてエーロゾルの合計放射強制力に大きな不確実性が伴うこ

とを示している。  

エーロゾルの排出やエーロゾルと雲との相互作用について、地域の違いによる影

響の度合いが大きいことが指摘されている。例えば、伊藤・渡辺（2008）によれば、

エーロゾルのうち、特に地域気候に大きな影響を与えるのが着色エーロゾルとされ

ている。低質の燃料（薪や家畜の糞、質の悪い石炭の燃焼など）から生成するスス

に起因する着色エーロゾル（例えば、中国・インド地域に発生する「アジア褐色雲」
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と呼ばれるヘイズ：図 2-9 参照）は、日射を遮って地表を冷やすと同時に、日射を

吸収して大気を暖める作用がある。  

 

 

 

  

 

またスス（黒色炭素）は、大気中を輸送されてヒマラヤ地域や北極にまで達し、

雪氷に付着してアルベド（反射率）を下げるので、日射吸収が増加して気温上昇に

つながる（Shindell and Faluvegi 2009）。その効果は、放射強制力として＋0.9 W/㎡に

達する（Ramanathan and Carmichael 2008）。CO2 と違ってエーロゾルは地球上で均一

にならないため、局所的な影響として重篤な大気汚染を引き起こすので、地域の住

民の健康を損ねることがある。2002 年の国連環境計画のレポートでは、年間数十万

人の死亡原因になっていると報告されている（伊藤・渡辺 2008）。  

(3) 非放射強制力 

直接・間接効果を合わせた全体としてのエーロゾルの放射強制力は、ゼロに近い

のに気候影響は大きく、大気循環に与える影響は人為放出温室効果ガスの 60 倍に

達する（Matsui and Pielke Sr. 2006）との報告がある。このことからもわかるように、

放射強制力だけを見ていたのでは、地域レベルの気候を重視した環境政策には不十

分であり、次の 3 つの因子、①放射強制力が小さくても、地表気温に与える影響が

大きい因子、②熱源・冷却源とはみなせない因子（非放射強制力）、③不均一な分布

を持つ因子、を考慮する必要がある（伊藤・渡辺 2008）。伊藤（2006）は、「不均一

な分布を持つ放射強制力・非放射強制力として、植生等の土地利用の因子が極めて

重要である。例えば、米国のグレートプレーンを対象としたシミュレーションでは、

図 2-9 インド、バングラデシュ近辺で見られるアジア褐色雲 

伊藤 (2010c)より  
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既存の植生を自然植生に変えると最高気温が 1.2℃下がる。これは、逆に土地開発に

よって気温が上昇したことを示している。このように土地利用が気候に与える影響

は、温室効果ガスより大きい。」と報告している。  

  

2.5.4 自然変動要因 

(1) 太陽光度の影響 

気候変動に自然因子の影響が大きいことは自明だが、第 1 章（図 1-2）に示した

ように、自然変動には多くの要因があり、それらの相互関係や個々の因子が、地球

温暖化に及ぼす機作については良く分かっていない。それでも、地域気候について

は太陽変動の影響が大きいという報告は少なくない。例えば、アフリカ東部（ケニ

ア）にあるナイバシャ湖の水位の変動と周辺集落の盛衰は、過去 1,100 年間を対象

とした調査の結果、太陽活動の変動と良く対応していることが報告された

（Verschuren et al. 2000）。これはアフリカモンスーンが、太陽活動変動の影響下に

あることを示すと解釈される。また最近では、アジアモンスーンの消長が太陽活動

変動に良く対応するとの報告（Zhang et al. 2008）も出ている。  

太陽光度の影響については、長期的な観測結果は得られていないが、理論的に

は全光量の約 0.1%程度と小さいことが報告されている（Spruit 1991）。このことか

ら、20 世紀前半の気温上昇も太陽光度の変化では説明できない。よって、20 世紀

後半の気温上昇の解釈も単純ではないと認識すべきである（伊藤・小川 2011）。  

(2) 太陽磁気の影響  

太陽磁気の影響が気候変化の原因とする報告がある（Palamara and Bryant 2004）

が、最近、20 世紀中における太陽活動による地球温暖化への影響は約 0.54℃もある

との報告が出ている（Harde 2014）。  

太陽の影響について、伊藤（1999） によれば「太陽活動と地球気候をつなぐ鍵と

なるのは宇宙線であり、太陽の磁気活動が活発になり太陽風が強くなると、宇宙線

の大気圏突入が妨げられて宇宙線強度が下がる。すなわち、太陽活動が盛んになれ

ば太陽風が強くなり、地球表面の宇宙線量が減り、雲量が減少して気温は上昇する。」

と述べている。また、伊藤（2006）は、太陽磁気が関与する機構として「宇宙線強

度変調が大気電場の変化を起こし、それによって雲の帯電量が変わり、凝縮のダイ

ナミクスに影響を与える。その結果、降水確率や潜熱生成速度などが変化し、低気

圧の強度や嵐の進路が影響されるという Tinsley の機作（図 2-10）」を紹介している。  

太陽磁気の気候影響については、太陽風 10)と北極振動の関係についての報告

（Palamara and Bryant 2004）があるが、これまではあまり注目されていなかった。

その後、伊藤（2015）の研究により、太陽風と地表気温との明らかな相関があるこ

とが解明された。  
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図 2-11 に示したように、太陽風と地表気温の相関が明らかになり、その影響が大

きいことが報告されたことで、これまで報告されてきた IPCC 第 5 次報告書（例え

ば、太陽放射強度変化による自然起源放射強制力は、過去１世紀にわたる正味の放

射強制力に対してほんのわずかな寄与しかない）の内容についても、太陽風の寄与

を含めて太陽影響の評価を見直す必要があるといえる。 

(3) 月と太陽の影響 

月と太陽の潮汐力が、大規模な気象パターンである北極振動（Ramos da Silva and 

Avissar 2005）やエルニーニョ（Cerveny and Shaffer 2001）に影響しているという指

摘がある。潮汐現象は予測できるが、現状では、潮汐により発生する渦をモデルに

組み込めていないため、解析が進めば、グローバル気候モデルに取り入れられて、

近い将来の気候予測に貢献する可能性がある。  

 

2.5.5 その他の原因について 

IPCC 第 4 次報告書・政策Ⅱ（2007）の報告内容についいても懸念がある。例え

ば、「アフリカで雨量が減り、2020 年には複数の国で穀物量が半減する」、「ヒマラ

ヤの氷河が 2035 年までに消失し、水資源が不足する」、「アマゾン熱帯雨林は雨が少

し減っても影響は劇的である」など、特に途上国の脆弱性が取り上げられている。

伊藤（2010b）によれば、「これら 3 つの現象に関して、IPCC の主張は IPCC ゲート

事件がきっかけとなって判明した単純な誤りであった。」と述べている。   

 また、異常気象として、温暖化の影響とされている現象が報告されている。例え

ば、ハリケーンの発生数が増し、しかも海面温度の変化と良く一致しているという

報告  （Mann and Emanuel 2006）があるが、この報告では、今後気温が上昇すれば、

ハリケーンがさらに増大する、ということを示唆していた。しかし、これは過去の

ハリケーン数を過小評価していたためであり、強いハリケーンの数を決めているの

は、海面温度よりも、ハリケーンの生成域であるアフリカ西岸沖における風の強さ

だということが、270 年間のサンゴ礁の痕跡と海底コアの分析から指摘されている

（Nyberg et al. 2007）。  

 一方、台風の場合は、これまでの報告の中でも異なる見解が出されている。米国

グループ（Webster et al. 2005）は、強い台風の数が最近増していると報告したが、

香港の Wu et al.（2006）によれば、強さの定義によって結果が違い、日本と香港の

観測では強い台風の数は減少している、と報告している。  

 このような極端現象に関しては、ハリケーンの被害が近年増したことは事実だが、

社会構造の変化や貨幣価値を考慮して、1900 年～2005 年の間の被害額を 2005 年時

点に補正すると、近年大きなハリケーンが増加したとの傾向は消失する（Pielke Jr. 
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et al. 2008）。つまり、ハリケーンの被害増大は、極端気象に対する社会の脆弱性が

増加したためと見るべきである。  

一方、シベリアやカナダで見られる永久凍土の融解による家屋・建物の崩壊は、

気温上昇によるものではなく、建物の暖房によって永久凍土が融けた結果である（伊

藤・渡辺 2008）。永久凍土の上に家屋等を建てる際には、杭の上に建てる等により

熱シールドを確保しなければならない。従って、暖房で地面が緩むのは不適切工事

あるいは欠陥工事であるということになる。  

 

2.6 まとめと結論 

 

第 2 章では、地球温暖化問題の技術的バックボーンとなっている IPCC の組織・

体制と、その業績である報告書の内容を評価した。  

IPCC は、「地球温暖化の概念を共有化させ、普及することに貢献した」と評価さ

れており、過去 5 回発行されている報告書は、詳細で、地球温暖化問題に関するオ

ーソライズされた知見を集約している（青柳 2011）、と認識されている。  

しかし、本章において、その業績を見てきた結果からは、是正すべき事項や過誤

が少なからずあることが確認された。例えば、科学と政治が切り離されていないこ

とである。気候専門家による科学的報告が、公表前の最終段階で政策立案者の判断

を要する現在の仕組みは、「科学と政治が出会う場所であり、間違いなく政治が入り

込んでいる（杉山 2008）」との指摘を受ける状況にある。また、「クライメート事件」

などにみられるように、IPCC の組織・機構が長年の間に、次第に既得権益の維持を

目的とした不適切な行動を引き起こしている状況も見られた。  

このような事態を改善するためには、先ず、科学と政治を分離することが考えら

れる。例えば、科学的根拠を提供する組織は、国際的な学会から推薦されたメンバ

ーのみで構成し、報告書の根拠となった論文及びその引用文献については、一般へ

の公開が求められる。  

IPCC 報告書についても、次のような疑問点があることを指摘した。すなわち、地

上気温の定義や温暖化の意味を明確にしないまま、世界平均気温が 130 年間で

0.85℃上昇したことで「温暖化している」と判断しているが、実際には気温測定点

の環境の劣化による見かけの昇温が含まれていること、過去気温の取り扱いについ

ても、種々のデータの不適切な処理が行われたことなどがある。  

また、地球温暖化の原因の特定において「人為的影響の可能性が極めて高い」と

報告しているが、その根拠はシミュレーションだけであり、CO2 以外の要因の可能

性については、十分な検討がされているとは言えない。例えば、海洋表層の蓄熱は、

人為的 CO2 によるものではなく、海洋層間の熱移動の停滞による可能性が高い。ま
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た、北極圏の雪氷面積の減少も CO2 の増加によるものではなく、人為的ススが原因

との報告が出ている。そのほか、太陽活動の影響は、IPCC の報告より大きい可能性

があり、黒色炭素等を含めてエーロゾルの影響についても十分解明されていない状

況が見られた。  

将来の温暖化の影響予測について、IPCC は気候モデルによる検討から、平衡気候

感度を 1.5~4.5℃と報告しているが、これについても、1℃以下の可能性があり、IPCC

は過大評価していると指摘されている。  

したがって、今後は、地球温暖化の要因を系統的に評価し、「温室効果ガス」だけ

でなく、その他の要因（例えば、エーロゾル、海洋循環、太陽活動など）に関する

知見を積み重ねることが必要と考える。  

また、IPCC の報告書で強調している「人為的 CO2 が温暖化の主因」については、

直ちに対応策をとることは懸命な行動とは言えない。なぜならば、21 世紀に入って

から地球平均気温の停滞が続いており、その原因として、海洋の熱循環の周期的変

動による自然変動の可能性が示唆されていることや、その他にも、エーロゾルなど

未解明の部分が多く残っているからである。これらの要因の解明が進み、自然変動

が原因とされるならば、その対応は、「緩和」よりむしろ「順応」に、対策の重点を

移すことになる。  
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■ 注 

 

1) 温暖化対策は、人間の活動から排出される二酸化炭素等の温室効果ガスを削減す  

る「緩和策」と、生活・行動様式の変更や防災への取り組みといった自然・社会

システムの調節によって温暖化影響を少なくする「適応策」に分けられる（パチ

ャウリ・原沢秀夫 2008）。  

2) フレーム（あるいはフレーミング）とは、問題設定や因果関係の解釈、倫理的  

な判断、対処方法の勧告などを推奨する形で、認知されている現実から選出さ

れた要素をコミュニケーションのテキストにおいて顕出することである（朝

山・石井 2011）。  

3) ホケースティック曲線の不手際をきっかけとして、クライメート事件につながっ

たが、その後、これらの気候科学者が担当した IPCC 報告書の箇所が問題となり、

さらに発展して IPCC 報告書自体の信頼性にも及ぶことになった。その結果、い

くつもの「～ゲート」と命名された事件が発覚し、ついにはまとめて IPCC ゲー

トとさえ呼ばれるようになった（伊藤 2010b）。  

4) 世界平均地上気温については、気温データの集積と解析を行っている NASA 

（米航空宇宙局）のデータベースの解説が参考となる。  

(http://data.giss.nasa.gov/gistemp/abs_temp.html.) 

5)  IPCC 第 4 次報告書・概要（2007）によれば、「毎月の世界平均気温を算出する

ために、世界の陸域の数千の観測点における毎日の気温の測定値と、海上を移動

する船からの数千以上の海面水温の測定値が結合される。より古い時代につい

ては、樹木年輪、氷床コアなどからの代替データで 1000 年以上遡れるが、時代

が古くなるにつれ空間的にカバーする範囲が限られてくる。復元データには間

違いがあり、顕著な不確実性が残る。」  

6) 評価点（図 2-5）は、米国海洋大気局（NOAA）の基準（Climate Reference 

Network (CRN) Site Information Handbook）により、以下のように分類されてい

る。  

ランク 1：「平らな土地で、高さ 10 センチ以下の植生、人工的熱源（建物、コ

ンクリート面、駐車場など）から 100 メートル以上離れ、多量の水が

ある場所からも十分離れており、太陽の高度が 3 度以上の時に影がで

きないこと」。気温測定の誤差は、0.5℃以下。  

ランク 2：「植生は高さ 25 センチまで、人工的熱源との距離は 30 メートルま

で、太陽高度 5 度以上で影ができないこと」。気温測定の誤差は、1℃ 

以下。  

ランク 3：「人工熱源との距離 10 メートルまで」。  
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ランク 4：「人工熱源との距離 10 メートル以下」。  

ランク 5：「温度計が人工熱源のそばにある」。  

7) 近藤純正氏の HP：http://www.asahi-net.or.jp/~rk7j-kndu/kisho/kisho00.html. 

8) 例えば、スス（黒色炭素）を含むエーロゾルは、太陽光を吸収して大気を暖め（大

気放射強制力で正）、地表では日射を遮ることで気温を下げる要因となる（表面

放射強制力で負）。大気上端放射強制力は両者の和となり、かなり小さくなる（伊

藤 2006）。  

9) 全球的な数値予報モデルをさらに発展させ、より長期間にわたる物理過程の影響

が反映できるようにし、大気にとって外力として働く太陽放射や、境界条件とし

ての海陸分布、山岳地形、海面水温、海氷のもとで、地球をめぐる大規模な大気

の流れ（大気大循環）や、その基盤となる大気の成層のバランス状態を含めたモ

デル（近藤 2009, p. 24）。  

10) 太陽風とは、太陽から放出される荷電粒子（主としてプロトン、α 粒子、電子）

からなるプラズマの流れである。太陽風粒子が地球磁気圏に入り込むと、オーロ

ラ現象や磁気嵐を引き起こすことがある。太陽風の特性（粒子密度、速度、地場

の大きさ・方向など）は、地球から太陽の方向に約 150 万 km 離れた L1 ランジ

ュ点（地球と太陽の引力が釣り合う点）にとどまっている衛星により計測されて

おり、3 時間おきのデータがこれまで 150 年分蓄積されている（伊藤 2015）。  

11) 「aa 指数」とは、antipodal average の略で、地磁気的に反対の場所にある英国と

オーストリアの観測値の平均という意味である（伊藤 2015）。 
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第 3 章 気候変動枠組み条約及び京都議定書とその問題点 
 

3.1 緒論 

 

第 3 章では、ファーストオピニオンのもう一つの柱である「気候変動に関する国

際連合枠組み条約（UNFCCC）及び京都議定書の枠組み」（以下、「UNFCCC/京都議

定書レジーム」と呼ぶ :レジーム＝国際枠組み）について地球温暖化対策ツールとし

ての有効性を評価し、その問題点の明確化と今後の政策提案について検討した。  

UNFCCC は、1992 年の国連環境開発会議（UNCED）において採択され、1994 年

3 月 21 日、50 か国の批准により発効した。  

UNFCCC の目的は、条約第 2 条において、「気候に対して危険な人為的干渉を及

ぼすこととならない水準において、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させるこ

と。」とされている。この「危険でない水準」とは、生態系が気候変動に自然に適応

でき、食糧の生産が脅かされず、経済開発が持続可能な態様で進行することが出来

るような期間内に達成されるべきである、とされている。  

また、UNFCCC の主旨は「気候変動に対処すること」であるが、条約の究極の目

的は、「温室効果ガス濃度を安定化させること」（第 2 条：目的）となっており、条

約の主旨と目的が整合していない。  

UNFCCC の構築は、当時の国際条約（例えば、1985 年のオゾン層の保護のための

ウイーン条約及びその 2 年後のオゾン層破壊物質に関するモントリオール議定書）

に倣って、基本とする枠組条約を最初に締結し、その後、個別の具体的義務に関し

て議定書を採択するという、枠組み条約－議定書方式が採用された。このため、そ

の後 UNFCCC が有効性を発揮できない要因の一つとなっている。  

京都議定書は、枠組み条約（UNFCCC）の目的達成の機能を果たすことを目的と

して提案され、1997 年 12 月第 3 回条約締約国会議 COP3（京都）において正式に採

択された。  

その後、2004 年 11 月にロシアが批准したことにより、①155 か国以上の国による

議定書締結、②締結した条約付属書 I 国 1)の 1990 年の温室効果ガス排出量の合計値

が、全付属書 I 国の温室効果ガス総排出量の 55%以上を占めること、の 2 つの条件

が満足されたため、規定により 90 日後の 2005 年 2 月 16 日に発効した。  

京都議定書の発効時には、6 種類の規制物質－二酸化炭素、メタン、一酸化二窒

素、ハイドロフルオロカーボン（HFCs）、パーフルオロカーボン（PFCs）、６フッ化

硫黄－について排出削減目標が定められた。これらの温室効果ガスについては、2008

年～2012 年の第 1 約束期間に、付属書Ⅰ国（先進国）全体で 1990 年レベルの排出

量の 5%を削減することが決められ、5%目標の達成のため先進国に国別削減目標が
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割り当てられた。例えば、EU 8%、米国 7%、日本 6%などである（米国は 2001 年に

京都議定書から離脱した）。また、京都議定書には、「京都メカニズム 2)」と呼ばれ

る柔軟なメカニズムが盛り込まれたことが、他の条約－議定書の事例にはない特徴

である。   

その後、京都議定書については、2013 年から第 2 約束期間が開始されているが、

日本、ロシア、ニュージーランドが離脱したため、温室効果ガスの排出削減義務を

負う国は、EU の 27 か国とオーストラリア、スイス、ノルウエーなど先進 10 か国

で、1990 年比で 2013 年～2020 年の間に 18%削減することになっている（小西 2013）。

このように、削減義務国が減少したことで、今後さらに実効性が低下することが懸

念されている。  

 

3.2 UNFCCC/京都議定書レジームの特徴 

 

一般に、枠組み条約の特徴として、条約には理念（枠組み）だけが盛り込まれ、

具体的取り決めは議定書に書かれることである。  

国際的環境政策では，始めから具体的な合意事項を決めるのが難しいため，この

形式をとることが多い（サスカインド 1996, p. 47）。例えば、1979 年制定の「長距離

越境大気汚染条約」があるが、実施に時間がかかるため効果が出にくいとされる（伊

藤・渡辺  2008）。  

このような問題があるにしろ，気候変動枠組み条約は、その序文で書かれている

ように、途上国の持続可能な経済成長と貧困撲滅への考慮、島嶼国など脆弱な国・

地域への配慮を謳うなど、その理念は高い。  

UNFCCC の特徴の一つは、表 3-1 に示す通り先進国の義務と途上国への配慮が明

確に規定されたことである。  

条約序文では、「過去及び現在の温室効果ガス排出量の最大部分は先進国による

ものであり、途上国における一人当たりの排出量は依然として少なく、今後ニーズ

に応じて増加していくことに留意し、---」と謳っている。すなわち、先進国による

過去の歴史的な温室効果ガス排出の責任が強調され、途上国の発展に支障が出ない

ように配慮することとされている。  

二つ目は、各国の発展の度合いに応じて締約国が負う義務に、下記の通り差異を

設けていることである。  

 すべての締約国に適用される義務  

 付属書 I 国（OECD 加盟国と旧社会主義国）に適用される義務  

 付属書Ⅱ国（OECD 加盟国）に適用される義務  

三つ目は、条約の目的達成のため下記の 5 つの原則を定めていることである。  
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 衡平の原則及び共通だが差異ある責任原則  

 発展途上国などの個別のニーズ、特別な事情への考慮原則  

 予防原則  

 持続可能な発展の原則  

 協力的・開放的な国際経済体制の確立に向けての協力原則  

 

      表 3-1 UNFCCC における先進国の義務と途上国への配慮  

 先進国の義務 途上国への配慮 

温 室 効果 ガス

の排出 

過去・現在の温室効果ガ

スの排出の最大部分を占

める責任 

1 人当たりの排出量を、

今後、途上国のニーズに

応じて増加する権利 

締 約 国の 差異

ある責任 

各国の能力に応じた責任 各国の事情に応じた対

応 

 

資源の開発 

資源開発が資源国の権利

及び他国の環境を害さな

い責任 

資源国の主権的権利を

有する 

法的規制 環境法規制は他国の損失

をもたらさないこと 

各国主権による環境法

規制を制定する権利 

 

排出抑制 

化石燃料に生活を依存し

た国における困難に配慮

する責任 

化石燃料に生活を依存

した国が排出抑制で困

難を生むおそれ 

持 続 可能 な経

済 成 長と 貧困

撲滅 

持続可能な経済成長と貧

困撲滅への配慮 

持続可能な経済成長の

実現と貧困撲滅が優先

課題 

持 続 可能 な開

発と資源取得 

持続可能な開発と資源取

得への配慮 

持続可能な開発とエネ

ルギー、資源取得が各国

の権利 

  

これらの原則は、180 以上に上る条約締約国が一つの目的に向かって協調してい

くためには欠かせない内容であるが、後述するように、これらの原則（特に、差異

ある責任原則）が国際交渉の進展に支障となっている。  

京都議定書の効果について評価する報告としては、荻ら（2008）による、「人類が

初めて温室効果ガスを削減するという目標を掲げたことで、大変意義のある国際協

定である。」ことや、杉山（2008）による「トーマス・シェリング教授が講演の中で

『京都議定書により、10 年間で地球温暖化問題に対する一般社会の意識が高まった』

と述べたことが地球温暖化問題への関心を高めた。」がある。  
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3.3 UNFCCC/京都議定書レジームの問題点 

 

3.3.1 構造的問題 

UNFCCC/京都議定書レジームの有効性については、これまで多くの報告が出され

ているが、その論調は総じて、地球温暖化問題への効果に関して批判的なものであ

る。例えば、ハートウエル論文（Prince et al. 2010）では、「京都型アプローチは、オ

ゾン層に係る条約などの手法を手っ取り早く拝借して作られた。これらの単純な問

題と異なり、気候変動は非常に厄介（wicked）な問題だったため、気候対策の枠組

みに構造的な誤りが生じた。」と述べている。このように、問題点の多くは、条約の

成立に関わる政治的なものと、条約の構造的な欠陥である。  

 政治的には、条約の成立時から各国の思惑が交錯していたため、妥協的な内容に

なっていることである。例えば、スペンサー（2005）によれば、「1992 年の国連環境

開発会議に集まった世界各国の指導者の大部分は、温室効果ガスの排出削減義務の

決定を求めた。しかし、米国が含まれなければ意味がないとの考えから、妥協の産

物としての UNFCCC が 150 を超える国々によって署名された。その結果、曖昧なと

ころが残され、各国政府に対する逃げ道が十分に残された。」と指摘している。  

また、京都議定書の成立に関しても、1997 年の COP3（京都）に 6,000 名もの公

式代表者と更に何千名もの環境団体及び産業界の代表者が参加し、そこに大勢の記

者達が群がって一大イベントになり、最終日には米国からゴア副大統領が参加して

強引に妥協案を成立させた（スペンサー  2005）、との指摘がある。  

これらのことから地球温暖化問題は、先進国と途上国の間の衡平性の問題が大き

く影響していると思われる。  

 構造的な問題としては、サスカインド（1996）の指摘がある。サスカインドは、

気候変動枠組み条約並びに生物多様性条約などの例から、条約－議定書アプローチ

の基本的な欠陥点として次の 7 項目を挙げている；  

 条約の実施が長期にわたって引き伸ばされる  

 参加国の最小共通項的な協定に落着く  

 すべての締約国に同じ要求事項を課す  

 条約成立時点以降の科学的、技術的情報を無視する  

 条約交渉は有力な大国の主導で行われる  

 交渉の過程で、ある国の誤った主張への対応手段を持たない  

 複数の選択肢の提示と適切な選択のルールを持たない  

 気候変動枠組み条約の場合も、上記のサスカインドが指摘する欠陥の殆どが該当

する状況が見られ、今後の新たな枠組み構築には、これらの点をいかに解決するか

が対応のポイントとなる。  
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3.3.2 実施上の問題 

 UNFCCC/京都議定書レジームについて、これまで多くの指摘がされているが、主

な問題点は以下のとおりである；  

 第一は、義務的な削減目標の決め方である。これに関して以下の指摘が出されて

いる。削減義務を負うのは先進国だけであり、2005 年時点で削減義務国の合計排出

量は世界全体の約 26%をカバーするだけであった。目標はその 5%を削減すること

なので、全て達成しても世界全体の温室効果ガス排出量の約 1.3%を減らすことにし

かならない（伊藤・渡辺 2008, p. 225）。さらに、基準年を 1990 年としたことも問題

とされている。すなわち、1990 年頃から 2007 年の期間においては、日本、米国、

カナダ、オーストラリアは CO2 を大きく増やしたが、EU 内では、ドイツは旧東ド

イツの工場で CO2 を削減し、イギリスは、石炭から天然ガスに燃料転換を図るなど

で CO2 排出量を減らしていたことがあり、このような事情を考慮していないため衡

平な目標設定が出来ていない（伊藤・渡辺 2008, p. 223）。また、拘束力のある国別

の総量排出削減目標としたことで、「結果」が問われることになり、各国が自らの主

権に基づいて実行する「行動の約束」が不可能となった（杉山 2008）。また、UNFCCC

の主旨から温室効果ガスのみを削減目標としているため、種々の要因を考慮して気

候変動を防止する対策目標に欠けている（伊藤・池田 2007）。  

第二は、衡平性の問題である。気候変動枠組条約の理念である「持続可能な開発」

及び「衡平の原則」が殆ど UNFCCC/京都議定書レジームに反映されず、むしろ、世

界を経済的に豊かな地域と貧しい地域に分断し、南北格差を助長した（池田 2007）。

途上国は、京都議定書第２約束期間（2013 年～2020 年）においても温室効果ガスの

削減義務を拒否し続けているが、中国・インドなどの削減義務のない国における CO2

排出量の増加は、排出削減義務を負う付属書Ⅰ国（先進国）の合計を上回る状況に

ある。また、米国は、一人当たり CO2 の排出量は最も多く（図 3-1）、総排出量も世

界第 2 位であるにも拘わらず削減義務を負っていない。  

一方、京都議定書の定める「先進国」の定義は客観的な基準、根拠によるもので

はない、との指摘（荻ら 2008）がある。荻ら（2008）は、76 か国（うち付属書Ⅰ国

は 27 か国）について、国別 GDP、一人当たり GDP、国別 CO2 排出量、一人当たり

CO2 排出量の 4 項目を比較した結果、どの項目についても、上位 27 か国に該当する

国には、大きなばらつきがあった。例えば、一人当たり GDP では上位 27 か国に途

上国が 7 か国（約 26%）含まれており、京都議定書の付属書Ⅰ国（先進国）と非付

属書Ⅰ国（途上国）の分類は不適当であるとしている。  

第三は、数値目標の達成方法の問題である。京都メカニズムの運用ルールの問題

や排出権取引におけるホット・エアー 3)の存在などが問題であり、京都メカニズムそ

のものが先進国の抜け道であり、国内対策を怠る危険性があると指摘されている（荻
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ランクに分類して、削減目標を決めることを提案している。  

 20,000 ドル以下（ランクⅠ）：この層においては、GDP の増加に伴い一人当た

り CO2 排出比率が増加する  

 20,000~36,000 ドル（ランクⅡ）：この層においては、GDP の増加に伴い一人

当たり CO2 排出比率の増加傾向が低下する（省エネ等の技術的寄与が効果を

発揮し始める）  

 36,000 ドル以上（ランクⅢ）：この層においては、GDP の増加に伴い一人当た

り CO2 排出比率が減少する（省エネ等の技術が効果を挙げる）  

この提案の特徴は、途上国の今後の経済発展がこれまでの先進国レベルまでは温

室効果ガスの排出が容認されることであり、途上国が容易に将来枠組に参加しやす

くなることである。  

また、一人当たりの排出量を平等にする方法（平等原則）を適用した場合は、図

3-1 から、米国、カナダは、より厳しい状況になると予想されるが、この両国が努力

して他の先進国と同等レベルになることは、温室効果ガス削減に有効であるだけで

なく、両国にとってもエネルギーコストの低減に繋がる可能性がある。  

(2) 日本の対応 

 UNFCCC/京都議定書レジームの詳細な内容は、議定書採択時から明確にされてい

たにもかかわらず、何故多くの国（特に、日本などの排出削減目標の達成が困難と

予想された国）が、不利と知りつつ批准することになったのであろうか。これに対

する答えとして杉山（2008）は、トーマス・シェリング教授の講演から、「1997 年に

京都議定書で『結果』に対してコミットした国々は、国内の措置はどういったもの

が必要か、どういった措置をとれば、コミットメントを果たすことが出来るかとい

う『行動』について分かっていなかった。また米国も、批准を検討した時点で、税

制とか規制、補助金、技術開発をどのようにすれば達成できるかは、分かっていな

かった。」と述べている。  

このように日本が京都議定書を批准した背景には、批准時にその有効性（特に、

どのような道筋で削減目標が達成できるか、達成した場合の効果は何か等）につい

て、日本を含む多くの締約国において十分に理解されていなかったことがあったと

思われる。そのため、日本と米国においては、下記に示したとおり、その後の政策

に大きな差が出ている。  

日本における具体的対応は、2005 年に「京都議定書目標達成計画」が閣議決定さ

れたことで本格的な活動が開始された。しかし、第 1 約束期間（2008 年~2012 年）

における気候変動対策の中味は、従来の企業の自主行動計画と国民への呼びかけが

中心であった。すなわち、森林吸収と京都メカニズムによる国外からの調達による

削減が 5.4%を占めており、根本的な政策転換は盛り込まれなかった（表 3-2）。  
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この状況の中で、2007 年 10 月世界銀行が各国の温暖化対策を評価した結果によ

れば、日本は 70 か国中 62 位で先進国では最下位であった。その理由は、日本は経

済・人口の伸びが低いにも拘わらず、CO2 排出量の伸びが高いことであった（松下

2011, p. 226）。  

その後、2007 年 12 月 COP13（バリ会合）において日本は、2013 年以降の京都議

定書第 2 約束期間の新たな枠組みとして「セクター別アプローチ」を提案した。そ

の背景となったのは、日本経団連（2008）の「ポスト京都議定書における地球温暖

化防止のための国際枠組みに関する提言」であった。この提言の骨子は、全ての主

要排出国の参加の下、エネルギー効率を基に目標設定し、国連が進捗をチェックす

ることであったが、途上国の反発があり、公式には認知されなかった。さらに、2008

年には「地球温暖化対策に関するビジョン（福田ビジョン）」として意欲的な提案を

行ったが、世界に対して明確に日本のメッセージを伝えるには至らず、イニシアチ

ブをとることは出来なかった（松下 2011, p. 197）。  

 

 

   表 3-2 日本政府の「6%削減」(第 1約束期間：2008年～2012年)の内訳   

区分  対策の分野  割り振り  

 

国内での排出削減  

エネルギー起源 CO2 ＋1.3～＋2.3% 
非エネルギー起源 CO2、
CH4、N2O 

－1.5% 

代替フロン等 3 ガス  －1.6% 

森林吸収と国外か

らの調達  

森林の吸収源（国内）  －3.8% 

京都メカニズム  －1.6% 

計  －6.2～－7.2% 

                       気候ネットワーク（2009, p. 94）を基に作成  

 

 

国内の政策についても、2009 年に日本版グリーン・ニューディールが提唱された

が、短期的な経済刺激策の一部としての寄せ集め的な環境対策に留まり、将来への

明確なビジョンは出されていない。個別には、省エネ家電への買い替え促進策とし

てのエコポイント制度も CO2 削減の実効性に疑問がある政策であった（松下 2011, 

p. 230）。  

このように、日本国内で実施されてきた対策の多くは産業界や国民の自主的努力

に依存する内容で、政策的裏付けが不十分である。例えば、政府が奨励しているク

ールビズ、エアコンの温度調整、アイドリングストップなどは、本来こうしたこと
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は個人が自発的に行うべきもので、「政策」とはいい難い。むしろ、税制改革や排出

者負担原則に沿った根本的な社会構造の改革につながる施策の実施こそ政府主導で

行うべきである。  

(3) 米国の対応 

 米国は、京都議定書が米国経済に悪影響を与えること、開発途上国が温室効果ガ

ス削減義務を課しておらず不公平である、との認識があり、この背景として米国の

フロンティア・メンタリティが影響している（松下 2011, p. 62）。  

すなわち、松下（2011, p. 64-69）によれば、「地球環境問題に関して、アメリカは

国内規制が先行し、それが国際規制と適合する場合に国際的なリーダーシップを発

揮する。また、京都議定書から離脱した米国政府も、UNFCCC の枠内にとどまり、

米国内で独自に温室効果ガスの削減（例えば、燃料電池の開発等）に努力している。」

と述べている。  

 このように、米国の温暖化政策は、他国の政策・意図に惑わされずに本質を見据

えて自国の国益に叶った「後悔しない政策」で対応していることが判る。  

(4) 京都議定書不平等条約論の誤り 

一般的には、京都議定書は日本にとって不利な約束になっていると考えられてい

る。松下（2011, p. 176）によれば、「不平等条約であるという言い分には、2 つある。

1 つは、途上国に削減義務がないこと。2 つ目は、先進国の中の削減目標配分が不平

等というものである。」と述べている。松下はこれらに対し、「前者は、UNFCCC の

成立時に『平等だが、差異ある責任原則』が盛り込まれ、それを承知で日本も批准

しており批判する根拠はない。また、『日本の削減目標（1990 年比－6%）は厳しい』

との各国の理解により、特別に森林吸収による削減分 3.8 %が認められた経緯があ

る。これらの条件を承知で批准しており、批判する理由はない。」と指摘している。 

これらのことから、日本は、1997 年の京都会議の議長国であったことを考えれば、

当時その場で、日本の実情を世界各国に良く知ってもらうことの努力が足りなかっ

たのではないか。また、上記のような温暖化問題の国際交渉においては、日本は、

アジアにおいてはリーダー的立場であったと考えられることから、途上国の削減義

務なしで削減目標が決まったことについても、拙速で態度を決定するのでなく、決

定時期を先に延ばしてでも、アジア諸国等との連携により、具体的な削減策の検討

に時間をかけるべきであったと思われる。  

以上のことから、今後、日本としては、先ず国内において実質的に CO2 削減につ

ながる施策について政府による方向を示し、それに沿って産業界が省エネ、省資源

に関する知恵を出すことで CO2 削減の実績を示すことが必要と考える。  
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3.4 まとめと結論 

 

第 3 章では、UNFCCC/京都議定書レジームのこれまでの実績から、特に温暖化対

策の有効性について検討を行った。  

 その結果、UNFCCC/京都議定書レジームの反省点としては、以下の 3 点にまとめ

られる。  

 第一に、構造的問題として、サスカインド（1996）が指摘する条約・議定書アプ

ローチの一般的欠陥（例えば、大国主導や実施の長期化）が支障となっていること

や、「差異ある責任原則」による先進国と途上国間の意識の格差により実効性の低下

につながったことがある。  

 第二は、主旨の違いの問題がある。IPCCC では「気候変動」について、その対象

を人為的及び自然的要因を取り扱うとしているのに対し、UNFCCC/京都議定書レジ

ームでは、人為的温室効果ガスの濃度安定化を最終目的としており、具体的対策が

CO2 削減に偏っている。  

 第三には、実施上の問題として、削減目標の決め方及びその達成方法の問題が挙

げられる。削減目標は一部の先進国のみに義務化され、米国や途上国は含まれない

ことから、世界全体の温室効果ガスの排出量に対し効果は限定的である。また、目

標がトップダウン的に決められ、目標自体が行動の約束ではなく結果重視となって

いること、その達成に経済的措置（京都メカニズム）を導入したこと、などが効果

を発揮しなかった要因として挙げられる。  

 以上のことから、今後の地球温暖化対策には、ハートウエル論文が推奨する「発

想の転換」を行うことが必要である。伊藤（2011）によれば、「気候変動問題におい

て、発想の転換を図るには、原因を問うよりも、社会の脆弱性と回復性に着目した

対応が適当である。すなわち、ある程度の CO2 削減を行ない、社会や生態系の脆弱

性を減らし、また回復性を強め、さらに気候変動に科学的な検討を深めるとともに、

起きる現象をモニターしつつ、起きたことには対策を執ること。」を推奨している。 

今後、温室効果ガス以外の因子も含めた対策を推進するためには、現在の

UNFCCC では限界がある。しかも、サスカインド（1996）が指摘するように、枠組

み条約方式は、新しい知見や状況の変化の取入れが出来ないため、有効性が薄れる

傾向を持つ。そこで、温室効果ガス以外の人為的要因と自然要因を含む、包括的気

候変動条約のような新しい条約、あるいは、UNFCCC の CO2 重視から幅を広げて多

様な温暖化影響因子の取り扱いを可能とする条約改正が必要と思われる。あるいは、

より現実的な対応として、条約の改正には UNFCCC が対象としている「人為的な」

範疇に含まれる「着色エーロゾル」を取り込むことで、比較的無理なく各国の合意

が得られる可能性がある。  
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政治的要因の排除としては、ボトムアップ的手法を取り入れ、セクター別アプロ

ーチなどにより、広く民間のポテンシャルを活用することが考えられる。また、衡

平性の確保については、各国の経済的・技術的基盤の差異に配慮し、一人当たり排

出量または一人当たり GDP を基準とした排出量目標などによる促進的手法を導入

することが考えられる。  

このように、今後の温暖化対策を軌道に乗せるには、UNFCCC/京都議定書レジー

ムについても新しい可能性を検討し、持続可能性を保証しつつ、地球温暖化問題に

対処することが必要であると考える。  

 

 

■ 注 

 

1)  付属書Ⅰ国は、西側先進国とロシア・東欧諸国の計 40 か国と欧州共同体。なお、

付属書Ⅱ国は、OECD（韓国・メキシコ・トルコ及び東欧諸国を除く）の 23 か国

と欧州共同体（西側先進国ともいう）（気候ネットワーク 2009）。  

2) 京都メカニズムは、次の 4 つの仕組みからなる；①共同達成（数値目標を共同で

達成する、先進国間での取り組み）、②共同実施（先進国が削減した排出枠を他

の先進国に移転、又は先進国から獲得すること）、③排出権取引（先進国が割当

量の一部を譲渡できる仕組み）、④クリーン開発メカニズム（途上国が先進国に

協力することで、先進国の数値目標達成を支援すること）。  

3)  ホットエアとは、ロシア・ウクライナ等旧ソ連・東欧諸国において、経済の低

迷・混乱で CO2 が大幅に減り、京都議定書の目標を達成してもさらに余裕があ

ること。それが排出量取引で他国に売られ、その国が国内削減努力を怠ってしま

うことが問題視されている（気候ネットワーク 2009）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 

 

参考文献 

 

EDMC 2013：『エネルギー・経済統計要覧（2013 年版）』日本エネルギー経済研究所 .  

池田寛二 2007：「気候格差の真実」『現代思想』、特集＝温暖化の真実－環境問題の

発見、135 (12), 92-108．  

伊藤公紀 2011：「地球温暖化の向かう先－クライメート事件、原発事故が及ぼす影

響－」『現代化学』2011 年 7 月 , 21-26. 

伊藤公紀、池田清彦 2007：「冷静に温暖化を考える」『現代思想』、特集＝温暖化の

真実－環境問題の発見、135 (12), 64-77．  

伊藤公紀、渡辺正 2008：『地球温暖化論のウソとワナ』KK ベストセラーズ . 

気候ネットワーク 2009：『新版良く分かる地球温暖化問題』中央法規出版 . 

小西雅子 2013：「カタール・ドーハ COP18 COPMOP8 報告」WWF ジャパン , 

http://www.wwf.or.jp/staffblog/2012/11cop18.html, (2015.1.22). 

松下和夫 2011：『地球環境学への旅』文化科学高等研究院（EHESC）出版局．  

日本経団連 2008：「ポスト京都議定書の国際枠組に関する提言－COP14 に向けた産

業界の見解－」 , http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2008/084.html , 

(2014.12.3). 

荻万里絵、高橋優花、田中伶以子 2008：「実行的なポスト京都議定書に向けて－差

異ある責任原則の再検討」『 ISFJ 政策フォーラム 2008 発表論文』ISFJ 日本政策学

生会議 . 

Prince, G., Galiana I., Green C. et al.  2010: “ A New Direction for Climate Policy After the  

Crash of 2009,” The Hartwell Paper, Institute for Science, Innovation and Society, 

University of Oxford and MacKinder Center for the Society of Long -Wave Events, 

London School of Economics.  

日本語訳『2009 年の行き詰まり後の新たな温暖化対策の方向性』2010 年 5 月

http://eprints.lse.ac.uk/27939/3/The_HartwellPaper_Japanese_translation.pdf. 

スペンサー・R・ワート 2005：『温暖化の発見とは何か』増田耕一、熊井ひろ美 (訳)

みすず書房 , 211-217. 

杉山大志 2008：『続これが正しい温暖化対策』エネルギーフォーラム社 . 

サスカインド , L.E. 1996：『環境外交』 ,吉岡庸光（訳） , 日本経済新聞社 . 

高村ゆかり、亀山康子 2005：『地球温暖化交渉の行方』大学図書 . 

 

 

 

 



 

74 

 

第 4 章 セカンドオピニオン 
  

4.1 緒論 

 

これまで、第 1 章～第 3 章において、IPCC 報告の問題点や UNFCCC/京都議定書

レジームにおけるトップダウン的な CO2 削減策の実効性低下が、地球温暖化対策の

行き詰まりにつながっていることを見てきた。  

地球温暖化問題は、非常に複雑であり自然要因、人為的要因など多くの原因が関

係しているため、医療と同様のアプローチが有効であるとされる（伊藤・小川 2011）。

環境科学と医学には類似点が多い。これは単なるアナロジーではなく、一般的に複

雑なシステムが共通な論理に従うためである（カウフマン 1999）。病気の治療にお

けるセカンドオピニオンの重要性が認識されるようになったのと同様に、環境政策

にもセカンドオピニオンは必要である。  

セカンドオピニオンとは、「文字通り、『第二の意見』のことであり、患者がより

良い決断をするために専門的な意見を聞くこと」と定義される（西島 2002）。セカ

ンドオピニオンの考え方は、米国において保険会社の立場から治療コストを抑制す

る目的で始まったとされている。すなわち、ファーストオピニオン（患者が主治医

から聞く第一の意見）に対して別の視点からの意見を求めることであり、情報が増

えることで選択肢が増え、その選択肢の判断において患者が医療に主体的に参加し、

納得いく治療を受けることが出来るとされている（西島 2002）。  

環境問題は、一般的に計測・診断・対策のプロセスを経ることが多いが、地球温

暖化問題では、この全てにおいて従来の知識や経験では足りず、新規な科学や技術

を開発しながらの対応とならざるを得ない。その意味では、地球温暖化あるいは気

候変動の科学は粗い近似の段階にあると考えられる。そこで課題は、この近似度で

得られる結果と、有効な診断や対策との関係について、どう判断するかである。  

地球温暖化対策の中心的役割を担っている気候変動枠組み条約（UNFCCC）は、

これまで地域・局所の気候変動については対応できていない。なぜなら、地域・局

所的な気候変動は、温室効果ガスのみならず、エーロゾル、雲、風雨、土地利用な

ど様々な要因が作用するからである（伊藤・渡辺 2008, p. 88）。  

地球温暖化問題にも西洋的メンタリティ（表 4-1 参照）が影響している。すなわ

ち、トンネルのように狭い視野から結論された現在の気候変動対策論（ファースト

オピニオン）は、原因と考える CO2 を減らせば気温が下がって気候変動も減るとい

う考え（分析的・単純化）で組み立てられているが、実際には、気候変動要因は多

様であり CO2 を減らしても気候変動は減らない（伊藤 2012）。  

これに対し、東洋的メンタリティは関係性に着目し、病気の治療においても広角
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レンズ的に患者の全身状態を見極め、一体的・融合的に身体の抵抗力・回復力の増

強を優先する。このように、地球温暖化対策に関しても、社会・生態系の脆弱性を

減らし、回復力を増すことが有効である。なぜなら、身体や地球気候システムのよ

うに複雑なシステムでは、「原因」が特定できるとは限らないからである。  

 

 

表 4-1 東西メンタリティの特徴 

 メンタリティの特徴  

西洋人  理想重視、一般化、単純化、無矛盾、合理、望遠レンズ的、

直線的変化、文脈・背景無視、分離・調和  

東洋人  現実重視、個別化、複雑、矛盾容認、非合理、広角レンズ的、

曲線的変化、文脈・背景重視、一体・融合  

                          伊藤 (2012)より  

 

 

脆弱性・回復性アプローチに注目する理由は、本論文の第 2 章及び第 3 章で述べ

たように、IPCC の報告内容が温室効果ガス（特に CO2）にウエイトを置きすぎてい

ることや、UNFCCC/京都議定書レジームにおける削減目標の設定に衡平性を欠くこ

となどの問題点があるからである。  

 このような認識のもとに、第 4 章では、IPCC の報告内容と UNFCCC/京都議定書

レジームを中心とした温室効果ガス（特に CO2）削減対策をファーストオピニオン

とみなし、今後の地球暖化問題の解決には新たな展開が必要であると考え、「セカン

ドオピニオン」として、その可能性について論じる。  

 
 
 
4.2 セカンドオピニオンの検討 

 

4.2.1 セカンドオピニオン導出の手順 

 医療における一般的なセカンドオピニオンを得る手順（図 4-1 左）に従って、地

球温暖化対策に対するセカンドオピニオンの導出を行った。  

 手順に従って検討した結果を下記に述べる（図 4-1 右参照）。  
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（医療における手順）            （本稿での手順） 

①目的を明確にする 

    ↓ 

②セカンドオピニオン先を決める 

    ↓ 

③聞きたいことをまとめる 

    ↓ 

④紹介状/診断情報をもらう 

    ↓ 

⑤セカンドオピニオンを聞く 

    ↓ 

⑥主治医と治療法を再検討する 

    ↓ 

⑦治療法（病院）を決める  

 

 

図 4-1 セカンドオピニオンの導出手順 

 

 

4.2.2 ファーストオピニオンの現状 

(1) IPCC の反省 

第 2 章では、IPCC のこれまでの報告から、特に原因についての検討を行った。

「人為的温室効果ガスが地球温暖化の主原因である」とする報告については、現時

点では、むしろ、海流や太陽活動などの自然要因の可能性が高いこと、また、人為

的要因としてもエーロゾルや土地利用などが地域・局所の気候に影響を与えている

ことなどから、この結論を出すには情報が不十分である、と判断した。  

したがって、IPCC からの知見の中で、以下の点を今後のセカンドオピニオンの視

点として取り上げる。  

 地球温暖化は、自然起源要因、人為起源要因など多くの要因がからむ複雑な

現象であるため、IPCC 報告を基に CO2 削減に特化した温暖化対策は実効性

が低い。他の要因（エーロゾルなど）も考慮した対策が必要である。  

 地球温暖化について、大気中の CO2 の平均濃度で判断することは、現象の一

部を捉えているに過ぎない。地球気候システムにおける海流、気流、降雨、

植生などの平面的要素のみならず、大気層、海洋層などにおける 3 次元での

熱移動及び炭素循環などの要素についても考慮する必要がある。  

①行き詰まった温暖化対策に解決策を  

与える 

②文献、ネット情報検索  

 

③「途上国参加」「実効性ある仕組み」をい

かに構築するか 

④「IPCC の反省」「UNFCCC/京都の反省」

（現状のまとめ） 

⑤「過去提案」「ハートウエル論文」「環境合

理性原理」（情報収集） 

⑥文献、ネット情報による有効性確認  

 

⑦デュアルアプローチの提案 

 短中期：脆弱性・回復性アプローチ  

中長期：ライフスタイル変更 
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 地形的要因等により、地域気候変動への影響は大きく異なることから、地球

規模の対策だけでなく、地域的・局所的な対策も考慮する。  

(2) UNFCCC/京都議定書レジームの反省 

第 3 章では、UNFCCC/京都議定書レジームの温暖化対策の有効性について検討を

行った。その結果、政治的要因や制度的欠陥による実効性の低下、先進国と途上国

間における認識の隔たり、経済的措置の偏重などの反省点が見出された。  

従って、以下の事項を今後のセカンドオピニオンの視点として取り上げる。  

 政治的な要因については、政府関係者が IPCC の報告結果に影響を与え、そ

の結果を基に UNFCCC/京都議定書レジームの運用が行われたことが、有益な

結果を生み出せなかった一因と考えられる。このため、今後の対策には、広

く民間のポテンシャル（技術的、制度的両面）の活用を考慮することが重要

である。  

 制度的には、トップダウン的にキャップ（排出枠）を被せて排出削減目標を

設定したこと、及び先進国だけに義務が課されたことの弊害が大きい。この

ため、ボトムアップ的手法や各国の経済的・技術的基盤の差異に配慮した促

進的手法を導入する。  

 先進国と途上国の位置づけは変化しているため、UNFCCC/京都議定書レジー

ムが成立した 1990 年代とは大きく異なっており、今後の対策には途上国の参

加が必須である。そのため、先進国が保有する人的資源を活用し、途上国の

基盤強化と人材育成において先進国が指導力を発揮することが必要である。  

 京都メカニズムはうまく機能しなかったとの評価（グラブら 2000）や、クリ

ーン開発メカニズム（CDM）は地球全体での CO2排出を増やす可能性があり、

IPCC の主旨と違う（松井 2004）との指摘がある。その原因は、京都メカニズ

ム導入の動機が各国の利益優先の行動にあったと考えられる。今後は、各国

がお互いに win-win の関係で協調的に目的を達する方向が求められ、「持続可

能な開発」のためには、途上国への経済的支援とともに技術的支援が重要と

考える。  

 

4.2.3 セカンドオピニオンの情報収集 

(1) 過去提案に学ぶ  

 これまでの地球温暖化対策は、先進国による行動が主体であったため、京都議定

書の採択当時からその有効性が疑問視されていた（グラブら 2000）。そのため、第 2

約束期間において京都議定書を改善するための検討が、2005 年の京都議定書発効後

すぐに開始され、2012 年 COP18（カタール・ドーハ会合）で京都議定書第１約束期
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間の延長という形で決着するまで多くの提案が出された。それらの提案は、高村・

亀山（2005）により、詳しく報告されている。ここでは詳細な説明は省くが、表 4-

2 において、特に今後の地球温暖化対策に活用可能と思われる対策案（＊印）につ

いて、以下にその概要を記述する（表中＊以外の提案の概要は章末の注 1)に示す）。  

        

表 4-2 気候変動問題に関する枠組み提案 

分類  提案例 

排出量削減目標

設定あり 

 マルチ・ステージ・アプローチ ---＊  

 ブラジル提案 

 セクター別アプローチ ---＊  

 セクター別 CDM 

排出量削減目標

設定なし 

 持続可能な発展政策措置---＊  

 収縮・収斂提案  

 セイフティバルブ提案  

 炭素集約度目標提案  

 排出基準・効率基準提案  

 ２トラック・アプローチ  

 技術基金創設提案 

 国際炭素税提案  

高村・亀山(2005）に基づき作成 

 

【マルチ・ステージ・アプローチ】  

 この提案は、排出削減義務国を次第に拡大し、時間の経過とともに段階的にその

義務を強化していくアプローチである。途上国を含むすべての国が能力と責任に応

じた排出削減対策に参加し、その能力に応じて段階的にステージ・アップすること

で、削減負担の衡平な配分が可能となる。そのため、温室効果ガス排出削減の枠組

みへの参加が容易である。  

【セクター別アプローチ】  

この案は、国内の排出量をセクター別に集計し、各セクターの排出量合計を基に

国としての削減目標値を決める方式である。提出された各国目標値は全世界で集計

され、その合計値を将来の目標排出量に収斂させることが特徴である。  

具体的には、3 つのセクター（発電、産業、民生）や 7 部門（発電、産業、家庭、

交通、サービス、農業、廃棄物）で集計する案が提案されている。また、この案は

ボトムアップ・アプローチであり、トップダウン・アプローチに比べ、より各国の

国内事情を反映した対応が可能となる。  

日本では、日本経団連が、以前から「セクター別アプローチ」の推進を行ってき

ているが、その主旨は「国境を越えた業種ごとのセクターでエネルギー効率基準な
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どを設定し、途上国に実質的な排出削減を求めること」とされている（松下 2011）。  

2013 年 11 月にポーランドで行われた COP19 会合におけるダーバン・プラットフ

ォーム特別作業部会（Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced 

Action: ADP）では、セクター別対策や多国間環境条約の活用など、これまでの締約

国会議（COP）とは異なるボトムアップ的対策が提案されている（福田 2014）。日本

においても、鉄鋼業界ではコークス乾式消火法 2)の開発により、大幅なエネルギー

削減と CO2 削減を実現している（斉間 2013）。このようなセクター別の活動に対し

ては各国からも賛同があり、今後の地球温暖化対策として有効であると考える。  
【持続可能な発展措置】  
 この案は、UNFCCC 第 3 条 4「締約国は、持続可能な発展を促進する権利及び責

任を有する。政策・措置は、各締約国の個別の事情に適合したものとして、開発計

画に組み入れるべき」との規定を受けて提案されたものである。途上国にとっては

経済的な基盤整備が可能となることで、気候変動対策に取り組む意欲が高まり、効

果も増大するとの考えに基づいた案である。その長所は下記の通りである。  

 「温室効果ガスの削減」ではなく「政策・措置の導入」が義務となることか

ら、各国の政策事情を反映させることが可能であるため、途上国に受け入れ

られやすい。  

 途上国が可能な政策から実施することが出来るため、長期的な観点からは持

続可能な発展へ寄与する。  

(2) ハートウエル論文からのアプローチ 

 ハートウエル論文（Prince et al. 2010）は、UNFCCC/京都議定書レジームの行き詰

まり打開のために提案された。論文作成には 2 つの契機があった。一つは、2009 年

末の COP15（デンマーク・コペンハーゲン会合）の結果、途上国を含む温室効果ガ

ス削減の枠組みへの合意が不調に終わったことである。もう一つは、2009 年 11 月

に、英国イーストアングリア大学の気候研究ユニットから流出した 1,000 通を超え

る私的な電子メールによって、科学者達が反対意見を持つ者の信用を失墜させる行

為を行っていた可能性が示唆されたことである（深井 2011, p. 4）。  

ハートウエル論文では、1997 年の京都議定書の採択以来、生物多様性の喪失、不

平等な経済開発、熱帯林の劣化、貿易の制限、先住民の権利の侵害、知的財産権な

ど、世界が抱える多くの問題がもつれ、「気候変動政治」とも言うべき、解きほぐす

ことが困難な状況が生じている、と指摘している。  

また、この論文では、状況の打開策として気候変動政策とエネルギー政策を切り

離し、「政治的・実際的に魅力ある目標を達成するうちに脱炭素社会が実現される。」

という『逆転した発想』に基づくアプローチを採用することを示唆している。  

(3) 環境合理性原理からのアプローチ 
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 これまでの温暖化対策は、原因究明が不十分な状況の下で、具体的な対策として

「CO2 削減」に的を絞りすぎたことがある。今後の温暖化対策は、「人為的温室効果

ガスが主因である」との狭い視野から離脱し、「新たな地球温暖化対策」を考える必

要がある。そのために、参考となるのが「環境合理性原理」である。  

松井（2002, p. 62-63）によれば、「地球温暖化問題の解決には、新しい価値観の形

成が必要であり、規範となるのが Tyler, M. Jr. の提唱する『環境合理性原理』であ

る。」としている。「環境合理性原理」は、1992 年に開催された地球サミットにおけ

る「環境と開発に関するリオ宣言」を基に、地球環境倫理を基礎とした考え方を整

理したものである。「環境倫理」は、人間が他の生物との関係において自らを律する

ことが核心であり、それらの地球上の生存を保証するために、人間がどれだけ譲歩

するかということを示すことである（松井 2002, p. 70）。  

この問題について、増田（2011）は、「地球温暖化対策を中核として政策を構築し

ようとすると、未来の被害と現在の対策費用とをどう比較するかという世代間倫理

の問題にぶつかり、軽減策の費用を工業先進国と途上国でどう分担するのが公平か

という難問にぶつかる。」と述べており、複雑な要因が絡む地球温暖化問題の対応に

は倫理的配慮が欠かせない。  

そこで、本稿では「環境合理性原理」は、地球温暖化問題を原点から見直すため

の規範と考え、松井（2002, p. 89-94）が示す 3 つの法則群（物理法則群、生物生態

系法則群、社会経済法則群）から、地球温暖化対策へのセカンドオピニオンとして

活用すべき要件について検討を行い、短期的・中長期的な対応策を提案した（表 4-

3）。  
表 4-3 セカンドオピニオンの検討例 

 

法則群 個別法則 温暖化対策への活用項目 セカンドオピニオン提案＊ 

物理法
則群  

物質・エネル 
ギー保存則 

省エネルギー、エクセ
ルギー 

石炭火力発電効率改善(4.3.1) 
原子力発電の再評価(4.3.1) 

生物生態 
系法則群 

生 物 種 生 存
許容則 

生物多様性、土地植生、
地球気候システム 

生物多様性条約改定(4.3.2-2) 

 
 
 
社会経
済法則
群  

 
ラ イ フ ス タ
イルの変更 

持続可能性、汚染予防、
ボトムアップアプローチ  

マネジメントシステムの実践(4.3.3
-3) 

貧困撲滅、経済的支援  脆弱性・回復性アプローチ(4.3.1) 
 
法的措置 

国際条約の制改訂、国
内規制 

UNFCCC 改正(4.3.2-1) 
長距離越境大気汚染条約(4.3.2-2) 

 
自主制度措
置  

業界ガイドライン、標
準化、認証制度、技術輸
出  

レスポンシブルケア(4.3.3.-1) 
プロダクトスチュワードシップ(4.3.3-2)  
標準化・認証制度(4.3.3-3) 
技術支援(4.3.3-4) 

                                                   松井 (2002)を参考に作成  
＊本稿での提案項目、（）内は以下の説明項目番号に対応。  
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4.3 セカンドオピニオンの提案 

  

ファーストオピニオンの欠点を解消し、CO2 削減に対策を絞ることなく、ハート

ウエル論文による「逆転の発想」や、松井（2002）の主張する「環境合理性原理」

の考えを取り入れた地球温暖化対策をセカンドオピニオンとして提案する。  

提案にあたり、高村・亀山（2005）が報告している以下の 4 点の地球温暖化問題

の構造と特質についても考慮した。  

 温暖化問題の影響は甚大で不可逆的な性格を持つ。  

 温暖化問題は、対策費用の負担配分を難しくする原因と結果の構造を有する。 

 温暖化の原因への寄与度と影響を被る程度は、国によって大きく異なる。一

人あたり CO2 排出量が大きく異なり、問題対処能力も国家間で異なる。  

 温暖化問題は、産業、サービス、運輸、家庭、農業など、すべての経済・社会

活動に関わり、特に、エネルギーと密接な関係があることから、経済・社会

の根本的転換なしには解決し得ないことを意味する。  

このように、地球温暖化問題は種々の要因が関与しており、極めて複雑な問題と

いえるが、現状では CO2 以外は十分に観測され、検討されたとは言えない状況にあ

る。したがって、上述したように、アプローチを大きく変える必要がある。  

地球温暖化の原因は、主に自然要因と考えられることを述べたが、化石燃料消費

を減らすことや、森林を復活させることは、温暖化対策の軽減策になろうがなるま

いが、持続可能性の観点から推進すべきである（増田 2011）との考えは、「後悔しな

い政策 3)」につながるものであり、今後の地球温暖化対策にも取り入れる必要があ

る。  

そのためには、温室効果ガス（特に CO2）の濃度安定化、という狭い範囲にとら

われず、途上国並びに先進国の双方が利益を享受でき、「結果
・ ・

と
・

して
・ ・

温室効果ガスの

削減も可能となる方策」を提案するため、以下のとおり具体的に検討を行った。  

 

4.3.1 脆弱性・回復性アプローチ  

上述のとおり、地球温暖化問題の構造と特質を考慮すれば、表 4-3 の社会経済法

則群に含まれるライフスタイルの変更が必要なことが示唆される。したがって、今

後の温暖化対策として、短期的には地域・局所の脆弱性・回復性に着目し、中長期

的にはライフスタイルの変更により持続可能な開発を可能とする社会への移行を目

指すデュアルアプローチ（伊藤・渡辺 2008）が適当である。  

 脆弱性・回復性アプローチでは、多様性が重要な概念となる。このため、CO2 濃

度のような単一指標を政策機軸とするのは危険であり、地球平均気温のような平均

的指標の変動に注目するよりも、地域・局所の変動を重視する。これは我々の生活
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に直結するのは局所レベルの変動であるからだ。しかし、このようなミクロの気候

変動はまず予測できないため、政策は社会の脆弱性や回復性に着目した方式となる

（伊藤 2009）。  

このような考え方を推進するには、気候変動に影響する複数の因子の考慮が必要

となる。例えば、先進国は長期的な CO2 削減を目指し、途上国は健康被害も大きい

大気汚染（PM2.5、着色エーロゾル等）の削減を目指すことが 1 つの案として考えら

れる。これには先進国による支援が必要であり、例えば、中国の弱点であるエネル

ギー問題と石炭火力発電による環境汚染の回復のためには、日本の高度な石炭火力

発電技術を活用することで、多くのメリットが期待される。  

また、ハートウエル論文において、脆弱性・回復性の例として挙げられている「万

人へのエネルギーアクセス」（すなわち、世界で 15 億人の電気のない生活者への対

応）のためには、エネルギー問題と地球温暖化対策の関係について誤りのない政策

実現が必要である。  

 

4.3.2 法規制的アプローチ 

(1) UNFCCC 条約の改正の可能性 

UNFCCC の主旨が「気候変動を憂慮し」である以上、CO2 削減が気候変動の抑制

につながるかどうかを見なければならない。しかし、第 2 章で示したように、気候

変動（特に地域的・局所的気候変動）の要因とその影響は、多種多様である。例え

ば、地域・局所の気候に大きな影響を持つ土地利用も重要である（Cotton and Pielke 

1995；Stone 2009）。前述したように、キリマンジャロ山の氷河が周辺の森林伐採に

よって衰退している可能性があり、このような土地利用問題を解決する手段として

は、CO2 削減ではなく森林の回復が適当である（Stone 2009）。また、中国では、大

気汚染が大きな問題である。これは石炭燃焼から発生するエーロゾル、PM2.5 等が自

然の浄化能力を超え、生活環境に過剰に蓄積していることが原因である。対策とし

ては、全球的な CO2 削減は殆ど役に立たないため、速やかに地域に即効性のある対

策が必要であり、原因（石炭燃焼）に直接的に効力を発揮する対策の実施が有効で

ある。  

このような目的のため、温室効果ガス以外の因子を取り込むには、UNFCCC 自身

に限界があるため、現状の UNFCCC の改訂を検討することが必要である。   

(2) 長距離越境大気汚染条約と生物多様性条約が持つ可能性  

現時点で着色エアロゾル等の大気汚染物質を直接扱い得る条約に、1979 年に制定

された長距離越境大気汚染条約（ Convention on Long-range Trans-boundary Air 

Pollution: CLRTAP）がある。8 つの議定書を持つこの条約が対象としているのは主

として健康影響であるが、温室効果ガスでもある大気汚染物質のオゾンなどは既に

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-us&field-author=William%20R.%20Cotton
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-us&field-author=Roger%20A.%20Pielke


 

83 

 

対象となっている（United Nations Economic Commission for Europe 2004; United 

Nations 2005）。その点では、CLRTAP は環境条約として UNFCCC よりも包括的な

性格を持つ。これは CLRTAP が採用する多汚染物質戦略のためである。1998 年の残

留有機汚染物質（Persistent Organic Pollutants: POPs）議定書では、ディーゼル車や火

力発電から生成するススも考慮されている。従って、CLRTAP の旧議定書でオゾン

などの温室効果ガスを扱うとともに、CLRTAP の新しい（9 つ目の）議定書、あるい

は POPs 議定書の改訂により、着色エーロゾル等の大気汚染物質による気候影響を

対象にできる可能性がある。  

同様な検討は、他の気候変動要因、例えば土地利用に対しても可能である。生物

多様性条約（http://www.unep-wcmc.org/Climate/）では、気候変動と生物多様性との

関係を重視しており、森林を初めとする生物多様性の管理が気候変動緩和に役立つ

ことが認識されている。従って、土地利用と気候の相互作用（Stone 2009）に関して、

UNFCCC 側からではなく、生物多様性条約の側から見ることによって、有効な方策

を得ることも考えられる。   

 

4.3.3 自主的制度措置 

 温暖化抑制対策として、これまでに提案されている制度案（前出表 4-2 参照）は、

いずれも UNFCCC 条約の目的に沿った「人為的温室効果ガスの濃度安定化」という

狭い範囲で検討されてきた。そのため、これまでの対策はトップダウン的であり、

温室効果ガスの排出枠割当と目標達成期限を急ぎすぎたことの反省がある。また、

これまでの UNFCCC/京都議定書レジームにおける対策は、国家の代表によって主

導されてきた。そのため、対策の決定には国益や政治的影響が強く表われていた。  

今後、途上国も含めた新たな枠組みの実現には、ライフスタイルの変更も考慮に

入れた新たな視点からの方策が求められる。この観点からは、自主的制度が望まし

い。なぜなら、途上国の経済的・技術的基盤はそれぞれ異なっているため、自主的

制度の採用により可能な施策から始め、順次範囲を広げレベルを上げることで、新

枠組みへの各国の参加が容易となるからである。  

本稿で提案する「新たな温暖化対策 4)」は、ハートウエル論文が提唱する「逆転

の発想」を取り入れ、幅広い観点から提案するものである。そのため、自主的制度

の成功例として、レシポンシブル・ケア 5)、プロダクトス・チュワードシップ 6)、標

準化による認証制度及び技術輸出について検討を行った結果を以下に示す。  

(1) レスポンシブル・ケア 

化学業界が自主的に行っている「レスポンシブル・ケア（Responsible Care: RC）」
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活動は、1985 年にカナダで開始された活動であり、日本化学工業協会によれば、2010

年 10 月現在、世界 54 の国・地域で実施されている。筆者が日本化学工業協会のメ

ンバーとしてレスポンシブル・ケア活動の立ち上げに参加した経験によれば、日本

の化学業界は、他の国々に先駆けて 1995 年に日本レスポンシブル・ケア協議会を設

立し、それ以来、業界挙げて活動を行っている。  

レスポンシブル・ケア活動は、他の業界には見られないユニークな取り組みとし

て、国際的にも注目されているが、その主旨は、「事業者が環境・安全・健康を維持

するために、社会に対して責任を果たすには、法・条例の順守だけでなく、事業者

自身による自主的な管理が必須である」ということである。この活動の背景には

1980～1990 年代に、市場に提供される化学製品の量的拡大や用途の多様化並びに社

会・利用者による環境・安全への関心の高まりがあった。  

日本におけるレスポンシブル・ケア活動は、下記の 6 つのカテゴリーについて活

動が行われており、2010 年現在 94 社が加盟している。  

環境安全／保安防災／労働安全衛生／化学品・製品安全／物流安全／  

コミュニケーション（成果の公表・社会との対話）  

 

具体的な企業の活動事例としては、レスポンシブル・ケア協議会の主要メンバー

である住友化学(株)がホームページで下記のように公表している（住友化学 HP）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) プロダクト・スチュワードシップ 

プロダクト・スチュワードシップとは、国際的な化学物質管理活動の 1 つで、世

界の主要な国・地域において様々な取り組みが行われている。その活動の始まりは、

2002 年開催の「持続可能な開発に関する世界首脳会議（ヨハネスブルグ）」におい

て、「リスク評価、管理手法を用いて、化学品が、ヒト健康と環境にもたらす悪影響

を最小化する方法で、使用、生産されることを 2020 年までに達成することを目指

 住友化学は、国内外のすべての事業所において「レスポンシブル・ケ
ア（RC）」を経営の最も重要な柱の 1 つと位置付け、PDCA7)サイク
ルを回しながら、グローバルに展開を行っている。  

 「エコファースト」の取り組みでは、年間 1 トン以上製造あるいは
販売している全製品の安全性情報の再評価（2016 年まで）とリスク
評価（2020 年まで）を実施する。 

 地球温暖化防止のため、全工場のエネルギー消費原単位を 2015 年
までに 1990 年度比 25%の改善をする。 

 環境に配慮した製品（クリーンプロダクト）と環境への負荷を可能な
限り抑える製造プロセス（グリーンプロセス）の追求を実施する。  

 社内に「レスポンシブル・ケア委員会」を設置し、レスポンシブル・
ケア「監査」を実施する。  
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す」との基本方針が採択されたことによる（日本化学工業協会 HP）。  

 
[1]マネジメントシステム構築 

      （方針作成、リーダーシップ） 
[2]計画 

      （目標、計画、組織・体制） 
[3]リスクアセスメント 

（情報収集、ハザード判定） 
      （暴露評価、リスク判定） 

[4]リスク管理 
      （リスク管理プロセスフロー） 

（化学品への対応） 
[5]コミュニケーション 

      （リスクコミュニケーション） 
      （情報公開） 

[6]モニタリング 
      （点検・監視、監査） 

[7]レビュー 
      （経営者見直し、継続改善） 

日本化学工業協会 HP を基に作成  

    図 4-2 プロダクト・スチュワードシップガイダンス 

 

日本化学工業協会は、この活動を、サプライチェーン全体で実施するため、2012

年に「プロダクト・スチュワードシップガイダンス」を制定し、このガイダンス

に盛り込まれたマネジメントシステム（図 4-2）を活用して、PDCA サイクルを

利用した継続的改善活動を会員各企業に奨励している。  

ガイダンスの中心をなす、PDCA サイクルは、一般的にボトムアップ活動につ

いて広く適用が可能である。すなわち、活動主体の能力、経済的基盤、組織規模

などの違いに応じて、色々な段階から取り組みをスタートさせることが出来る。

この意味からも、今後、途上国において基盤整備を含めた国際的な温暖化対策に

有効であると考える。  

(3) 標準化における認証制度 

国際標準化機構（International Organization for Standardization: ISO）が制定した ISO

規格を用いた第三者による認証制度は、上記のレスポンシブル・ケアやプロダクト・

スチュワードシップの活動と同様、世界各国で業界を問わず実施されている。  

工業規格を用いた「標準化」は、欧州で誕生し、民間の自助と主体性の下に運営

されてきた。標準化において規格 8)に適合することを証明するのが「認証」である

（小野寺 1995）。  

「認証」は、1987 年に「もの : hard」ではない「システム : soft」に関する規格とし

て、初めて品質マネジメントシステム国際規格（ ISO9000 シリーズ）が発行された

ことで、それ以来、第三者としての認証機関によりマネジメントシステムスタンダ

Plan 

Do 

Check 

Act 
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ードに基づく外部認証が行われている。  

 1996 年 9 月には、環境マネジメントシステム国際規格（ ISO14000 シリーズ）が

発行された。この規格は、組織（企業、事業者等）が、その活動・製品及びサービ

スに伴って生じる環境への影響を継続的に改善するためのシステムを構築し、

PDCA サイクルにより、システムを運用することを要求している。組織が ISO14001

規格に基づく環境マネジメントシステムを構築したことを社会に表明するには、自

己宣言を行うか、第三者認証機関による認証（審査登録ともいう）を受ける方法が

ある。第三者認証機関は、審査を行い組織が規格に適合している場合には、登録証

書（認証書ともいう）を発行する。これが ISO 規格に基づいた認証制度（以下「ISO

認証制度」と呼ぶ）の概要である。  

ISO 認証制度を採用することにより、温室効果ガス（特に CO2）削減に重点を置

いた行動から、種々の環境パフォーマンスの向上を目指す組織的マネジメント行動

への転換が可能となる。すなわち、ISO 認証制度の実施により、温室効果ガスの削

減のみでなく、事業活動から生じる大気汚染、水質汚濁、廃棄物排出等の環境負荷

の削減を事業者の自発的活動として実行することが可能となる。  

この主旨に沿った仕組みをセカンドオピニオンとして提案することで、途上国に

受け入れられ易い仕組みを構築できる可能性がある。すなわち、UNFCCC 締約国会

議（Conference of Parties: COP）で検討されている 2020 年以降の温室効果ガス削減

の新たな枠組みに活用の可能性がある。  

(4) 技術的支援 

表 4-3 に示したセカンドオピニオンのオプションから技術的支援についての可能

性を検討した結果を以下に示す。  

望ましい環境政策として、当事者が互いに利益を得る Win-Win 政策は重要である。

環境政策の策定においては、その過程で大きな柔軟性を要求されるが、実質的に機

能する制度は、観点・戦略の多様性から生まれてくると考える。ここでは、特に、

中国の石炭火力発電に着目し、CO2 削減と大気汚染（着色エーロゾルを含む）削減

の観点を組み合わせると、適当な Win-Win 政策を形成することができることを示す。 

中国では、電力の 7～8 割を依存している石炭火力発電から SOx、NOx、煤塵、水

銀などが排出され、健康被害の原因となっており、呼吸器障害で年間数十万人の生

命が失われている（伊藤 2010）。  

このような状況に対して、日本の石炭火力発電技術（クリーンコールテクノロジ

ー : CCT）を活用して、環境汚染の軽減、健康被害の低減並びに温室効果ガス削減を

同時に実現することで世界に貢献することができる。  

日本は、早くから石炭火力発電の効率改善と環境対策に取り組み、世界トップレ

ベルの技術を保有（谷 2007；橘川 2009）しており、日本の発電効率は、中国・イン
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ドなど、他の国における平均的な熱効率（31~35%）に比べて高い実績を挙げている

（電源開発 2011）。例えば、石炭ガス化複合発電（ Integrated Coal Gasification Combined 

Cycle : IGCC）により、高効率（約 53%）かつ環境負荷を低減させたクリーンな技術

が開発されている（環境省・経済産業省 2013）。このような高度な技術により、発

電効率及び温室効果ガス排出量ともに、現状より約 20%の改善が期待される（谷

2007）。また、日本の技術は発電効率だけでなく、種々の環境影響を低減する総合技

術に仕上げられており、石炭の採鉱から選炭、輸送、微粉炭化、石炭ガス化、複合

燃焼、排ガス除去、温排水対策、プラント制御、技術者養成などハード&ソフト両面

で技術供与が可能である。  

したがって、日本からの技術導入によって着色エーロゾル等の大気汚染物質を大

幅に削減できれば、中国には次のような利点が生まれる。①地球温暖化に対する影

響を減らせる、②大気汚染による地域的健康被害が解消できる、③石炭資源の節約

とエネルギー供給の安定化が確保できる。  

このように、石炭等の化石燃料からの大気汚染物質の削減は、中国のみならず、

インド、インドネシアなど、石炭火力発電に電力供給の多くを依存している国に対

しても有益であり、日本の高度な技術を提供することで、一石二鳥にも三鳥にもな

る可能性がある。  

また、電力供給の確保並びに温暖化対策の面からは、中国・インドなど途上国で

は原子力発電の増強を計画しており、この点においても、日本の技術・経験を活用

することが考えられる。しかし、原子力発電には石炭火力発電とは次元の異なる問

題（放射能による超長期的な健康問題等）が包含されており、どのようなエネルギ

ー政策を選択するかは、重要な問題である。  

 以上のとおり、中国を初めとする途上国に日本の高い発電技術を海外支援するこ

とにより、エネルギー供給と環境問題を同時に解決する Win-Win 政策を組める可能

性がある。  

 

4.3.4 デュアルアプローチ 

セカンドオピニオンについて、種々の観点から検討した結果、地球温暖化対策の

ような複雑な問題への対応には、その脆弱な部分に手当てし、また回復性を増す施

策として脆弱性・回復性アプローチが適切と考える。  

脆弱な部分としては、特に、中国におけるエネルギー問題と環境汚染問題を取り

上げ、その回復策として日本の石炭火力発電技術を海外に提供することで、問題解

決と温暖化対策が同時に解決される可能性がある。  

 また、中長期的にはライフスタイルの変更を含む、自主的制度の推進による社会

基盤の整備が必要であり、そのためには、マネジメントシステムの実践が有効であ
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る。  

以上のとおり、行き詰った温暖化対策を適正な軌道に戻すためには、「脆弱性・回

復性アプローチ」と「中長期的なライフスタイルの変更を含む自主的制度の推進」

を組み合わせることでデュアルアプローチ（2 つの政策の並行実施）による対応が

必要であることを「セカンドオピニオン」として提案した。  

 

4.4 まとめと結論 

 

第 4 章では、IPCC 報告及び UNFCCC/京都議定書レジーム（ファーストオピニオ

ン）の問題点を解決するため、医療とのアナロジーから「セカンドオピニオン」の

必要性を論じた。今後の途上国による CO2 排出量増大を考慮すれば、将来の枠組み

には途上国の参加が必須であることに加えて、実質的に排出削減に参加する国を最

大限に確保することが重要である。そのためには柔軟な発想により、全地球的な対

策だけでなく、地域的・局所的な対応も可能とする施策が必要である。  

 したがって、温暖化対策の立案においては、原点に立ち返り「ハートウエル論文」

並びに「環境合理性原理」からの発想や、過去に検討された 12 項目の温暖化対策の

枠組み案について考察し、「新たな地球温暖化対策」の必要性について論じた。例え

ば、セクター別アプローチは、日本の主導で具体的な検討が行われており、今後の

温暖化対策の一つとして効果が期待されている。  

 検討の結果から、地球温暖化問題の構造と特質についても考慮し、デュアルアプ

ローチ手法を提案した。すなわち、地域的・局所的な状況に対しては脆弱性・回復

性アプローチで対応し、中長期的には、ライフスタイルの変更や社会構造の遷移を

促す対策を組み合わせることで、効果的な対応が生まれることを提案した。  

 具体的には、地球温暖化問題と関係の深いエネルギー問題を取り上げ、一つは中

国の大気汚染問題と温暖化問題の双方に効果のある方策として、民間ベースでの石

炭火力発電技術供与による Win-Win 政策を提案した。もう一つは、将来のエネルギ

ー供給において重要な位置を占める原子力発電の政策選択が重要であることを述べ

た。  

中長期的には、持続可能な開発のため、途上国の経済的・技術的な基盤整備が必

要であり、そのための手段として「自主的制度の推進」を提案した。自主制度の具

体化においては、制度構築に時間を費やすことなく、すでに社会活動の中に定着し

ている制度の活用が効果的であことから、民間主導で実施されている 3 つの制度（レ

シポンシブル・ケア、プロダクト・スチュワードシップ、 ISO 認証制度）について

検討した。  

このうち ISO 認証制度は、ボランタリーな仕組みとして途上国を含む世界各国で
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広く実施されていることから、この制度の採用により CO2 削減の単一指標による対

応から脱却し、種々の環境負荷の削減を実現する行動への転換が可能となることを

提案した。  

地球温暖化問題とエネルギー問題に関する具体的な提案内容は第 5 章で述べる。

また、地球温暖化対策への ISO 認証制度活用について具体的に検討した結果は、第

Ⅱ部（第 6 章、第 7 章）で述べる。  

 

 

■ 注 

 

1) 表 4-2（気候変動問題に関する枠組み提案）の補足説明（高村・亀山 2005）  

a) ブラジル提案：付属書Ⅰ国のみが数値義務（1990 年比 30% 削減）を負う。  

b) セクター別 CDM：途上国がセクター単位で CDM (Clean Development 

Mechanism) を一定量受け入れる義務。  

c) 収縮・収斂提案：CO2 の安定化濃度目標を基に総排出量を決め、一人当たり

排出量で国家排出枠を決める。  

d) セイフティバルブ提案：排出量取引制度の排出枠価格に上限を設定。  

e) 炭素集約度目標提案：排出総量ではなく、国の炭素集約度改善を目標とする。  

f) 排出基準・効率基準提案：国際的に基準を統一、調和させる。  

g) ２トラック・アプローチ：絶対排出量削減・抑制目標か、特定の政策・措置

をとるか、いずれかを国が選択する。  

h) 技術基金創設提案：参加国が基金を拠出し、民間主体で技術開発資金を供与。  

i) 国際炭素税提案：一律の炭素税を各国が導入する。  

2) コークス乾式消火法（CDQ: Coke Dry Quenching）：コークスは、コークス炉内で

乾留された後、炉外に押し出されるが、900℃以上と高温であるため、従来は水

で消火していた。乾式法では水の代わりに窒素ガス流で冷却し、その後、熱せら

れた窒素ガスをボイラーに送り蒸気を製造するプロセスである。  

3) 「後悔しない政策」とは、仮に温暖化などの現象が起こらない場合でも後悔しな

い（いずれにしても無駄にならない）範囲の対策のみを行う政策（気候ネットワ

ーク 2009）。  

4)「新たな地球温暖化対策」は、ハートウエル論文の「逆転の発想」を受けて、温

室効果ガス（特に CO2）の排出削減に特化するのではなく、途上国、先進国の区

別なく、各国の事情に応じて、できる範囲から「自主的な温暖化対策」を開始し、

継続実行することにより、結果的に温室効果ガス（特に CO2）の排出削減を実現

する取り組みとして、本稿で提案する考えを意味する。  
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5) レスポンシブル・ケア（RC）とは、製品の全サイクルにわたって「安全・環境・

健康・品質」を確保し、対話を通じて社会からの信頼を深めていく事業者の自主

活動である（住友化学 HP）。  

6) プロダクト・スチュワードシップとは、製品の開発から廃棄に至る全ライフサイ

クルにわたり、環境・ヒト健康・安全の確保に配慮する活動（日本化学工業協会

HP）。  

7)  PDCA サイクル：企業がレスポンシブル・ケア活動を行うにあたって、継続的

改善を図るための 1 つのモデルとして、Plan（計画）、Do（実施）、Check（検証）、

Act（改善）のサイクルの適用が推奨される（住友化学 HP）。  

8) 規格とは、公に入手できる技術的な仕様書またはその他の文書であって、科学、

技術及び経験から統合された結果に基づいて、影響を受けるすべての関係者の

協力とコンセンサスあるいは全面的な承認のもとに作成され、最適な社会的便

益の促進を目指し、そして国内、地域的あるいは国際的なレベルで認知された機

関によって承認されたもの（小野寺 1995）。 
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第 5 章 地球温暖化対策とエネルギー問題 

 

5.1 緒論 

 

第 5 章では、第 4 章においてセカンドオピニオンの検討例（表 4-3）として取り

上げた石炭火力発電及び原子力発電について、エネルギー問題と地球温暖化対策と

の関わりを考察し、今後の政策の方向性について論ずる。  

石炭火力発電と原子力発電は、いずれも地球温暖化問題と密接な関係がある。例

えば、IPCC では、2030 年時点でのエネルギー供給における CO2 削減対策として「石

炭からガスへの燃料転換及び原子力発電の推進」が取り上げられている（ IPCC 第 4

次報告書・政策Ⅲ2007）。このように、地球温暖化問題の議論においては、石炭火力

発電を減らし原子力発電を伸ばす方向が推奨されている（伊藤 2011c）。  

そこで、第 5 章では、図 5-1 に示すように「気候変動問題とエネルギー政策の重

なりが強すぎると観点と戦略の多様性が失われる」（伊藤 2010b）との考えから、電

力供給機能と温暖化対策への寄与を切り離し、新たな視点からセカンドオピニオン

として政策提言を行うこととした。  

 

 

 
           

        図 5-1 気候変動とエネルギー問題との関係 

 

【石炭火力発電】  

石炭火力発電は、地球温暖化問題においては CO2 排出の最大の発生源として扱わ

伊藤（2010b）より 
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れ、米国では石炭火力発電の禁止、あるいは縮小の措置がとられた例がある（ブラ

ウン 2008）。また、UNFCCC 締約国会議 COP20（リマ会合）において「石炭は汚い

化石燃料（Stop funding dirty energy）」とのスローガンとともに、日本が不名誉な“化

石賞”を受けたと報じられている（気候ネットワーク 2014）。  

しかし、2011 年 3 月の福島原発事故を契機に、原子力発電の代替電力供給源とし

て、日本各地で大型石炭火力発電所の新設あるいは更新が行われている（東京電力

2013）。このことは、これまで長い間、温暖化対策の陰に隠れていた石炭火力発電技

術に対し、ようやくそのエネルギー供給面での価値を再評価する動きが出てきたと

いえる。  

日本は、早くから石炭火力発電の効率改善と環境対策に取り組み、世界トップレ

ベルの技術を保有している（渡邊 2012；茂木 2012）。例えば、石炭ガス化複合発電

（Integrated Coal Gasification Combined Cycle :  IGCC）のような、高度なクリーンコ

ールテクノロジー（Clean Coal Technology: CCT）が開発されている（野村ら 2004）。

IGCC は、実証試験が終了し、2013 年 4 月から福島県勿来発電所で日本最初の商用

運転（出力 25 万 kW）が行われ、発電効率は 42%と報告されている（環境省・経済

産業省 2013）。  

 このように、高度な日本の石炭火力発電技術を、中国など石炭火力発電への依存

度の高い国に技術供与することにより、温暖化問題のみならず、健康被害や環境汚

染に対して、大きく貢献できる可能性がある。  

そこで、日本の石炭火力発電技術を中国に適用した場合のメリットについて具体

的なケーススタディを含めて検討を行った。  

【原子力発電】  

原子力発電（以下「原発」とする）は、温暖化対策のため、CO2 削減の切札とし

て、一躍クリーンにイメージチェンジを遂げた（吉岡 2011）とされているが、福島

原発事故後は、原発の継続か自然エネルギー推進か、という議論が大きな社会問題

となっている。このような動きの中には、原発計画の取り止めや、既存設備の縮小

を決定した国も出ている（長野 2012）。  

日本においても、エネルギー政策は根本から見直さざるを得ない状況にあるが、

平成 26 年 4 月に作成された「エネルギー基本計画」（資源エネルギー庁 2014）では、

原発を地球温暖化対策への貢献策と位置付け、今後さらに推進する方向が打ち出さ

れている。  

一方「エネルギー基本計画」には、原子力発電の代替として再生エネルギーの増

加も謳われているが、再生エネルギーは発電規模及び技術の成熟度において、電力

供給の基幹とすることは困難であることから、当面の電力供給量の確保のため原子

力発電復活の動きが出ている。その中には、日本の原子力発電技術の伝承の意味か
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らも、海外の原子力発電設備の増設に関与しようとする動きがある（産経新聞 2014）。

その背景として、2011 年現在、世界で電力利用が出来ない人口は 13 億人に上る（日

本原子力産業協会 2014）との報告があり、途上国（特に中国、インドなど）では、

自国の電力需要の急増に対応するため、原子力発電に依存せざるを得ない事情があ

る。このため、中国・インド・ロシアの 3 か国だけでも、今後の原発建設・計画は

150 基以上に上る（表 5-1）。  

 
        表 5-1 途上国における原子力発電設備 

と今後の見通し   （単位：基数）  
 中国  インド  ロシア  

運転  19 21 33 

建設  29 6 10 

計画  58 18 31 

提案  118 39 18 

日本原子力産業協会 (2014）を基に作成  

 

しかし、原子力発電に対するこのような動きは、原発事故を起こした日本にとっ

ても、これから発電能力の増強を必要とする途上国にとっても、本当に適切な選択

であろうか？将来世代を考慮すれば、原発の安全・コスト・廃棄物処理に関して、

「原子力発電の実体」を理解し、広く一般社会が納得した上で将来に対する適切な

選択をすることが必要である。  

以上のとおり、第 5 章では、地球温暖化問題と関係の深い、石炭火力発電と原子

力発電取り上げ、エネルギー問題と地球温暖化を切り離すことにより、新たな視点

から見えてくるセカンドオピニオンについて具体的な政策提言を行う。  

 

5.2 中国石炭火力発電への日本技術の適用 

 

5.2.1 中国の石炭火力発電 

(1) 石炭の使用状況 

 IEA（International Energy Agency：国際エネルギー機関）の統計によれば、2010 年

の世界の 1 次エネルギー総使用量は約 117 億トン（TOE：石油換算トン）であり、

1 次エネルギーの約 88% を化石燃料に依存している。  

世界の発電用資源の約 41% は石炭であり、各国内で石炭火力発電が占める比率

は、中国（79％）、インド（69%）、米国（49%）、ドイツ（46%）が多く、日本は（27%）

となっている（電気事業連合会 2013）。  
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環境問題との関わりにおいては、中国が石炭への依存度が高いため、長年、大気

汚染問題に苦しんでいる事情がある。その状況を端的に表しているのが、「2013 年

中国激甚大気汚染事件」といわれる中国観測上最大の大気汚染の発生であり、この

原因物質は、PM2.5 や窒素酸化物（NOx）等とされている（小柳 2013）。  

中国政府によれば、急激な工業化と都市化により、2001 年には標準炭換算で 15

億トンであったエネルギー消費量が 2010 年には 32.5 億トンにまで倍増した。この

ため 2013 年 2 月、重点地域において石炭火力発電をはじめとする６大産業に対し、

大気汚染物質特別排出基準値を適用することを決定した。さらに 2013 年 9 月、「大

気汚染防止改善行動計画」を発表し、2017 年までに 2012 年比で  PM2.5 濃度を 10% 

削減する目標を設定した（柳ら 2013）。しかし、実際には、開発優先策の陰で環境

改善は進んでいない。  

このように、他の国と比べて特別のエネルギー事情がある中国にとっては、電力

用資源の主体である石炭を他の資源に変更するのは容易なことではない。  

 そこで、石炭を使用せざるを得ないのであれば、CO2 の発生量を抑えて、かつ低

コストな使い方が求められる。このためには、日本がこれまで改善してきた石炭火

力発電技術を中国のニーズに適用することが、両国にとって win-win 政策につなが

る可能性がある。   

(2) 中国石炭火力発電の熱効率 

 中国の石炭火力発電の発電効率は約 35%であり、先進国の水準より 3~7 ポイント

下回っている（図 5-2）。  

 

                                    電源開発(2011)より  

図 5-2 各国の発電効率の比較  

 

(3) 中国石炭火力発電の CO2 排出量 

 地球温暖化対策の観点からは、世界一 CO2 の排出量が多い中国で、発電分野が全

体の約半分の CO2 を排出していることや、発電電力量に対する CO2 排出原単位もイ

発電 効 率 

(%) 

←中国 :35% 
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ンドに次いで、2 番目に悪い（図 5-3）ことが問題である。中国の石炭火力発電所に

おいては、発電容量 30 万 kW 以下の小規模発電所が多い（兒 2008）ことや、発電

効率が悪いことが CO2 排出原単位を低下させている原因として挙げられる。  

 

 

 

                      電気事業連合会資料(2011)より 

図 5-3 世界各国の火力発電からの CO2 排出原単位 

 

 

このため、中国政府は、地球温暖化対策として 2020 年までに、2005 年の CO2 排

出量を 40~50%（GDP 原単位当たり）削減することを表明した。これに伴い今後、

長期にわたり石炭火力発電の発電効率向上、排煙浄化装置の設置、石炭火力発電か

ら天然ガス発電や原子力発電への転換、送電網の整備、スマートグリッドの導入等

の施策を推進する動きが出ている。  

(4) 中国石炭火力発電の SOx 排出量 

 中国の SOx の排出量は、1995 年に米国を抜いて世界第 1 位となった。その後、省

エネ対策や脱硫対策の実施でやや減少したものの、石炭火力発電の拡大もあり、2008

年には 2,000 万トン以上の SOx を排出し、世界の約 2 割を占めている。  

中国では、石炭火力発電所の脱硫設備装備率は約 50%と低いため、2006 年におけ

る石炭火力発電所からの SOx 排出量は 1,204 万トン /年と報告されている（兒 2008）。  

中国政府は、このような SOx 排出量の多いことに対する政策として「火力発電大

気汚染物質排出基準」に基づき、石炭火力発電所の建設、改造、拡張計画を厳しく

審査」することで対応している。  

 

CO2 排出原単位 (kg-CO2/kWh) 

 

非化石電源発電電力量比率 (%) 

 



 

98 

 

5.2.2 日本の石炭火力発電技術 

(1) クリーンコールテクノロジー 

 クリーンコールテクノロジー（Clean Coal Technology: CCT）は、米国で開発され

た技術であるが、その後日本が技術改良したことで、石炭火力発電が環境面でもコ

スト面でも、原子力発電に代替しうる重要な技術となっている。  

 CCT は、石炭を効率的に使用し環境負荷を抑える技術であり、「高効率発電技術」

「低品位炭利用技術」「二酸化炭素回収・貯留（Carbon Dioxide Capture and Storage : 

CCS）技術」に大別することが出来る（茂木 2012）。また、CCT により、石炭火力発

電の排ガスに含まれる SOx、NOx、煤塵、温室効果ガスが大幅に削減され、温暖化

の要因の一つとされているエーロゾルの削減も可能となる。  

(2) 発電効率 

クリーンコールテクノロジーの一環として開発された石炭ガス化複合発電（IGCC）

は、固体の石炭をガス化し、ガスタービンと蒸気タービンを組み合わせたコンバイ

ンド・サイクル発電方式で、高い発電効率を実現させた。  

従来の火力発電システムは、ボイラー＋蒸気タービン＋発電機、で構成されてお

り、この方式では、蒸気タービンの熱効率向上には蒸気温度を上げるしか方法はな

かった。このため、従来法では、いくら蒸気条件を改善しても発電効率は 45 % 程

度が限界である。そこで考え出されたのが、ガスタービンと蒸気タービンを組み合

わせた複合サイクル発電（ IGCC）である（図 5-4）。  

 

 

図 5-4 IGCC の仕組み  

 

 

ガスタービンの燃焼ガス温度は 1300~1500℃であり、タービンで使用した後の排

ガスも 600℃以上と高いので、排熱回収ボイラーで回収することで蒸気タービンを

回すことが出来る。これまでの蒸気タービンの熱効率は一般的には約 38% であり、

環境省・経済産業省 (2013)より  
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従来システムの最新技術である超々臨界圧気力発電（Ultra Super Critical：USC）で

も熱効率は約 42% が最高であった（図 5-5）。  

IGCC による発電効率は、ガスタービン（36%）と排ガス利用の蒸気タービン（17%）

を総合して 53% の効率が可能とされている（環境省・経済産業省 2013）。  

 一般的に IGCC は、従来の火力発電に比べて熱効率が 15%～20% 向上し、比例し

て燃料が節約できる。例えば、従来の熱効率 38% の火力発電と熱効率 48% の IGCC

を比較すれば、48% ÷ 38% ＝1.3 となり、同じ量の電気を作るのに必要な燃料が約

30% 少なくて済む。このように発電効率（熱効率）の向上は、燃料の節約に加えて

CO2 も比例して削減され、NOx、SOx、煤塵などの健康被害を及ぼす有害物の排出も

削減される。  

  

 
環境省・経済産業省（2013）より 

 図 5-5 IGCC による熱効率の改善 

 

(3) 日本の環境対策技術 

【CO2 排出削減対策】  

日本における種々のタイプの火力発電について、代表的な発電効率とともに

CO2 排出原単位を示した（表 5-2）。発電技術の向上とともに、石炭火力発電の最

新鋭設備では 680～780 g-CO2/kWh が可能となっている。  
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表 5-2 発電形式による発電効率及び CO2 排出原単位の比較 

LHV：低位発熱量 (Lower Heating Value) 
燃料別  発電形式  代表的発電効率  

(発電端、LHV)% 
CO2 排出原単位  

(g-CO2/kWh) 
 

 
石炭火力発電 

亜臨界圧(Sub-SC) 36 910 
超臨界圧(SC) 38 860 
超々臨界圧(USC) 42 780 
先進超々臨界圧(A-USC) 48 680 
IGCC1300℃GT 43 760 
IGCC1500℃GT 48 680 

石油火力発電  39 660 
LNG 火力発電  38 480 

                                                    田中 (2011)を基に作成  
 

【SOx, NOx 対策】  

 世界の石炭火力発電における SOx、NOx 排出原単位を図 5-6 に示した。日本で

は、いずれも 0.2 g/kWh と少なく、先進 6 カ国の平均値（SOx：1.2 g/kWh、NOx：

1.0 g/kWh）の 1/5 以下である（図 5-6）。 

 

            図 5-6 主要国の SOx、NOx 排出原単位  

 

日本では、排煙脱硫技術は湿式石灰石・石膏法が多く採用されている。排煙脱

硝技術には、ボイラーの構造や燃焼方法を改善して NOx の発生を抑制する燃焼

改善技術と排煙から NOx を取り除く技術がある。煤塵処理技術は、電気集塵機

（Electric Precipitator: EP）が用いられ、380℃前後で作動する高温乾式電気集塵機

と、130℃前後で作動する低温乾式電気集塵機がある。  

日本における最近の石炭火力発電所の更新の例として、横浜市の磯子火力発電

所では、1967 年設置の発電設備（亜臨界圧方式、53 万 kW）を最新の超々臨界圧

(単位 :g/kwh) 

中部電力 HP より  
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方式に更新した結果、1 号機（2002 年）と 2 号機（2009 年）合計で 120 万 kW に

能力増強されるとともに、SOx 濃度は 60 ppm から 10 ppm に低減された。  

(4) 最新石炭火力発電の建設状況 

 日本では、原油価格の高騰や 2011 年 3 月の福島原発事故の影響で、石炭火力発電

の増強が多くなっている。例えば、東京電力では、2013 年 12 月に福島県の広野火

力発電所６号機の運転を開始したが、この設備は商用運転として石炭火力発電の最

高技術である超々臨界圧（Ultra Super Critical: USC）を採用し、発電効率としてこれ

まで最高の 45.2%を実現している（石田 2014）。その他、福島県（勿来）、茨城県（常

陸那珂）、広島（竹原）等でも、最新の石炭火力発電設備（USC または IGCC）の建

設が予定されている（表 5-3）。  

 

表 5-3 石炭火力発電所の新増設事例 

                  ＊ ( )内は運転開始予定年 

名 称  所在県 
運転開始
年度＊  

出 力
(1000kW) 発電形式 熱効率 (％ ) 

発電端  
備 考（出典） 

磯子 2 号  神奈川 2009 600 USC 43 佐藤ら(2010) 

広野 6 号  福島  2013 600 USC 45.2 石田（2014） 

広野  福島  (2020) 500 IGCC (48) 環境省・経産省(2013） 

勿来  福島  (2020) 500 IGCC (48) 同上 

常陸那珂 1 号 茨城  2003 1000 USC 45.2 東京電力(2013) 

同上 2 号  同上  2013 1000 USC 45.2 同上 

同上 3 号  同上  (2020) 1000 USC (48) Wikipedia 

竹原新 1 号  広島  (2020) 600 USC (43.7) 環境省・経産省(2012) 

   

 

(5) 海外への技術供与例  

 アジアの電力需要は 2030 年までにほぼ倍増すると予測されており、急増する電

力需要への対応とともに、厳しい環境規制もクリアーしなければならない。そのた

め、既に技術が確立されており且つ高効率の設備として、超々臨界圧（USC）プラ

ント等の建設が増えつつある（電源開発 2011）。  

日本の石炭火力発電技術を海外供与した例として、インドネシアにおける建設・

計画を表 5-4 に示した。インドネシアでは、現状は亜臨界圧（Sub-SC）が主体であ

るが、インドネシア政府は温暖化対策にに前向きであり、新規大型案件では、超々

臨界圧（USC）設備を導入する予定である。また、マレーシア向けにも大型の超々

臨界圧（USC）技術による石炭火力発電所（1,000 MW）の建設に日本の技術が採用
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されている（住友商事 2013）。  

 

表 5-4 インドネシアにおける大型石炭火力発電所の計画 

 

 

 

5.2.3 日本の石炭火力発電技術の活用  

 表 5-3 に、国内における最近の石炭火力発電所の建設例、並びに表 5-4 に海外へ

の技術供与例を示したが、これらの事例は、現在の日本での最高の技術であり、今

後も、中国など石炭火力発電の比率が高い国へ技術供与することにより、温室効果

ガスの削減や環境汚染の改善に大きな効果が期待される。  

そこで、日本の火力発電技術を中国に適用した場合のメリットについて具体的に

試算した結果を以下に示す。  

(1)  検討の前提 

中国の既存の石炭火力発電設備（約 3.3 億 kW）のうち、更新が必要でかつ比較的

投資効率の良い 10 万 kW 以上の発電設備（発電容量合計の約 50%）及び今後の需要

増に対応する増設分に日本の技術を適用する。すなわち、表 5-5 に示す 2010 年から

2035 年までの石炭火力発電電力需要量の半分を、現在日本で実用化されているベス

トアベイラブルテクノロジー（Best Available Technology: BAT）に置き換える。  

(2)  計算手順 

 以下の手順に従って、日本の石炭火力発電技術を中国に適用した場合のメリット

を計算した。  

 (ⅰ) 中国の石炭火力発電による電力需要の想定  

(ⅱ) 適用する日本の技術の選定  

  (ⅲ) 中国の発電効率の設定  

佐川 (2011)より  
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 (ⅳ) 中国の単位発電量当たりの CO2 及び SOx の発生量（原単位）の設定  

 (ⅴ) 2010 年から 2035 年まで BAU（business as usual）の計算  

 (ⅵ) 各年度で設定した CO2 及び SOx の原単位値と各年度の電力需要量との積

から、CO2 及び SOx の発生量の算出  

 (ⅶ) 算出した改善後の CO2 及び SOx の発生量を BAU の値から差し引いて削減

量を算出  

(3) 計算根拠 

【発電効率】  

(ⅰ) 中国の石炭火力発電の需要量は下記の表 5-5 の数値を用いることとした。 

 

表 5-5 中国の電源別発電量の推移・見通し (単位：TWh) 

 2000 年
＊  

2010 年
＊  

2020 年
※  

2035 年
※  

石炭火力  1,062 3,273 4,185 5,882 
石油火力  46 13 16 15 
LNG 火力  6 69 192 494 
原子力  17 74 429 813 
水力  222 722 969 1064 
その他  3 57 262 550 
合計  1,356 4,208 6,053 8,818 
＊：実績値、※：予測値     EDMC(2013)を基に作成 

 

(ⅱ) 適用する日本技術の選定は、インドネシアへの日本技術（USC）の供与例

（表 5-4）及びマレーシア・マンジュンにおける事例を参考に、超々臨界圧

（USC）を選定した。  

(ⅲ) 中国の発電効率については、2010 年（全平均）の値は図 5-2 から 35% と

した。35%の内訳として、2010 年の発電設備の半数は、表 5-2 から高効率

（SC 並＝38% ）とし、残りの半数は低効率（Sb-SC またはそれ以下）と

して 32% とした（表 5-6）。  

 
表 5-6 中国の発電効率の予測計算 

    （発電端、LHV） 

 2010 年  2020 年  2035 年  
全設備容量の 25% 低効率  32% 32% 42% 
全設備容量の 25% リプレース －  42% 42% 
（小計）：計算値   －  （37%）  （42%）  
全設備容量の 50% 高効率  38％  38% 38% 

全設備平均  35% 37.5% 40% 
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また、2020 年、2035 年の発電効率の推定は、全発電電力量の 25% が

2020 年までに、残りの 25% が 2035 年までに、超々臨界圧（USC=42%）

タイプで更新または増設されるとした。その結果、2020 年、2035 年の発

電効率は、それぞれ 37.5%、40%とした（表 5-6）。 

【CO2 排出原単位】  

中国の石炭火力発電による、発電量当たりの CO2 排出量（原単位）を求めるた

め、以下の通り計算した。  

(ⅰ) 2010 年の CO2 排出原単位  

図 5-3 から、中国の火力発電における CO2 排出原単位（0.80 kg-CO2/kWh）

を基に、図 5-3 に示す中国の非化石電源発電電力量比率（19%）を用いて上

記の 0.80 kg-CO2/kWh を（1－0.19）で除して、化石電源発電電力量に対する

CO2 排出原単位：0.988 kg-CO2/kWh を得た。中国の化石燃料に占める石炭の

比率が高いことから、2010 年における CO2 排出原単位を 988g-CO2/kWh とし

た（表 5-7）。  

（ⅱ）2020 年、2035 年の CO2 排出原単位  

上記表 5-6 と同様に、低効率の設備の半数が順次、超々臨界圧タイプ（表

5-2 より、0.78 kg-CO2/kWh）で更新または増設されるとして、2020 年：0.925 

kg-CO2/kWh、2035 年：0.862 kg-CO2/kWh とした（表 5-7）。  

 
表 5-7 中国の CO2 原単位の予測計算 

 （発電端、LHV） 

 2010 年  2020 年  2035 年  
全設備容量の 25% 低効率  1,032 1,032 780 
全設備容量の 25% リプレース －  780 780 

（小計）   －  (906) (780) 
全設備容量の 50% 高効率  944 944 944 

全設備平均  988 925 862 
単位 :g-CO2/kWh 

【SOx 排出原単位】  

 （ⅰ）2010 年の SOx 排出原単位  

2006 年の火力発電所からの SOx 排出量は 1,204 万トン /年と報告されてい

る（兒 2008）。この数値から、火力発電に占める石炭火力の割合（0.975）を

用いて SOx 排出量を 1,174 万トン /年と計算。1,174 万トン /年を 2007 年の石

炭火力発電量 2.699TWh（＊注）で除した値：4.3 g/kWh を、近似的に 2010 年

の発電量当たりの SOx 排出原単位とした（表 5-8）。  

＊注）兒（2008)による数値（2007 年の中国の発電量：3.256TWh、石炭

火力発電比率：82.9%）から計算。  
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  （ⅱ）2020 年、2035 年の SOx 排出原単位  

    表 5-6 と同様に、低効率の設備の半数が順次、超々臨界圧（USC）タイプ

で更新または増設されるとし、増設後の設備による SOx 排出原単位は 1.2 

g/kWh（図 5-6 における先進 6 カ国の平均）とした。その結果、SOx 排出原

単位は、2020 年：2.8 g/kWh、2035 年：1.2 g/kWh とした（表 5-8）。  

 
表 5-8 中国の SOx 原単位の予測計算  

（発電端、LHV） 

 2010 年  2020 年  2035 年  
全設備容量の 25% 低効率  7.4 7.4 1.2 
全設備容量の 25% リプレース －  1.2 1.2 

（小計）    (4.3) (1.2) 
全設備容量の 50% 高効率  1.2 1.2 1.2 

全設備平均  4.3 2.8 1.2 
単位 :g/kWh 

 

(4) CO2 及び SOx 排出量の計算結果  

上記(1)～(3)の計算手順により、表 5-6、表 5-7、表 5-8 に示した全設備平均の発

電効率、CO2 原単位及び SOx 原単位の数値を用いて、日本の石炭火力発電技術を中

国に適用した場合に、改善される発電効率並びに、削減が可能となる CO2 及び SOx

排出量を計算した。計算結果を表 5-9 に示す。  
 
表 5-9 中国の石炭火力発電からの CO2 及び SOx 排出量改善試算 

 

 単位  2010 2020 2035 備考  

(a)発電量  TWh 3,273 4,185 5,882 表 5-5 参照  

(b)発電効率  % 35 37.5 40 表 5-6 参照  

(c)CO2 原単位  g-CO2/kWh 988 925 862 表 5-7 参照  

(d)CO2 排出量/BAU Mt-CO2/年  3,234 4,135 5,811 各年度の発電量(a)×988 

(e)対策後  〃  －  3,871 5,070 発電量(a)×改善後の原単位(c) 

改善効果  〃  －  △264 △741 (e)－(d) 

(f)SOx 原単位  g/kWh 4.3 2.8 1.2 表 5-8 参照  

(g)SOx 排出量/BAU 万 t/年  1,407 1,800 2,529 各年度の発電量(a)×4.3 

(h)対策後  〃  －  1,172 706 発電量(a)×改善後の原単位(f)  

改善効果  〃  －  △628 △1,823 (h)－(g) 
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(5) 削減効果 

2035 年までに、中国の石炭火力発電設備の約半分を、日本の技術により最新の設

備に更新または増設するケースを想定し、改善効果について試算を行った結果、表

5-9 に示すとおり CO2 排出量は、2035 年時点で BAU と比べて約 7 億 4 千万トン /年

の削減が可能であり、SOx 排出量は、2035 年時点で BAU と比べて約 18 百万トン /

年の削減が可能となる。  

CO2 の削減量は、2010 年度の日本全体の CO2 排出量：11 億 5 千 3 百万トンの半

分以上に相当する。また、中国の総排出量：74 億 2 千７百万トン（2010 年：EDMC 

2013）の約 10%にあたる。  

 上記の試算の結果について、過去の事例との比較を行った。日本の石炭火力発電

技術を中国、インド、米国などに適用して、世界全体の CO2 排出量を削減する試算

は、これまでに何度か実施されている。その中から、岡崎（2013）及び電源開発株

式会社若松研究所（2013）の事例と本研究の結果を表 5-10 に示す。  

 

 
          表 5-10 CO2 削減試算結果の比較 
 

 過去の試算  本研究  

 2005 年 *1) 2009*2) 2020 年  2035 年  
中国 CO2 排出量  
(Mt-CO2/年)=Q 

2,400 3,262 4,135 5,811 

削減後(Mt-CO2/年)=R 1,695 2,451 3,871 5,070 

削減量(Mt-CO2/年)R-Q △705 △811 △264 △741 

削減比率(%)=(Q-R)/Q 29 25 6 13 

日本の発電効率(%)=J 41.5 42 42 43 

中国の発電効率(%)=C 32 34 37.5 40 

発電効率比=C/J 0.77 0.81 0.89 0.93 
*1)岡崎(2013) に基づき作成  
*2)電源開発株式会社若松研究所(2013)に基づき作成 

 

 

本研究の試算では、設備の耐用年数、中国における現実の設備使用平均年数、日

本技術の進展状況、海外への技術供与の実績等を考慮して、できる限り現実的な設

定で計算を行った。特に計算の前提として留意したのは、火力発電全体の発電効率

ではなく、石炭火力発電に特化した CO2 原単位や SOx 原単位を推定し、将来の削減

可能量を算定したことである。その結果、2010 年における中国の石炭火力発電の発
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電量に対する CO2 排出原単位として 988 g-CO2/kWh を計算で求めた（表 5-7）。  

また、検討の過程で、2012 年における中国の石炭火力発電設備の稼働年数を平均

11 年（田中 2011）とし、中国への技術供与の中心になるのは、超々臨界圧（USC、

発電効率=42%）タイプで更新または増設されることとした。  

その結果、2020 年及び 2035 年における、現実的な CO2 排出原単位として、それ

ぞれ 925 g-CO2/kWh、862 g-CO2/kWh を計算で求めた。この数値は、「亜臨界圧石炭

火力から超々臨界圧に改善した場合、CO2 の排出は約 15%削減される」との報告（田

中 2011）と対比すれば、本研究の試算結果は約 13% [ 862（2035 年）÷ 988（2010

年）＝0.87 ]の改善であり、妥当な数値であると考える。  

本研究で得られた CO2 排出削減効果は、2020 年で 264 百万トン /年、2035 年では

741 百万トン /年となった。  

この数字は、表 5-10 に示した「過去の試算」との比較では、CO2 削減量は、本研

究の方が 10%ほど少ない。計算条件について、「過去の試算」と比較すると、日本の

発電効率は、ほぼ同じ程度の数字を使っているが、「過去の試算」では中国の発電効

率を 32～34%と仮定しており、本研究では 37.5～40%と計算したことに、大きな違

いがある。その違いは、「過去の試算」では、計算時点での現状の中国の発電効率を

用いて、一度に日本の発電効率に置き換えた計算をしていることが推定される。  

本研究では、既存設備の半数を 25 年かけて順次、日本の高い発電効率の設備に置

き換える条件で算出した。その結果は、表 5-10 に示した発電効率比（C/J）に示さ

れている。  

すなわち、本研究の試算結果は、「現実的な中国における石炭火力発電の改善効果

を求める」とした本稿での目的に適っており、妥当と考える。  
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5.3 原子力発電と地球温暖化問題 

 

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災によって福島第一原子力発電所の事故

（以下、「福島原発事故」とする）が発生した。事故後すでに約 4 年となるが、いま

だに放射性物質を含んだ冷却水の一部が海に漏洩し続けており、破壊された原子炉

に残る廃核燃料の処理には数十年を要する状況にある。  

しかし、日本のエネルギー政策においては、事故以前にも増して原発推進の方向

が打ち出されている。原発は、温暖化に有利で低コストといわれてきたが、他の発

電方式との比較において原発の優位性を再評価し、今後の原子力政策のあるべき姿

について検討した。  

 

5.3.1 福島原発事故からの再出発 

福島原発事故は、一度に 3 つの原子炉と 4 つの使用済み燃料プールが危機に陥っ

た未曾有の大事故であり、最悪のケースとして原子炉格納容器の爆発も想定された。

その場合、首都圏まで含めた数百万人から千万人規模の避難を必要とする事態に拡

大する可能性があったといわれている（小菅 2014, p. 70）。  

この事故で放出された放射性物質の量は、2011 年 4 月に公表されたデータから、

大気中へ 63～77 京ベクレル（チェルノブイリでは 520 京ベクレル）とされており、

この量は広島原爆の 169 倍に相当すると報告されている（大島 2013, p. 12）。また、

海洋にも大量の放射性物質が放出されたが、その他に、原発敷地内には 2011 年 7 月

時点で約 80 京ベクレルの「汚染水」が滞留していると報告されている。  

このような状態に対し、国際原子力機関（ IAEA）は、国際原子力事象評価尺度（ INES）

により 8 段階のうち最高のレベル 7（深刻な事故：5 京ベクレル以上）と評価した。

また、事故処理に従事した労働者の被曝も大きく、2011 年 7 月までの被曝量が 250

ミリシーベルトを超えたものが 6 人あり、最高 670.36 ミリシーベルトであった（大

島 2013, p. 24）。  

福島原発事故が国内外に与えた影響は大きく、国民の大半は原子力発電の継続に

批判的になり（内山 2013）、我が国をはじめ、原子力発電所を設置している多くの

国でエネルギー政策を抜本的に見直す機会を与えることになった（豊田 2013）。  

福島原発事故後の見直しの結果を織り込んだ日本の原子力政策は、2014 年 4 月に

策定された「エネルギー基本計画」（資源エネルギー庁 2014）に示されている。こ

の計画書では、政府は、事故情報の隠蔽や高レベル放射性廃棄物処分の体制確立の

遅れ等が国民の不信を招いたことを認め、「エネルギー戦略を白紙から見直し、原発

依存度を可能な限り低減することを、エネルギー政策再構築の出発点とする」と述

べている（表 5-11）。  
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表 5-11 エネルギー基本計画における原子力政策（主要事項） 
 

項 目  基本計画及び原子力政策  

エネルギー受

給の課題  

・原発依存度を可能な限り低減（再構築の出発点とする）  
・「安全神話」への反省  
・原子力の課題山積(賠償、除染、廃炉、使用済み核燃料処理） 

エ ネ ル ギ ー
受給基本計画 

・基本的視点＝安全性＋安定供給＋経済効率＋環境適合  
・原子力は重要な「ベースロード電源」、・温暖化対策に貢献  

 

 

原

子

力

政

策  

安全性 /安
定性  

・いかなる事情よりも安全性を最優先  
・福島の廃炉・汚染水対策は 30～40 年かかる見込み  

使 用 済 み
燃料  

・世界（OECD のみ）で 185,000 トン保有  
・日本：17,000 トン保有（ガラス固化体 25,000 本相当）  

高レベル  
廃棄物  

・最終処分：地層処分が有望、閉鎖せず回収可能性を検討  
・使用済み燃料の貯蔵能力拡大、減容化、有害性低減  

 
 
核 燃 料
サイクル 

・プルサーマル 1)（Pu 有効利用）による核燃料サイクル推進  
・六ヶ所再処理工場 , MOX 燃料加工工場、むつ中間貯蔵施設  
・原則、利用目的のないプルトニウム（Pu）は持たない  
・米、仏の協力の下で高速炉等の研究開発の推進  
・「もんじゅ」は、廃棄物の減容・有害度の低減等の研究拠点  

国際協力 ・原子力技術・ノウハウを海外の安全確保に平和利用  
・中国、インド、中東などに原子力分野での国際協力を推進  

資源エネルギー庁(2014)を基に作成 

 

ここで、具体的な原子力政策について見てみると、原子力を重要な「ベースロー

ド電源」として位置づけ、温暖化対策への貢献、核燃料サイクルの推進、高レベル

放射性廃棄物処理技術の確立を行い、中国・インド・中東などへの国際協力を推進

することを謳っている。  

東京電力株式会社（以下、東京電力とする）等の電力会社は、原子力発電の利点

として、「低コストで温暖化に有利」としているが、福島原発事故の収束の目途が立

たないうちに、国のエネルギー政策として原発の積極的推進を謳っていることに疑

問を感じる。  

したがって、ここでは、原子力政策の基本としている安全性、安定供給、経済効

率、環境適合に関して、原子力発電推進の妥当性について検討を行った結果につい

て、以下に述べる。  

 

5.3.2 原発の安全性・安定性 

(1) 安全性 

【事故の原因】 

 福島原発事故では、最初に地震により受電鉄塔が倒壊し外部電源が失われた。そ

の後、津波により非常用電源も機能しなくなり全電源喪失に至ったことから、事故

の原因は津波であると説明されている。しかし、大島（2013, p. 136）によれば、福
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島第一原発四号機の設計に携わった技術者・田中三彦の言葉として、「一号機は津波

の前の地震動ですでに大きなダメージを受けており、それが大事故につながった可

能性が高い。」と述べている。このように、津波到来以前に地震動で原発機器の損壊

があったことは、大きな問題点であり、“想定外”の津波対策だけでなく、地震対策

を根本的に見直す必要がある、との指摘がある（小菅 2014, p. 28）。  

福島原発事故の原因について、原子力安全委員会の班目
まだらめ

委員長は、「事故は、まさ

に人災」と発言し、「津波が想定を超えたからといって、第二、第三の防護手段がな

ければいけない。実際にそういう手段を講じていなかった。」との反省の弁を述べた

とされている（伊藤 2011b, p. 98）。この事故を人災と見るのは、その他にも小菅（2014, 

p. 4）などの報告がある。小菅は、原発事故の経緯を知れば知るほど、「原発神話」

と専門性の壁の中でいかに杜撰なことが行われ続けてきたかに驚かされる、と述べ

ている。大島（2013, p. 130, 143）は、事故を引き起こしたのは「日本の原発では深

刻な事故は絶対起こらないとする安全神話に象徴される安全軽視の原子力政策であ

り、…原子力委員会の職務放棄がもたらした人災である。」としている。また、岡本

（2013）は、福島の事故では、直接原因のほかに、間接原因として、事業者側に①

事故が起こらないとの慢心があった、②規制側の（本質的でない）要求に対処すれ

ば十分と考えていた、③本気で事故対応を考えていなかった、と指摘しており、規

制当局側にも、①事故は起こらないと考えていた、②小さなリスクにこだわり大き

なリスクを見逃していた、③リスク対応規制の先送りなどがあった、と述べている。  

 国際原子力機関（IAEA）調査団の報告（2011 年 6 月 1 日提出）においても、人的

要因を含めて 11 項目のうち 8 項目に不備があったとされている（伊藤 2011b, p. 99）。

IAEA の報告のうち原因に関係する指摘としては、津波対策、深層防護、安全規制制

度、複合災害対策に改善が必要とされている。  

【安全神話】  

表 5-11 の「エネルギー基本計画」の中で、「安全神話への反省」が取り上げられ

ているが、日本の原子力発電事業の特異性として、長年にわたる「国策民営」政策、

すなわち国としての実現目標を提示するとともに、その担い手である民間発電事業

者がその目標を確実に達成するための手厚い支援体制 2)の基盤の上に存在している

（長野 2012）。このような批判が事故の反省や規制・制度面での改革が行われた後

になって出されたことから、今後もこのような体制が継続される懸念がある。  

「安全神話」については、例えば、高木（1999, p. 153）によれば、「原子力事業の

現場においても、原子炉は多重防護を施してあるから“絶対大事故に至らぬ”、“原

子力は安全”と信じさせられる状況が形成され、現場の疑問が封じ込められる雰囲気

があった。」と述べている。  

このような「安全神話」は、どのように形成されてきたのであろうか。大島（2013, 
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p. 133）によれば、その要因は 2006 年に総合資源エネルギー調査会電気事業分科会

原子力部会の策定した「原子力立国計画」にあるという。すなわち、「原子力立国計

画」の中身は原発の開発推進一辺倒の内容で、その大前提である安全性は検討すら

されなくなっていた。  

大島（2013, p. 149）も指摘しているように、これまで長い間、“原子力村 3)”とも

いわれた、この業界関係者の閉鎖的な意識は、福島原発事故後も大きく変わってい

ないと見るべきであり、短期間で良い方向に変わるとは考えにくい。  

【多重防護】  

大島（2011, p. 136）は、「安全神話」の根拠になったものとして「多重防護」の考

え方があり、元原子力安全委員会委員長の佐藤一男は、下記の 7 つの構成要素を「多

重防護」の思想としている、と述べている。  

 ①施設立地にあたっての防護  

 ②設計・建設・運転における防護  

 ③顕在化を防止する対策  

 ④影響を緩和する対策  

 ⑤設計を超えた場合の対策  

⑥施設と周辺社会との隔離  

⑦防災対策の整備  

大島（2013, p. 138）は、上記７項目の対策のすべてに完全を目指す必要があり、

１つでも瑕疵があれば、重大事故につながる可能性があることを指摘している。  

運転中の原子炉に緊急事態が発生した場合に、原子炉を安全に停止するには「止

める」「冷やす」「閉じ込める」の３つが安全確保の原則 4)である（三島 2011）。この

3 原則は、いかなる場合も徹底して守られる必要があることから、設計段階から、

事故や地震等を想定して、十分な安全裕度を持たせて設計される。更に実際の原子

炉には、数多くのバックアップ装置や多重の防護システムが装備され、運転中の管

理についても、運転マニュアルに基づく運転員の教育・訓練が徹底して行われる。  

しかし、このような「あらゆる想定」に対応できるように多重防護の考えで設計、

建設された原子炉も、システムのどこか 1 か所でも弱点があれば、この想定を超え

る事態や人的ミスにより事故が発生しているのが実態である（表 5-13 参照）。  

小菅（2014, p. 29）は、「『原発は五重の壁で守られている』ことを信じていたが、

電源の一点が崩れただけで、五重の壁は連鎖的に崩壊した。すなわち、全てがつな

がった一重の壁にすぎなかった。」と批判している。  

【原発の設計・製作上の問題】  

多重防護の欠陥については、福島原発事故の 20 年以上前に発生した設計・製作上

の不備からも予測可能であったと思われる。  
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すなわち、田中（1990）は、福島第一原子力発電所 4 号機の原子炉圧力容器を納

入した企業に勤務し、直接、原発の設計に従事した経験から、1978 年 8 月にメーカ

ーから納入された 4 号機の原子炉圧力容器は、違法の疑いのある「手直し」をされ

た後に納入されたことを指摘している。製作上の欠陥は、原子炉圧力容器製作の「最

終焼鈍工程」で発生した重大欠陥であった。再度製作するには数十億円（当時）の

費用と 20 数か月の歳月が無に帰することになるため「手直し」は国や東京電力には

知らされず、『無事』納入された形になった。しかしこの事実は、その後、1988 年 6

月になって公にされた（朝日新聞 1988）。これに対し、圧力容器メーカーは、「作業

は合法的であり、安全上も問題ない」との見解を発表し、国と電力会社もこれを認

め、そのまま継続して 4 号機の原子炉圧力容器を使い続けた。  

この事例に関しては、当然ながら、福島第一原子力発電所の建設当時も、アメリ

カ機械学会圧力容器規格（ASMEⅢ）5)によって設計・製作されていた筈であるから、

このような「歪み矯正措置」がメーカーの主張のように「報告する義務もない」こ

とであれば、法規・基準の不備を疑わざるを得ない。しかし、現実には、このよう

な事情で原発の最重要機器が納入されていたことには驚かざるを得ない。このよう

なリスクを包含して原発が運転されていたことは、重大な瑕疵であり、この要因一

つで多重防護の壁を崩壊させる可能性があったと考えられる。今後、このようなこ

とが二度と起こらない仕組み（ルール）が必要と考える。  

【シビアアクシデント 6）対策】  

福島原発事故は、「原発は安全」という既成的な観念に対して明確な反証を提供し

たことにもなったが、伊藤（2011a）によれば、「これは従来の事故確率の見積もり

が正しかったことを示しているに過ぎない」と述べている。  

 
表 5-12 原子炉大事故発生の確率 

 

報告  発表年  大事故確率  
アメリカ原子力

委員会、ラスム

ッセン報告  

1975 年  炉心溶融・放射線漏洩なし   1 万年に 1 回  

炉心溶融・放射線漏洩あり 10 万年に 1 回  

壊滅的事故        10 億年に 1 回 

M. B. Sattison 2004 年  
(総説) 

深刻な炉心損傷(1969-1979 年  

 についての前駆事象解析 ) 435 年に 1 回  

同(1980-1981 年の解析) 6,250 年に 1 回 

「年」は原子炉の運転年数（炉年）を示す          伊藤(2011a)より 

 

 

伊藤（2011a）は、表 5-12 について、「ラスムッセン報告には当初から批判が多か
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った。その後、2004 年に発表された M. B. Sattison の報告『6,250 年に一回』を採用

すれば、全世界の 430 基の原子炉のどれかが深刻な事故を起こす確率は 14.5 年に一

回となる。これは、約 40 年の間にスリーマイル島原発事故、チェルノブイリ原発事

故、福島原発事故（1 回として計算）と、3 回起きたことと一致する。」と述べてい

る。また、ラスムッセン報告は、「イベント・ツリー」と「フォールト・ツリー」の

方法を用いているが、この方法では「A の事象」と「B の事象」のどちらがより安

全か、という比較は可能だが、発生確率の絶対値は信用できないという報告（武谷

1976, p. 134-158）に注意を要する。  

しかし、全世界の原発の数から見れば確率的には事故が起こり得る状況にあった

としても、何故日本で、福島で事故が発生したのか、何故未然防止が図れなかった

のかという反省を行う必要がある。例えば、高木（2000）は、「原子力業界の特異な

状況が(株)ジェー・シー・オー（JCO）の事故や『もんじゅ』の事故（表 5-13 参照）

につながっており、この体質を根本的に見直すことがなければ、重大事故につなが

る」ことを事故の 10 年以上前に警告している。  

津波対策の必要性が指摘されていながら、防護策がとられていなかったことに対

しても批判がある。例えば、神戸大学名誉教授・石橋克彦氏が、福島原発事故以前

に「原発にとって大地震が恐ろしいのは、地震動による損傷に加えて無数の故障の

可能性のいくつもが同時多発すること。」との指摘があった、と大島（2013, p. 140）

は述べている。  

チェルノブイリ原発事故を教訓として 1992 年に、日本で検討が行われた結果、

「多重防護により、シビアアクシデントは工学的には発生の可能性は十分に小さい

ものとなっている。」との結論が出され、（政府ではなく）原子炉設置者（電力会社）

がシビアアクシデントマネジメントを自主的に整備することになった。これについ

て、関係者（原子力安全委員会と行政担当者）の責任は重大である、との指摘があ

る（大島 2013, p. 142）。  

これまで、政府としても、1960 年に科学技術庁（当時）からの委託によって日本

原子力産業会議が行った「大型原子炉の事故の理論的可能性及び公衆損害額に関す

る試算」を公表している。そこでは、海岸に立地する電気出力 16 万 kW の原子炉の

事故を想定し、影響は 120 km 離れた 600 万人の大都市までおよび、死者 540 人、4

百万人が影響を受ける、との試算が行なわれている（武谷 1976, p. 109）。また、杉

本（2013）によれば、「1979 年 3 月のスリーマイル島原発事故では、設計基準事象

を超えるシビアアクシデントが実際に起きたことから、シビアアクシデントに関す

る研究の必要性が世界的に高まり、日本においても 1980～1990 年代にかけて研究

が進められた。しかし、ここでの検討では、機器の誤作動や運転員の誤操作等の内

部事象に起因する事象だけを対象にしており、地震や津波等の外部事象は対象外と
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ジェー・シー・オー（JCO）の事故を契機として、原子力災害に対する備えが不十分

だったことから「原子力災害対策特別措置法」が制定された。  

 
 
表 5-13 原発の事故原因  

                                               気事業連合会 (2013)を基に作成  

*1) レベルについては章末の注 7) 参照、*2) mSv：ミリシーベルト、  
*3) ECCS：緊急炉心冷却装置  

 

福島原発事故について、三島（2011）は、「地震や津波が大事故の共通要因となり

得ることは周知のことであった。にもかかわらず、福島での事故の発端となった全

交流電源喪失については、安全設計審査指針で長時間の電源喪失は『考慮する必要

はない』とされていた。しかし、米国では 1988 年に規制対応が行われており、日本

の対応に甘さがあったのではないか。」と述べている。  

以上のことから、福島原発事故によって、技術的な不備よりもむしろ「安全神話」

や狭い社会（原子力村）での組織・体制における「人的な側面」の欠陥が浮き彫り

にされた。これに関して、15 カ国の原子力規制機関について調査の結果、日本とド

イツには安全指標が存在しなかったとの報告がある（原子力安全基盤機構 2010）。

この調査では、13 カ国における 140 項目の安全指標を集約し、14 の基本的要素から

なる「安全文化の要素」に整理している（表 5-14 (A) 欄参照）。この報告への実効

的な対応が遅滞なく実施されていれば、あるいは原発の大事故は防げた可能性があ

る。  

事故事例  発生日  ﾚﾍﾞﾙ
*1) 

事故の影響  原因  

TMI(Three 
mile island) 
原 発 

2001 年  
11 月 7 日 

５  最大 1mSv*2)  

(健康上影響なし) 
・給水バルブの開け忘れ  
・加圧器逃し弁固着  
・ECCS*3) 流量の絞り過ぎ  

チ ェ ル ノ
ブ イ リ 原
発  

1986 年  
4 月 25 日 

７  爆発・火災／広
範囲への放射性
物質大量放出  

・設計不備(低出力特性不良) 
・運転上の違反 (ECCS 切断 ) 
・管理上の欠陥(指揮系統の不良)）  

福 島 第 一

原発  

2011 年  
3 月 11 日 

７  爆発・火災／広
範囲への放射性
物質大量放出  

・地震・津波で全電源喪失  
・シビアアクシデントへの対

応の不備  

美浜 2 号機 1991 年  
2月 9日  

２  原子炉自動停止
(ECCS 作動) 

・蒸気発生器伝熱管工事不良  

高速増殖炉
「もんじゅ」 

1995 年  
12 月 8 日 

１  ナトリウム漏れ  
 

・ナトリウム温度計測装置の
設計不良  

JCO 燃 料
加工工場  

1999 年  
9 月 30 日 

４  臨界事故  
(約 20 分間継続) 

・作業基準違反  
(バケツでウラン燃料を混合 ) 

浜岡原発  2001 年  
11 月 7 日 

１  蒸気配管破断  
 

・運転管理不備  
(配管中に水素が滞留 ) 

美浜 3 号機 2004 年  
8月 9日  

１  高圧配管破断  
 

・運転管理不備(配管肉厚減) 
・工事管理不備(指示不備) 
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表 5-14 安全文化の要素と環境規格（ISO14001）の対応 
  

安全文化の要素 (A)及び具体的内容  環境規格(ISO14001) （B） 

1.経営者コミットメント  安 全 最 優 先 の 意 志 の 浸 透 [4.2]環境方針 

2.上級管理者の方針と行動 トップ方針の実行計画  [4.3.3]目的目標、実施計画 

3.誤った意志決定の防止  実行状況の客観的評価  [4.5.1]監視・測定 

4.安全への問いかけ姿勢  従業員への問いかけ  [4.6]マネ ジメントレビ ュ ー 

5.報告する文化  悪い情報、エラー報告  [4.5.3]不適合是正 

6.良好な意志疎通  社内 外コミュニケ ーショ ン [4.4.3]コミ ュニケーショ ン 

7.説明責任・透明性  事態発生の情報提供  [4.5.4]記録の管理 

8.コンプライアンス  ルールの維持管理  [4.3.2]法要求,[4.5.2]順守評価 

9.学習する組織  教育訓練、力量評価  [4.4.2]力量・教育訓練・自覚 

10.事故の未然防止  事故報告・処置  [4.4.7]緊急事態への準備対応 

11.自己評価 /第三者評価  自 己 評 価 /第 三 者 評 価 の 実 施 [4.5.5]内部監査 

12.作業管理  無理のない工程管理  [4.4.6]運用管理 

13.変更管理  組織、手順の変更管理  [4.5.1]監視・測定 

14.従業員の意欲向上  モチベーション、姿勢  [4.4.2]力量・教育訓練・自覚  

(A)は原子力安全基盤機構 (2010)より作成、（B）欄の [ ]内は ISO14001 規格の項目番号  

 

 

 

表 5-14 に示した、14 項目の安全文化の要素  (A) は、原発の安全管理に限らず、

組織のマネジメントに必須の P-D-C-A の要素から成っている。したがって、マネジ

メントシステムの 1 つである環境マネジメントシステム（ ISO14001）規格（日本規

格協会 2004）の各項目（表 5-14 (B)欄参照）を実行することで、安全文化の 14 要素

をカバーすることが可能である。  

日本の原子力業界では、原発関係の一部の事業所 8)（例えば、日本原子力研究開

発機構の 4 事業所、日本原子力発電株式会社等）において ISO14001 規格に基づく

マネジメント活動を実施しているが、政策決定の中枢組織（本部・本店の運営管理

部門、安全統括部門、経営企画室等）は含まれていない。これらの中枢組織と事業

所が一体的に ISO14001 規格または、相当のマネジメントシステムを効果的に実施

していれば、状況は変わっていたと想定される。なぜならば、環境マネジメントシ

ステム（ISO14001）規格の序文に述べられているように、「このシステムの成功はト

ップマネジメントのコミットメントのいかんにかかっている」からである。  
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今後の原子力事業の改革及び健全な運営のためには、このような規格の主旨に則

り、組織の中枢と事業所が一体となった ISO14001 の運用が有効であろう。そのた

めに参考となるのが、本稿 6.3.1-(3) 項に示す「富士通グローバル EMS の活動」で

あると考える。  

(2) 安定供給 

 原発の電力安定供給性については、大山（2013）によれば、「原発は、基幹電力に

なりえない。その最大の理由は、ウランの可採年数であり、2006 年時点で 132.4 年

の可採年数は、化石燃料並に原子力が用いられると化石燃料の数分の一になる。」と

されている。また、原発は一次エネルギーから最終エネルギーへの転換効率が約 33%

と悪いこと、原発の立地が消費地から遠いため送電ロスが大きいこと、揚水発電設

備とセットで運転されることでロスが大きいことが指摘されている（大山 2013；小

出 2011）。  

 エネルギー基本計画の中では、原発を「重要なベースロード」と位置付けている

が、2000 年から 2010 年の 11 年間の実績では平均稼働率は 68.9%であり、米国・韓

国（約 90%）、フランス・ドイツ・カナダ（約 80%）と比べてかなり低い（日本原子

力産業協会 2014）。  

また、吉岡（2011, p. 62）は、「原発は、主要エネルギーの中で、実績面において

最も安定供給特性が劣る。それは、東京電力検査・点検偽装事件（2002 年）と東京

電力柏崎刈羽原発地震災害（2007 年）の２度にわたり電力供給が長期間停止し、他

の発電手段によって辛くもカバーされたからである。」と述べている。  

 以上述べたとおり、原発の安全性・安定供給性については、「安全神話」に象徴さ

れるように、現状においても原発の開発・運転面での更なる技術的向上が必要とさ

れるべきところ、「原子力村」ともいわれる組織・構造が、「原発は安全」との考え

以外に受け入れない「思考停止」に陥っていた。そのため、自由な考えであらゆる

事態を想定し対応策を検討するという、一般的な企業では当然のことが出来ていな

かったといえる。すなわち、福島原発事故によって、技術的な不備よりもむしろ組

織・体制における「人的な側面」の欠陥が浮き彫りにされたことで、これまでの組

織・体質の改善がなされなければ、今後の原発継続には懸念がある。また、安定供

給性についても、ウラン資源の枯渇や故障・事故による稼働率の低さが問題である。  

 

5.3.3 原発のコスト 

(1) モデルプラントコスト 

図 5-8 に各種発電方式の違いによる発電コストの比較について示したが、これら

の数値は、電気事業連合会によりモデルプラントを使って下記の方法で計算された

ものである。  
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殖炉の開発には、さらに多くの費用が必要である。例えば、「もんじゅ」の開発には、

これまで 1 兆円以上の費用が投入され、停止中でも年間 200 億円程度の維持管理費

が必要とされている（読売新聞 2014）。  

そのほか、原発の建設には、揚水発電所の建設をセットで行うことが多いが、こ

れらの費用は算入されているのか、など、原発の発電コスト試算には不透明な部分

があり、図 5-8 に示された数値からは、ただちに化石燃料使用の火力発電より原発

の方が低コストであるとは言えない。  

(2) 実績コスト  

【直接コスト、政策コスト】  

上記のようなモデルプラント計算方式に代えて、大島（2013）は、電力会社が公

表している有価証券報告書の実績値を用いて、1970 年～2010 年の期間における平

均電力コストを計算している（表 5-15）。  

ここでは、直接コスト（資本費、燃料費、保守費）の他に、政策コストとして研

究開発コスト（高速増殖炉の開発費等）及び立地コスト（原発立地への交付金等）

を含めている。  

 

 
      表 5-15 発電の実際のコスト(1970～2010 年度平均)  

   （単位：円 /kWh）  

 
発電方式  

 
直接コスト 

政策コスト   
合計  研究開発  

コスト  
立地対策  
コスト  

原子力  8.53 1.46 0.26 10.25 

火力  9.87 0.01 0.03 9.91 

水力  7.09 0.08 0.02 7.19 

一般水力  3.86 0.04 0.01 3.91 

揚水  52.04 0.86 0.16 53.06 
大島 (2013)より  

 

 

表 5-15 からは、原発の政策コストは火力の 43 倍、水力の 17 倍であり、原子力は

他の発電方式と比べて、直接コスト以外のところで特別優遇措置を受けてきたため、

コストアップになっていることが分かる（大島 2013, p. 111）。  

【その他のコスト】  

大島（2013, p. 114）によれば、「表 5-15 の計算結果から原子力発電に経済性がな

いことは明らかであるが、上記のコストに加えて原発には、さらに事故リスク費用
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や核燃料使用後に生じるバックエンドコストなど膨大なコストが必要である。」と

している。  

これらの費用について、具体的な検討を行った結果について、以下に示す。  

(a)  事故リスク費用として、大島（2013, p. 113）は、福島第一原子力発電所の実

績から日本の事故発生頻度を 500 炉年 10)とみなし、事故による損害額（4 兆

9936 億円 11））から 1.2 円 /kWh と算定している。  

    また、大山（2013）は、福島原発事故の費用の推計は様々な組織によって

算出されており、だいたい 10～50 兆円くらい、と報告しており、原発継続の

可否を判断する上では、このような最大限の費用をも考慮した検討が必要と

思われる。  

(b)  バックエンドコストは、使用済み核燃料の処理・処分コストであり、政府の

資料 12)によれば、使用済み核燃料の再処理に約 11 兆円、その他に高レベル

放射性廃棄物、MOX 燃料加工などに 7.8 兆円が必要となる（大島 2013, p. 

118）。  

(c)  廃炉費用については、大島（2013, p. 44）は、「東京電力の財務資料及び経営・

財務調査委員会報告書から、解体、撤去、放射性廃棄物処分を含めた廃炉に

関する費用の合計は、1～6 号機全体で 1 兆 6839 億 7 千万円（2800 億円／基）

とされているが、チェルノブイリ原発事故では約 19 兆円かかっており、上

記の金額を大幅に超える可能性がある。」と報告している。  

仮に、2800 億円／基を用いて現在日本で稼働中の 48 基に適用すれば、13.4

兆円が必要となる。  

(d)  回収ウラン、劣化ウラン等の処理・処分コスト  

上記のコストだけでも膨大であるが、大島（2013, p. 121）によれば、さらに

六ヶ所村再処理工場における使用済み核燃料の処理で発生する回収ウラン及

び MOX 燃料使用後の使用済み燃料の処理・処分費用がある。また、核燃料

製造のウラン濃縮工程で発生する劣化ウランの処理・処分費用やウラン燃料

の製造工程（製錬、転換、濃縮、再転換、成型加工）における施設の運転、

解体に伴って発生する放射性廃棄物の処分費用も必要である。今後、使用済

み燃料の処理や核燃料サイクルを継続する場合、バックエンドコストは最終

的に（18.8 兆円  = 11 + 7.8 兆円  ）の数倍になると予想されている。  

したがって、本稿においては、バックエンドコストが 3 倍ほど必要と仮定

し、18.8 兆円に加えてさらに 37.6 兆円が必要となると推定した。  

 

以上の検討から、1970 年～2010 年の 41 年間の費用（直接コスト  + 政策コスト）

は、表 5-15 の原発の発電単価（10.25 円 /kWh）と 41 年間の原発による累計総発電
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量（7.51×1012 kWh）13)を用いて計算すると、下記のとおりとなる。  

原発発電単価（10.25 円/kWh）× 総発電量（7.51×1012 kWh）＝77 兆円  

さらに、上記に含まれないコストとして上記  (a)～(d) で検討した費用を合計する

と 78.6 兆円が必要となる（表 5-16）。  

この追加費用を発電単価に上乗せすると仮定すれば、78.6 兆円を 41 年間の累計

総発電量（7.51×1012  kWh）で割ると、原発の発電単価はさらに 10.47 円 /kWh の費

用が追加され、合計 20.72 円 /kWh となる。  

以上のとおり、ここでのコスト検討から、大島（2013, p. 114）の指摘するように

「原発には経済性がない」ことが確かめられた。  

 

 
表 5-16 原発のライフサイクルコストの推定  

                 大島 (2013)を基に作成 

項目  直接+政策コスト(兆円) 
（大島(2013)による）  

その他コスト(兆円) 
（本稿の試算）  

 
直接コスト 

設備・建設  原発建設   
64 

－   
燃料費  燃料購入費  －   
運転維持  原発運転、保守  －   

政策コスト 研究開発  試験炉運転  11 －   
立地対策  地域対策費  2 －   

事故対策   －  －  5 (a)＊  
 
バックエンドコスト  

再処理  施設運転・維持  －  11 (b)＊  
放射性廃棄物  廃棄物処理・処分 －  7.8 
廃炉  廃炉・解体  －  13.4 (c)＊  

その他  劣化ｳﾗﾝ等  －  －  37.6 (d)＊  
揚水発電  －  －  3.814)  

合計（兆円）   77 78.6  

電力単価(円 /kWh)  (10.25) (10.47)  

合計単価（推定）(円/kWh)  －  －  20.72 －  

(a)＊～(d)＊は計算根拠（上記【その他コスト】の説明に対応） 

 

 

 

5.3.4 原発と地球温暖化対策 

これまで地球温暖化対策に関しては、原発は CO2 を出さないためクリーンなエネ

ルギーであり、石炭火力発電に替えて増設すべきとされてきた。また、表 5-11 に示

した日本の原子力政策においても、原発は温暖化に貢献することで今後も増加を図

る方針が示されている。  
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そこで、原発が他の発電方式に比べて地球温暖化対策にどれだけ有効であるか、

また、原発を推進した場合の問題は何かについて論ずる。  

(1) CO2 排出原単位 

【原発のライフサイクル CO2 原単位】 

図 5-9 に、日本における、各発電方式のライフサイクル CO2 排出原単位を示した。

ここでは、原子力発電の値は、20 g-CO2/kWh となっており、この数値の注釈として、

現在計画中の使用済み燃料国内再処理、プルサーマル利用（1 回リサイクルを前提）、

高レベル放射性廃棄物処分、廃炉等を含めて算出した、と記載されている。  

すなわち、原発のライフサイクル CO2 原単位として図 5-9 に示された数値には「発

電燃料燃焼」のカテゴリーにおける CO2 排出量はゼロとし、「設備・運用」のカテゴ

リーにおける CO2 排出量として計算されている。  

 

 
   図 5-9 発電におけるライフサイクル CO2 排出原単位  

         
 

しかし、日本では未だ使用済み核燃料の再処理技術は確立されておらず、プルサ

ーマルの実績も少ないことから、いくつかの条件を仮定して算出されたと思われる。

すなわち、図 5-9 の数値（20 g-CO2/kWh）は、今村・長野（2010）の報告に基づい

て、表 5-17 に示す 4 ケースの平均として算出されている。  

電気事業連合会資料 (2013)より  

（単位：g-CO2/kWh）  
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表 5-17 原子力発電における CO2 排出原単位  

 LC-CO2 排出量  
(g-CO2/kWh) 

BWR（リサイクル）  18.7 
PWR（リサイクル）  20.5 
BWR（中間貯蔵段階まで）  18.9 
PWR（中間貯蔵段階まで）  21.9 

（平 均）  (20.0) 
LC-CO2：ライフサイクル CO2  今村・長野 (2010)より  

【計算根拠】  

表 5-17 に示した「リサイクル」のケースは、日本ではまだ再処理プロセスが確立

していないため、本稿では、より現実に近いと思われる「中間貯蔵段階まで」のケ

ースについて CO2 排出原単位の妥当性について検討を行った。このケースの算出根

拠となっているのは、リサイクルせずにワンスルー方式で計算した報告（本藤ら

2000）である（表 5-18）。  

 

      表 5-18 原子力発電のライフサイクル CO2 排出量 

   （g-CO2/kWh）  
 BWR PWR 
設備建設  

燃料採掘～フッ化  
LLW 輸送処分  
その他（発電等）  

（小計）  

 
0.18  
0.42  
2.19  
(2.79) 

 
0.22  
0.42  
2.21  

  (2.85) 
設備運用  
  燃料採掘～フッ化  
  燃料濃縮  
  燃料成形加工・輸送  
  発電  
  LLW 輸送処分  
（小計）   

 
1.22  

21.17  
0.71  
3.16  
0.24  

(26.50) 

 
1.49          

27.76  
0.72  
3.16  
0.24  

(33.37) 
廃  炉  0.18  0.18  
合  計  29.47  36.40  

本藤ら (2000)を基に作成  
LLW：低レベル放射性廃棄物、BWR：沸騰水型原子炉、  
PWR：加圧水型原子炉  

 

 

本藤ら（2000）は、BWR 及び PWR について、いずれも 100 万 kW の原発を 1 年

間稼働させ、設備利用率 70%、熱効率 33.67%で運転を行い、発電量（発電端）6,132 

GWh を発電するとしている。  
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【ウラン濃縮量】  

表 5-18 の数値においては、燃料濃縮工程が CO2 発生量の 70%以上と CO2 原単位

に大きく影響しているため、さらに以下の検討を行った。  

表 5-18 では、濃縮工程は全量米国におけるガス拡散として計算しているため数値

が大きくなっているが、その後計算された数値（表 5-17）では、米国におけるガス

拡散方式の比率を減らし、遠心分離法で計算したことで低い数値となっている。  

しかし、表 5-17 の計算に用いられた濃縮工程に係る諸元（核燃料消費量、濃縮フ

ィード量、濃縮分離作業量）は表 5-18 と同じである。  

本藤ら（2000）の計算根拠となった数値を表 5-19 及び表 5-20 に示す。  

 

表 5-19 ライフサイクル CO2 排出量算定根拠  

  BWR PWR 

核燃料消費量  t-U/年  19  19  

濃縮フィード量  t-U/年  127  155  

濃縮分離作業量  t-SWU/年  86  113  
本藤ら (2000）を基に作成  

U：ウラン、SWU：分離作業単位  
       
 

表 5-20 計算に用いたウラン燃料バランス 

本藤ら(2000)      BWR*1     PWR*2 

 U-235 U-238 計  U-235 U-238 計  

（単位） % ｔ  t t % t t t 

天然 U 0.72 0.91 126.09 127 0.72 1.12 153.88 155 

濃縮 U 3.40 0.65 18.35 19 4.10 0.78 18.22 19 

劣化 U 0.25 0.27 107.73 108 0.25 0.34 135.66 136 

      参照ケースⅠ*3 参照ケースⅡ*4 

天然 U 0.71 1.35 188.65 190 0.71 1.05 146.95 148 

濃縮 U 3.40 1.02 28.98 30 3.0 0.81 26.19 27 

劣化 U 0.20 0.32 159.68 160 0.20 0.24 120.76 121 

減損 U 0.80 0.24 －  －  0.80 0.22 －  －  

正味 U －  0.78 －  －  －  0.59 －  －  
*1,*2 は本藤ら (2000）、*3 は小出(2011) 、*4 は高木 (1981)を基に作成  

参照ケースⅠ、Ⅱともに 100 万 kW の原子炉を 1 年間稼働させた場合の値である。 
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表 5-19 では、100 万 kW の原発を 1 年間稼動させる場合に必要なウラン燃料は

BWR、PWR ともに 19 トン（ t）としている。  

19 t の U 燃料を得るために、原料（天然 U：濃縮度 0.72%）は BWR で 127 t、

PWR で 155 t 必要とされ、核燃料（濃縮 U）の濃縮度は BWR で 3.4%、PWR で

4.1%としている（表 5-20）。  

また、濃縮 U を得るための濃縮フィード量は BWR で 127 t-U/年、PWR で 155 

t-U/年としており  、濃縮分離作業量は BWR で 86 t-SWU/年、PWR で 113 t-SWU/

年としている（表 5-19）。その結果、両タイプの炉で同じ発電量（発電端）6,132 

GWh/y を出力するとしている。  

【濃縮量の検証】  

表 5-19 及び表 5-20 に示した数値を検討した結果、表 5-18 の数値について、以

下の 4 点の疑問がある。  

 BWR と PWR で同量（19 t）の濃縮ウラン燃料を使って同じ出力を発生し

たとしているが、U-235 の消費量は BWR（0.65 t）と PWR（0.78 t）と異な

っている（表 5-20）ことに疑問がある。  

 表 5-20 において、BWR（濃縮度：3.4%）、PWR（濃縮度：4.1%）ともに

19 t と同量のウラン燃料を使用しているが、参照ケースⅠ（濃縮度：

3.4%）では 30 t、参照ケースⅡ（濃縮度：3.0%）では 27 t のウラン燃料が

必要としており、19 t で 100 万 kW の原子炉を 1 年間稼動させることが可

能であるか、疑問がある。  

 また、原子炉で使用済みの燃料には通常、減損ウランとして U-235 が 0.8%

程度含まれる（高木 2011；W・マーシャル 1987）ため、表 5-20 における参

照ケースⅠ、Ⅱでは、減損 U として 0.2 t 程度が含まれている。  

しかし、本藤ら（2000）の計算では、減損ウランが含まれているかどう

か不明である。したがって、この量に相当する天然 U を濃縮し、濃縮 U

（19 t）に加える必要はないか、疑問がある。  

 参照ケースⅡ（濃縮度：3.0%）では、27 トンの濃縮ウランを得るための濃

縮分離作業量を約 120 t-SWU/年としているが、表 5-19 において、より濃縮

度の高い BWR（濃縮度：3.4%）の濃縮分離作業量を 86 t-SWU/年、同様に

PWR（濃縮度：4.1%）で 113 t-SWU/年としていることに疑問がある。  

以上の検討結果から、表 5-19 において濃縮分離作業量を BWR（濃縮度：3.4%）

で 86 t-SWU/年、PWR（濃縮度：4.1%）で 113 t-SWU/年としていることに対し、

減損ウラン分（約 0.2 トン）に相当する濃縮ウランに係る作業量として 20~30%追

加をした場合について計算すると、表 5-18 に示された CO2 排出原単位は下記の

とおり増加する。  
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     BWR の原単位：29.47 g-CO2/kWh→35.4~38.3 g-CO2/kWh 

     PWR の原単位：36.40 g-CO2/kWh→43.7~47.3 g-CO2/kWh 

その他に、表 5-18 に示された CO2 排出原単位に含まれない CO2 排出の要素と

して、ウラン採鉱時の鉱滓処理、新型炉の研究開発、事故対応、放射性廃棄物処

理・処分等のプロセスからの CO2 排出があることから、図 5-9 に示された、他の

電源との比較においても相対的に CO2 の排出原単位が高くなる。  

以上の検討の結果、原発のライフサイクル CO2 排出原単位として示されている 20 

g-CO2/kWh（図 5-9）は、核燃料サイクル技術が未確立であることから、大幅に増加

すると推測される。また、現状を反映した基本システムとされるケース（表 5-18）

についても、20~30%の上乗せが必要となると考えられる。  

すなわち、原発のコスト検討で述べたように、41 年間の操業実績に基づく、より

現実的なライフサイクル CO2 排出原単位を計算することが必要と考える。  

(2) 温暖化対策への貢献度  

原発が温暖化対策に貢献するかどうかについて、吉岡（2011, p. 56）は、国立環境

研究所温室効果ガスインベントリオフィスのウエブページに掲載されている世界の

主要国の温室効果ガス排出データから、原子力発電拡大と温室効果ガス排出削減と

の「逆相関」が認められると報告している。吉岡は、「原発拡大に熱心な国ほど温室

効果ガス排出削減の達成度が悪い。すなわち、環境政策に不熱心な国が原発を“机上

の”温室効果ガス排出削減手段としているようだ。例えば、日本では、京都議定書の

基準年の 1990 年以降、20 基の原発の新増設があったが、その間の CO2 排出原単位

は 410 g-CO2/kWh から 444 g-CO2/kWh へ悪化している。」と述べている。  

地球温暖化対策の意義について、大山（2013）は、温暖化対策は本来、環境の保

全を考えたものであり、放射性物質を生み出す原発を避けることが環境保全に適う、

と述べている。吉岡（2011, p. 28）も、原子力発電は温室効果ガス排出については火

力発電よりも少ないが、その代わりに大量の放射能・放射線を生み出すため、総合

的に見てクリーンとは言い難い、としている。  

その他に、膨大な温排水をもたらすことが問題である。小出（2011）によれば、

100 万 kW の原発は 1 秒間に 70 トンの海水を 7℃上昇させている。この水量は、日

本の河川で 70 t/s の流量を持つのは約 30 しかないことからもその影響の大きさが

理解される。  

 

以上のとおり、原発は、CO2 排出原単位は相対的に少ないが、放射性廃棄物によ

る将来世代に対する倫理的問題や、現世代における温排水問題などがあることから、

他の発電方式に比べて果たしてクリーンなエネルギーといえるのか疑問である。  

すなわち、今後は、温暖化対策と切り離した上で、原発が他の発電方式との比較
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においてメリットがあるか、について再評価し、日本のエネルギー政策の中での原

発の位置付けを見直す必要があろう。 

 

5.3.5 原発と廃棄物問題 

原子力政策の中で最大の課題は、放射性廃棄物問題であろう。放射性廃棄物が特

に問題とされる理由として大山（2013）は、「原発により発電された電力を消費する

ことで便益を生むが、そこで生じた核廃棄物は、その後長期にわたり人間社会に悪

影響を与える。この時間のずれは異なる世代間に倫理問題を生じることである。」と

している。すなわち、高レベル放射性廃棄物の何十万年にもわたる“間違いのない”

管理は実際上不可能であり、将来の世代からすれば「迷惑な負の存在価値」の一方

的な押し付けであると考えられる。  

放射性廃棄物による環境への影響は、核燃料を 1 回だけ使用して使用済み燃料を

処分する「ワンスルー」方式と使用済み燃料を再処理し、プルトニウムを取り出す

「核燃料サイクル」方式があり、国の原子力政策によって大きな違いが出る。日本

の「エネルギー基本計画」における原発政策では、後者の方式を選択しているため、

莫大な費用、超長期にわたる管理、放射性物質の完全な隔離という極めて困難な課

題を抱えている。  

【高レベル放射性廃棄物】  

日本では、原発から出る放射性廃棄物を高レベル廃棄物（使用済み核燃料等）

と低レベル廃棄物（コンクリート、金属、廃液、消耗材等）に分けて管理してい

る。2012 年時点では、高レベル放射性廃棄物が 1.4 トン /日（1.4 × 0.7 × 365 日  

＝  255 t/y）、低レベル放射性廃棄物は約 80 トン /日（80 × 0.7 × 365 日  ＝  

20,440 t/y）発生している（電気事業連合会 2013）。  

核燃料サイクルにおける使用済み核燃料の具体的な処理方法は、処理工程から発

生する放射性廃液が強い放射能を帯びた液体状のため、ガラスに混ぜて固化体にす

る（図 5-10）。2014 年 4 月時点で、日本に約 17,000 トンの使用済み燃料が各原発施

設や青森県六ヶ所村の再処理工場に保管されており、これらは、将来「ガラス固化

体」として地下に埋設される計画であるが、いまだ、最終処分のための埋設地は決

まっていない。また、日本ではガラス固化体の製造技術が未完成であり、数個に 1

個しか成功しない状況にある（伊藤 2011b, p. 9）。  

「エネルギー基本計画」によれば、これらの廃棄物の管理には非常に長い年月を

要するため、将来世代の負担を考慮して最終的には人間による管理がなくなったと

しても安全に処分できる方法が検討されてきた。例えば、宇宙処分、海洋底処分、

南極・氷床処分などの検討が行われた。これらの結果を踏まえて 2000 年 5 月に、

「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」が制定され、300~3000m の地層処分
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が唯一の方法として定められた（小出 2011, p. 87）。  

地層処分の具体的な方法はまだ検討中であるが、基本的な考え方は、高レベル放

射性廃棄物を「ガラス固化体」とした後、更に 2 重に容器や粘土で囲む「多重バリ

アシステム」が計画されている。大島（2013, p. 116）によれば、「ガラス固化体が出

来た直後の放射線量は極めて高く（1 万 4000 シーベルト /時）、近くに人がいれば瞬

時に致死量を超える（8 シーベルト以上の被曝で 100% 死亡する：高田 2007, p. 12）。」

とされている。  

このガラス固化体は、海外では金属容器に詰めて岩塩鉱山や岩盤などに地中深く

保管することが考えられている。例えば、英国では、地中処分の適地は 1,000 カ所

以上あるが、日本で適地を探すのは困難であり、使用済み核燃料をそのまま廃棄す

るワン・スルー方式が向いている（伊藤 2011b, p. 9）。  

さらに、地層処分として長期保管される高レベル放射性廃棄物の放射能減衰は、

天然のウラン鉱石の放射能レベルに達するには、約 10 万年必要とされている（読売

新聞 2014）。このため、プルトニウムの保管に関わるリスク 15)、地盤変動（地震、

活断層、火山活動、マグマ活動など）のリスクに加えてテロや盗難などのリスクが

懸念されている。  

 

 

  
電気事業連合会 (2013)より  

図 5-10 ガラス固化体製造方法   
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5.3.6 原発運転継続上の問題点 

【プルトニウムの管理】  

原子炉は第二次世界大戦直前、マンハッタン計画 16)の中で開発されたが、その目

的は、エネルギー利用よりも原爆用のプルトニウムの製造であり、エネルギーは厄

介な副産物として大気中や水中へ棄てられていた（武谷 1976, p. 39）。このことから

もわかるように、開発当初は目的達成以外のこと（安全等）は二の次にされていた。

1953 年 12 月の国連総会で行われた、アイゼンハワー米国大統領の有名な ATOMS 

FOR PEACE の演説を契機として、原子力技術の平和利用への転換が行われた（小菅

2014, p. 39）。しかしその後も、大電力を生み出す夢のような設備の実現に邁進する

あまり、原子力発電から生じる厄介な副産物への対応策が後回しにされたまま、設

備の大型化と各国への拡散が急激に進んだ。この問題の積み残しが、今日まで尾を

引いていると思われる。  

核分裂に必要な中性子は、U-235 を核分裂させることで得られるが、原子炉内で

発電のために核燃料を使用すれば、原子炉内における核反応の原理（図 5-11）によ

り、意図せざる核分裂生成物（核廃棄物）が同時に作られる。  

 
       (0.7%)    核分裂  
       235U＋中性子―→核分裂片 A＋核分裂片 B＋中性子＋中性子  
               
天然ウラン             連鎖反応  

                    一部のみ  
       (99.3%)         <23.5 分>  <2.35 日> 
       238U＋中性子―→239U――→239Np――→239Pu 

    U:ウラン、Np:ネプツニウム、Pu:プルトニウム  ＜＞内は半減期  

高木(1981,p.13)を基に作成 
図 5-11 原子炉内の反応  

 

核分裂生成物には、半減期の短いものから長いものまで種々の核物質が含まれて

いる（表 5-21）。この中には、半減期が 24,100 年と長く、かつ猛毒の Pu（プルトニ

ウム）も含まれており、日本において年々その蓄積量が増加している。日本は、戦

後 70 年足らずの間に、原爆数千個分に相当する約 44 トン（国内 9 トン、海外約 35

トン）ものプルトニウムを保有しており（小菅 2014, p. 10）、このことが諸外国から

も懸念されている。  

小菅（2014, p. 176）は、「核燃料サイクルによりプルトニウムを有用物と見做して

原発の致命的矛盾を解消しようとするロジックが、プルトニウムに代表される危険

な核物質を生み出すことは原発の最大の矛盾である。」と述べている。既に、欧米諸

国では見切りをつけているプルサーマルや高速増殖炉の推進が真に国益となるのか、

慎重な判断が必要とされる。  
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            表 5-21 主な核種の半減期 

分 類  核 種  半減期  

 

揮発性  

ヨウ素 131 8 日  

ストロンチウム 90 28.8 年  

セシウム 137 30.1 年  

燃料  ウラン 235 7,040 万年  

ウラン 238 44.7 億年  

超ウラン核種  プルトニウム 238 87.7 年  

プルトニウム 239 24,100 年  
                   森山(2014)を基に作成 

 

以上述べたように、日本の原子力発電は大きなリスクを抱えているにもかかわら

ず、政府の手厚い指導・支援措置によって電力業界の発電事業が支えられ、その経

営リスクを軽減することで事業を推進することを主要課題としている。このことは、

電力業界の経営リスクを国民が肩代わりすることを意味する（吉岡 2011, p. 61）。  

このような貴重な指摘について、国民一人ひとりが、今後の原発政策を自分の問

題として熟慮することが必要と考える。  

【原発の海外輸出】  

多くの発展途上国では、エネルギー需要拡大に対応するため、原発建設への意欲

が高まっている。一方、先進国の原子力産業は自国内で新規受注が見込めないこと

から、発展途上国に活路を見出そうとして受注競争にしのぎを削っている（小菅

2014, p. 149）。日本も例外ではなく、「エネルギー基本計画」で謳っているように、

中国、インド、中東等への原発輸出 17)を推進する方針で国を挙げて取り組んでいる。 

しかし、この動きに対し小菅（2014, p. 156）は、「発展途上国で多数の原発が建設

されれば、深刻な原発事故が必ず頻発する。」と警告している。その理由は、日本の

民主主義は発展途上であり、国民の権利と市民社会のルール順守意識は依然として

軽薄であることが福島原発事故の一因となった。このことから、民主主義に関して

は日本と比べればずっと未熟な途上国においては、国民生活の軽視による安全コス

トの節約が目に見えるからである（小菅 2014, p. 155）。  

【もう一つの問題】  

「原子力発電は、クリーンで低コスト」との考え方についてこれまで見てきたが、

原発の運転継続には、それ以上に重要な問題がある。  

小菅（2014, p. 151）によれば、「日本の原子力技術は、GE（米、ゼネラル・エレ
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クトリック社）やウエスティングハウス社を見よう見まねで国産化してきた。川上

のウラン濃縮技術は大半が米国からの輸入であり、川下の使用済み核燃料の再処理

は、ほとんど英仏両国に委託してきた。このため、これらの技術は外国からの導入

技術の消化さえもまともに出来ていない。」との評価がある。  

また、小菅（2014, p. 28）は、「これだけの事故を起こしてもなお、電力会社は電

力業界の利益を優先し、『安上がりの原発』の維持を至上目的として行動した。『原

発は低コスト』というフィクション、これこそが『国策民営』体制がなんとしても

守ろうとしたことであり、それが事故原因の追究から事故対策のすべてを歪め、不

透明なものにしている。」と述べている。  

これまでの検討から、原発の利点とされる「クリーンで低コスト」及び「安定供

給」が、いずれも疑問符が付く状況が明らかになった。それならば何故、日本は原

発を今後も推進しようとしているのか。  

吉岡（2011）によれば、「日本の原子力政策の特徴は、国家安全保障の基盤維持の

ために先進的な核技術・核産業を国内に保持するという方針（これを『国家安全保

障のための原子力の公理 18）』と呼ぶ）を不動の政治的前提としている。」と述べて

いる。  

このように、今後も原発推進の政策を選択した場合、大山（2013）は、2 つの倫理

問題を生じることを指摘している。すなわち、一つは、現世代は原発により電力使

用の便益を得るが、そこから生じる核廃棄物は、何十万年に亘り、将来世代による

管理が必要であり、2 つの世代間での倫理問題を生じる。また、もう一つは、現在

の世代においても、原発立地周辺の住民とそこから遠隔の地に居住する住民の間に

倫理問題がある、としている。  

さらに「もんじゅ」は、1995 年に事故を起こしその後停止しているが、欧米の先

進国は、全て高速増殖炉に見切りをつけている。しかし、日本は H 26 年の「エネル

ギー基本計画」においても、なお推進の方向を打ち出している。何故これほど高速

炉にこだわるのか。「使用した核燃料以上に核エネルギーが増殖する」ことについて、

高木（1981, p. 174）は、「増殖の効果はハッキリ否定的である。高速炉は通常の軽水

炉の危険性を一層高めるだけでなく、『増殖』すら疑問である。」と述べている。  

このようにリスクの高い「増殖炉」を開発する理由について、小出（2011, p. 44）

によれば、軽水炉で生み出すプルトニウム（Pu）は、核分裂性の Pu を約 70%しか含

まないが、高速炉では、その「ブランケット」の部分において核分裂性の Pu を 98%

含む核燃料が生み出される、と述べている。  

このことが原発推進の大きな原動力になっているとすれば、コストや温暖化問題

とは次元の違う問題であり、「エネルギー問題と温暖化問題を切り離し」、根本から

原子力の利用について見直す必要があろう。これに関し、吉岡（2011, p. 63）は、「原
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子力発電事業に対する優遇措置をすべて廃止し、原発事業を公正で自由な市場に任

せるべき。」と主張している。  

この考えは、すなわち伊藤（2010b）の主張する「気候変動問題とエネルギー政策

を切り離す 19)」考え方と共通の視点であり、今後、この「切り離し」に基づき、発

電事業としての原子力に対する適切な評価を行い、その結果を国民に開示すること

で、国民一人ひとりが原子力政策に対する判断が可能となるようにする政策が求め

られる。  

 

5.4 まとめと結論 

 

 セカンドオピニオンの具体的な方策検討にあたり、「エネルギー問題と地球温暖

化を切り離す」発想に基づき、石炭火力発電と原子力発電を取り上げ、それぞれの

得失について検討した。  

【石炭火力発電のまとめ】 

石炭火力発電は、以前から温暖化対策にとっては、好ましくないエネルギーソー

スとのイメージが強く、可及的速やかに他の手段に代替すべきである、というのが

一般的な見方である。しかし、太陽光発電や風力発電は未だ規模が小さく、原子力

は事故の危険が伴うことから、このような代替は進展していない（日本原子力産業

協会 2014）。  

 福島原発事故が契機となり、日本国内では、原発に代わり石炭火力発電が電力供

給の柱と見做され、新増設が増加している。その背景には、石炭は、他の化石燃料

と比べて、その埋蔵量の豊富さと価格面から、世界の中で最も需要が多く、重要な

発電用エネルギー源であるとの認識がある。発電電力量では、世界の 41% 以上、中

国においては、約 79% が石炭火力発電に依存している。  

 一方、石炭火力発電は、環境問題に大きな影響を与えていることが弱点である。

CO2 排出のみならず、SOx、煤塵、PM2.5 、エーロゾル等の環境汚染の要因となって

おり、特に中国では、健康問題を懸念して、石炭火力発電を含めて重化学工業に対

し種々の規制がとられてきた。しかし、石炭を他のエネルギーに変えることは容易

ではない事情もある。大量消費国の中国が、石炭を他の燃料、例えば天然ガスに一

斉に切り替えることを考えると、コスト面及びエネルギーセキュリティ面で、世界

は大混乱に陥ることも予想される。  

 中国では、国内でも産出している石炭を使わざるを得ない状況にあることを考え

れば、それをスマートに使いこなす方がベターであろう。そこで、発電効率、環境

対策の両面で高い性能を有する日本の石炭火力発電技術が、この問題の切り札にな

る可能性がある。  
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このような主旨から、具体的に得られる効果について試算を行った。過去にも、

同様の試算は行われているが、本研究のポイントは、単に、日本の最新技術の数字

を中国に当て嵌めるだけでなく、できるだけ、中国における石炭火力発電の実態を

踏まえ、脆弱性・回復性アプローチの観点から時間的にも長期間の対応は許されず、

技術的にも現実的な設備を導入するプランを想定した。したがって、改善対策は

2035 年までに完了することとし、技術供与する石炭火力発電のタイプを運転技術の

確立している超々臨界圧（USC）発電方式とした。  

その結果、本研究で得られた CO2 排出削減量は、2035 年時点では、741 百万トン

/年と日本の発電量の約半年分に相当する大きな効果が期待される。計算の結果、得

られた削減量は過去の試算と比べて大きいとは言えないが、より現実的で、妥当な

数値であると考える。また、今後 2035 年までの 25 年間で達成することを考えれば、

本研究で想定した技術移転も無理なく実現可能と考える。  

したがって、「エネルギー問題と地球温暖化を切り離す」考えからは、石炭火力発

電の欠点（CO2 排出）を取り上げて廃止の方向へ向かうのではなく、本稿で提案し

た「日本の支援によるスマートな石炭火力発電」を政策の柱に据えることがエネル

ギー問題の解決につながると考える。すなわち、発電技術、環境対策、日本人気質

の几帳面さ、の３本柱の技術支援で、中国の持続可能な発展のための基盤整備に貢

献することが、両国にとっての win-win 政策となる。この政策をセカンドオピニオ

ンの一つとして提案する。 

【原子力発電のまとめ】 

クリーンでかつ低コストのエネルギーとされていた原子力発電について、温暖化

対策への有効性及び安全・コスト・放射性廃棄物に関する得失について検討を行っ

た。  

福島原発事故が、日本国内のみでなく海外にも大きな影響を与え、エネルギー政

策の転換の契機になったが、日本政府は、未曾有の事故の収束も見ないうちに「エ

ネルギー基本計画」の中で、今後も原子力発電を推進する方針を打ち出している。

「温暖化対策のため」に原発が不可欠とまで考える人もいるが「果たして、原発の

推進は適切な選択だろうか」の疑問に答えることを目的に検討を行った。  

その結果、安全面では、福島原発事故の反省から、技術的な不備よりも、むしろ

「安全神話」などにより、シビアアクシデントに対する備えが疎かにされたことを

指摘した。すなわち、限られた人たちだけの狭い社会（原子力村）での情報共有や

意志決定に不適切さがあったことなどから、今後は、組織・体制や意識など「人的

な面」での改善が必要であることを指摘した。  

最も重要な安全性については、原子炉の設計並びに運転管理に関して、一部の技

術がまだ確立していない状況が見られた。安全対策が十分でない状況では、「原発は
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低コスト」を求められる事情があるにせよ、「安全」は「コスト」や「温暖化」など

他の要因とは同レベルで比較できない事項であり、原発存在の前提であることを考

えれば、現在の技術的基盤で原発を稼働させることに懸念があると言わざるを得な

い。  

コスト面では、これまで、電気事業連合会が発表していたモデルプラントに基づ

いた原発の発電コストに代えて、41 年間の原発の運転実績を基に計算した結果（大

島 2013）から、原発は他の電力方式との比較において優位性がないことが明らかに

なった。また、大山（2013）は、「トレードオフの関係にある安全性と経済性は、経

済性重視に傾く」と述べており、これらの指摘から、今後「低コスト」を理由に原

発を推進することは困難である。  

温暖化対策については、原子力発電におけるライフサイクル CO2 排出原単位は、

わずか 20 g-CO2/kWh と石炭火力発電の約 50 分の 1 である（図 5-11）とされている。  

 しかし、この数値は、未完成の核燃料サイクルを前提として計算されたものであ

り、これまでの 41 年間にわたる原発運転の実績を考慮した、本稿における試算の結

果からすれば、現実の CO2 排出原単位にはウラン濃縮における CO2 排出量に上乗せ

が必要である。その結果、ライフサイクル CO2 排出原単位は、図 5-11 に示された数

値の 1.5～2 倍になる可能性がある。  

さらに、原発で使用するウラン燃料の採鉱、研究開発、放射性廃棄物の処理・処

分等のプロセスからの CO2 を含めれば相当量の上乗せが必要となろう。その結果、

温暖化対策に関しても、必ずしも原発に優位性があるとは言えない。  

放射性廃棄物の問題については、高レベル放射性廃棄物の処理技術（ガラス固化

体）や最終処分方法及び核燃料サイクルにおける高速炉技術等に関して技術的に未

完成な部分が残されており、国内に大量に保有されているプルトニウムの危険性に

ついても諸外国からの懸念が大きいことを指摘した。  

以上の検討結果からは、今後、原発を継続することの意義が認められず、原発を

温暖化問題と切り離し、純粋にエネルギー供給機能だけから再評価する必要がある。 

したがって、今後の原子力発電については、本質的な対応が必要であろう。すな

わち、事故や地震リスクへの対応、石炭火力及びその他の発電方式との発電コスト

の適正な比較、さらには、いまだ目途がつかない放射性廃棄物の処理技術確立とコ

スト試算など、今後明らかにすべき課題が山積している。  

原発の問題は、今後、福島原発事故相当またはそれ以上の事故が再び起きるよう

なことがあれば、「エネルギー問題」にとどまらず、大量の避難者を生み出し、一国

の政治・経済をも壊滅させるほどの事態も予想される。したがって、原発問題は、

国民一人ひとりが「国家安全保障のための原子力」の意味をいいかに判断するかが

重要であり、そのためには、積極的にあらゆる機会を捉えて、原発の実体を知るこ
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とが重要である。  

当面の対応としては、これらの課題を解決するまでは、既存の原子力発電所のモ

ラトリアム（廃止ないしは再稼働の見合わせ）を決定し、最小限の原子力発電所を

テスト炉に転用し実証データを蓄積するべきであろう。その間の基幹的電力供給は

技術的に安全性及び採算性が実証されている石炭火力発電または LNG 火力発電等

に重点を置き、これらの発電方式における省エネルギーと環境負荷削減に関する技

術開発の推進のために、原子力発電で必要とされた地域対策費等を充てる政策が望

まれる。  

 

【結論】 

 石炭火力発電に関しては、「温暖化問題とエネルギーを切り離す」ことで、CO2 の

排出をもってすべてを否定するのではなく、今後、国内から海外へ視点を移し、途

上国の環境問題、エネルギーセキュリティ、地球温暖化問題を同時に解決できる win-

win 政策の可能性があることについて述べた。  

 原子力と温暖化問題の関係については、これまでのところ、温暖化対策として過

度に原子力に依存している状況が見られる。大山（2013）によれば、「原発は核技

術を介して核兵器と切り離せない。費用とか国民的負担とかを理由に（推進か否か

の）態度を決めるべきでない。」と述べているように、安全（事故や放射能被害）

と CO2 排出とは比較対象にならないことを述べた。  

したがって、今後の政策提案としては、原子力開発の原点に立ち返り、安全・安

心・確実な技術を確立することが前提となる。そのためには、試験炉による徹底し

た技術開発により、放射性廃棄物処理も含めたトータル技術を確立し、その結果、

獲得した技術・基準に基づき、国のベースロードたる商業運転に移行することが必

要と考える。  

以上のとおり、温暖化問題と関係の深い石炭火力発電と原子力発電について検

討した結果、これまでは、温室効果ガスを指標とした評価が強調されてきたが、原

子力発電にとっても石炭火力発電にとっても、「エネルギー問題と地球温暖化問題

を切り離す」ことで、それぞれの発電方式の得失を適正に評価することが可能とな

る。この考えに沿って、今後、エネルギー問題と地球温暖化問題の関係について再

評価することが必要である。  
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■ 注 

 

1)  プルサーマルとは、MOX 燃料（ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料）を軽水

炉で使用する計画のことで、日本ではこのように呼んでいる（高木 1999, p. 191）。 

2)  吉岡（2011, p. 42）によれば、日本の原子力政策は、所轄省庁、電力業界、政治

家、地方自治体、有力者の四者を主な構成員とする利害関係者間でのインサイ

ダーの利害調整に基づくとし、この政策決定の仕組みを「核の四面体構造」と

名付けた。また、同様に大島（2013, p. 166）は、このような体制を「原子力複

合体」と呼び、その特質について「原子力発電利用の推進について疑いを持た

ず、他の意見を排除しようとするところにある。」としている。  

3)  原子力村について、高木（1999, p. 39）によれば、原子力は技術基盤も産業基盤

もないまま、上からの政治的思惑によって原子力グループが作られた歴史があ

る。「村」の実態は、お互いの悪口を言わない仲良しグループで、外部に対して   

閉鎖的で秘密主義、しかも独善的傾向がある。すなわち、三ない主義（議論な

し、批判なし、思想なし）がグループ内で形成された、と述べている。  

4)  まず、「止める」は、原子炉を自動的に止める装置により、制御棒を燃料集合体

の中に挿入し、中性子を吸収することで核分裂を停止することである。「冷やす」

は、核分裂が停止した後も原子炉内で生成した核分裂生成物による崩壊熱が稼

働中の約 20% 程度も出続けているため、燃料の溶融を防止するために冷却す

る。「閉じ込める」は、放射性物質を環境に漏らさないため圧力容器などの内部

に閉じこめることである。  

5)  アメリカ機会学会規格（ASMEⅢ）とは、The American Society for Mechanical 

Engineering の ASME Boiler and Pressure Vessel Code/Section III を指す。  

6)  シビアアクシデントとは、設計基準事象を大幅に超える事象であって、安全設

計の評価上想定された手段では適切な炉心の冷却または反応度の制御ができ

ない状態であり、その結果、炉心の重大な損傷に至る現象（杉本 2013）。  

7)  ここで示した「レベル」は、国際原子力事象評価尺度（INES: International Nuclear 

Event Scale）の事で、国際原子力機関（ IAEA）と経済協力開発機構原子力機関

（OECD/NEA）が定めている事故評価レベルであり、下記の 0～7 の 8 段階と

なっている。  

 レベル７：「深刻な事故」、レベル 6：「大事故」、レベル 5：「広範囲な影響を

伴う事故」、レベル 4：「局所的な影響を伴う事故」、レベル 3：「重大な異常

事象」、レベル 2：「異常事象」、レベル 1：「逸脱」、レベル 0：「尺度未満」。   

8)  原子力発電関係で ISO14001 の認証取得または自己宣言を実施している事業所

は、日本原子力研究開発機構*1（人形峠科学技術センター、大洗研究開発センタ
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ー、東濃地科学センター、高崎量子応用研究所の 4 事業所）、日本原子力発電株

式会社*2（東海第二、敦賀の 2 発電所）がある。  

 （*1：日本原子力研究開発機構 HP、*2：日本原子力発電 HP）  

9)  高レベル放射性廃棄物の海外委託処理は、これまで主としてフランス（一部イ

ギリス）に委託してきた。ガラス固化体を 20 本または 28 本に集合して 1 つの

輸送容器（約 100 トン）に入れ、この容器１~７基を一回の輸送で運んでいる。

専用船（5,000 トン）により、主にパナマ運河経由で海上輸送されているが、輸

送中の気象変化、テロ、盗難などのリスクが考えられる。また、英仏の積み出し

港でのハンドリングや、日本の受入港（これまでの 15 回はすべて青森県のむつ

小川原港）でのハンドリングミスなどのリスクがある。  

10) 事故発生頻度について、 IAEA の安全目標では 10 万炉年（1 つの原子炉が 1 年

間稼働した時、１炉年という）分の１の確率とされており、その場合の事故リ

スク費用は 0.006 円 /kWh となる（大島 2013）。  

11) 原子力委員会は、東京電力に関する経営・財務調査委員会の報告書における損

害額を根拠に、4 兆 9936 億円としている。だが、これには損害額や除染費用を

過小評価しており、行政費用も含まれていない（大島 2013）。  

12) 総合資源エネルギー調査会電気事業分科会コスト等検討小委員会「バックエン

ド事業全般にわたるコスト構造、原子力発電全体の収益性等の分析・評価」2004

年 1 月 23 日。  

13) 原発による 1970 年～2010 年の累計発電量は EDMC（2013）より引用。   

14) 揚水発電の 41 年間（1970～2010 年）の累計発電量は transact.wiki.fc2. com/wiki/

から 7.31×1010 kWh とした。表 5-15 から 53.06 円 /kWh を用いて計算した結果： 

3.8 兆円  ＝  53.06 円 /kWh × 7.31 × 1010 kWh。  

15) 日本には数十トンの Pu が溜まっている。現時点でも各原子力発電所が保有する

使用済み燃料棒の中には大量に Pu が存在しており、リスクが高い状態にある。  

例えば、過去の事故例では、1964 年、米国の軍事衛星 SNAP-9A がインド上

空で炎上し、Pu-238 約 1 kg が空から世界中にばらまかれた。Pu は世界で最も

毒性の強い物質の 1 つであり 1 kg で約 1 兆人分の許容量に相当する。また、

1974 年インドは「平和利用」の原子力施設だけを使って製造した Pu を用いて、

核爆発実験に成功したことで、世界に核拡散の脅威を与えた。日本でも、1980

年東海村の動力炉・核燃料開発事業団から敦賀の新型転換炉「ふげん」に向け

て、3 台のトラックで Pu 24 kg を含む核燃料が運搬された。この量は、原爆３

発分に相当する（高木 1981, p. 3）。  

16)  マンハッタン計画（Manhattan Project）とは、第二次世界大戦中、枢軸国の原

子爆弾開発に対抗して、アメリカ、イギリス、カナダが原子爆弾開発・製造の



 

138 

 

ために、科学者、技術者を総動員した計画（高木 1981, p. 11）。  

17) 国内原発メーカーの海外展開：東芝は、2014 年 1 月にイギリスの原子力発電事

業会社「ニュージェン」の株式を 60% 取得。日立製作所もイギリスで原発事業

会社「ホライズン・ニュークリア・パワー」を買収し、原発の建設を進めてい

る。トルコでは、三菱重工などの企業連合が原発建設を予定。その他、世界で

建設中の原子炉が 81 基、さらに計画中が 100 基ほどある（産経新聞 2014）。  

18) この公理の意味するところは、日本は核武装を差し控えるが、核武装のための

技術・産業的な潜在力を保持する方針をとり、それを安全保障政策の一環とす

るということである。それによってアメリカとの軍事同盟の安定性が担保され

る（大山 2013）。  

19)  気候変動問題とエネルギー政策の重なりが強すぎると観点と戦略の多様性が

失われる。重なりを少なくすれば、観点と戦略の多様性が生まれ、より良い解

にたどり着ける（伊藤 2010b）。  
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第Ⅱ部 

 

地球温暖化問題への ISO 認証制度の活用 
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第 6 章 マネジメントシステムスタンダードの活用 

 

6.1 緒論 

 

第 4 章で検討したセカンドオピニオンのオプション（表 4-3 参照）の中で、「標準

化における認証制度」は民間主導でボランタリーな仕組みであり、途上国にも受け

入れられ易いことを述べた（4.3.3 (3)）。  

そこで、第 6 章では、ISO 規格 1)のうち認証制度の基準として用いられている一

群の「マネジメントシステムスタンダード（MSS）」と呼ばれる規格群について、地

球温暖化対策への活用の可能性を検討した。  

6.2 節では、MSS 及び MSS の一つである環境マネジメントシステム規格（略称：

EMS）（ISO14001）の実施状況について考察した。ISO14001 は、発行以来、世界各

国で実施されており、実際に取り組みを行っている組織からは多くのメリットがあ

ることが報告されている（Ogawa 1998；小川・浜野 2004）。しかし、長年実施して

いるケースではマンネリ化も出ているとの報告（衣川 2012；米倉 2010）もあり、

ISO14001 の運用の仕方により実施効果が異なることから、効果的な実施方法につい

て検討した。  

6.3 節では、ISO14001 について、特に工夫された事例やグローバル展開に活用し

ている事例について考察し、省エネルギー、省資源等に関して多くの成果が出てい

ることを確認した。また、新たに開発された他のシステムとの統合化により効果を

挙げている事例についても考察を行った。特に、ISO14001 と関係の深いエネルギー

マネジメントシステム規格（ ISO50001）、ESCO（Energy Service Company：エスコ）

事業及びマテリアルフローコスト会計（MFCA）を取り上げ、実際の活用事例にお

ける有効性を評価した。  

6.4 節では、事例検討の結果から、今後、ISO14001 がより多くの企業・事業者に

活用されるように、効果的運用への機能拡大について検討した。さらに、海外にも

その効果的な実践方法を伝達することによって、温暖化対策のみならず、サプライ

チェーンにおける原材料調達、エネルギーセキュリティや地域社会との協働による

成果の増大に貢献できる方策について検討した。  

 

6.2 マネジメントシステムスタンダードの特徴 

 

マネジメントシステムスタンダード（Management System Standard：MSS）とは、

国際規格（International Standard：IS）の中で、ハード（機械、設備、部品等）に対

する規格ではなく、ソフトに関する規格のうちマネジメントシステム（仕組み）に
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関する一連の規格を指す。  

MSS の始まりは、1980 年代に開発された品質マネジメントシステム規格（ ISO9001）

に代表されるように、第三者認証用として制定された。その後、表 6-1 に示すとお

り、数多くの MSS が制定されている。  

このうち、環境マネジメントシステム規格（ISO14001）は 1996 年に発行され、こ

の規格が社会に与えたインパクトには大きなものがあった。これに関し、飯塚（2006）

は、「ISO14001 は、それまで品質マネジメントのみだったのが環境も加わったとい

うような軽いものではなく、第三者機関が組織
・ ・

運営
・ ・

におけるマネジメントシステム

の健全性を評価し、登録するという民間の制度が、社会制度として機能しうること

を示すものであった。」と述べている。  

 

       表 6-1 マネジメントシステムスタンダードの例 

技術委員会 規格番号 規格名称 

TC 207 ISO 14001 環境マネジメントシステム 

TC 176 ISO  9001 品質マネジメントシステム 

TC 34 ISO 22000 食品安全マネジメントシステム 

ISO/IEC/JTC1 ISO 27100 情報セキュリティマネジメントシステム 

TC 8 ISO 30000 船舶リサイクルマネジメントシステム 

TC 242 ISO 50001 エネルギーマネジメントシステム 

TC 46 ISO 30301 レコードマネジメントシステム 

TC 223 ISO 22301 事業継続マネジメントシステム 

PC 241 ISO 39001 道路交通安全マネジメントシステム 

PC 250 ISO 20121 イベント持続可能性マネジメントシステム 

PC 236 ISO 21500 プロジェクトマネジメントシステム 
吉田 (2011)及び関 (2010)を基に作成  

TC: Technical Committee, PC: Project Committee) 2) 

 

 ISO 14001 は、制定以来 18 年以上が経過したが、2011 年 12 月時点では 158 か国

で実施され、世界で合計 26 万 7 千件の認証登録が行われている。特に、アジア等の

新興国で増加しており、中国の認証数（8 万 3 千件）が世界一であり、第二位の日

本（2 万 9 千件）の 2.5 倍以上である（日本工業標準調査会 2013）。  

 ISO 14001 の認証を取得することによって得られる効果は、これまで実施してき

た組織の事例から、下記の点にまとめることが出来る（小川・浜野 2004）。 

【対外メリット】 

 海外顧客・投資家に信頼感を与える  

 利害関係者（消費者、取引先、周辺住民など）への信頼性向上  

 法順守の強化（順法状況の自己確認、法規制の制改訂への対応）  
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 営業効果（名刺・会社案内等で認知され、好感度が向上） 

 官庁検査・立ち入りや公共工事入札、税制優遇などに有利 

 企業イメージの向上（資金調達、人材採用、株価などに有利） 

【社内メリット】  

 自己マネジメントの強化（事業計画立案、運営、検証、是正、内部監査）  

 経営体質の強化（経営方針の浸透、環境意識向上、力量向上、業務の標準化） 

 緊急事態への対応（事故の未然防止、訓練、再発防止）  

 省エネ・省資源の効果増大と経費節減  

 環境配慮製品の開発・拡販（省エネ製品、軽量化、小容量化、易分解性など）  

 

しかし、日本においては、2008 年（28,912 件）をピークに認証件数が減少し、同

様の傾向は数年前から欧米諸国でも見られている。  

日本で登録件数が減少している理由としては、①認証取得後の活動形骸化、②認

証取得による事業優位性の相対的低下、③成果の把握と評価の難しさ、④コストの

増加などであり、マネジメントシステムが経営課題の解決に有効活用されていない

状況が見られる（日本工業標準調査会 2013）。  

このように、長年 ISO 14001 を運用している企業・事業所は、図 6-1 に示すよう

に、その活動が ISO そのものを活動目的とした“内向き”の活動により停滞してい

る「静的な組織」と、事業の課題解決のツールとして継続的改善に有効活用してい

る「動的な組織」に分けられる傾向が見られる（日本工業標準調査会 2013）。  

 

 

  

 

 

 

日本工業標準調査会 (2013)より 

図 6-1 動的な組織と静的な組織におけるマネジメント 
システムの位置付けの違い   
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一般的に、長年取り組みを行っている組織では、マンネリ化による成果の先細り

が見られる。例えば、宇宙航空研究開発機構（JAXA）の例（佐藤 2008）では、事業

所ごとに業務内容が異なるため 1999 年から 2004 年にかけて、6 つの組織に分けて

ISO 14001 の認証取得を行った（表 6-2）。  

 

 

       表 6-2 JAXA における ISO 14001 取得状況 

事業所 初回審査登録年月  

地球観測センター  1999 年 11 月 

沖縄宇宙通信所  2000 年 3 月 

角田宇宙センター  2001 年 2 月 

勝浦宇宙通信所  2001 年 3 月 

種子島宇宙センター、
増田宇宙通信所  

2002 年 2 月 

筑波宇宙センター  2004 年 3 月 

                                  佐藤 (2008)を基に作成  

 

 

佐藤（2008）によれば、JAXA における ISO14001 の活動は、1998 年地球観測セ

ンターで発生した写真現像液（シアン化合物）漏洩事故による土壌汚染が取り組む

きっかけとなった。導入当初は、環境リスク管理を重点としていたが、次第に、い

わゆる「紙・ごみ・電気」の負荷削減に活動の主体が移り、その後、ISO 継続のた

めのアイデア枯れが現場のストレスとなり、徐々に形骸化が進んだ。  

 この事例のように、多くの組織で、最初は事業所ごとにマネジメントシステムを

構築し、取り組みを開始したが、3、4 年もすると、当初の理念が薄れ「紙・ごみ・

電気」を中心としたマンネリ化に陥ってしまうことが指摘されている（米倉 2010）。  

すなわち、「紙・ごみ・電気」の削減活動による環境負荷削減も、数年を経過する

と成果が頭うちになり「これ以上は減らない」という限界に達するため、この時点

で取り組み方法を見直し、継続して成果の得られる活動へと軌道修正が必要である。

例えば、サプライチェーンへの働き掛けや環境に有益な取り組み、企業の社会的責

任を視点とした活動へと広げ、内容の充実とテーマの転換を行い、新しい領域で成

果が得られるように、ISO 14001 を運用することが重要である（米倉 2010）。  

 ISO 14001 に長年取り組んでいる組織の中には、当初構築したマネジメントシス

テムを継続するだけでなく、対象範囲の拡大や、他の規格（例えば、ISO 50001）と

の統合的運用により効率化を図っている組織が増加している。  
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 そこで、6.3 項では、環境マネジメントシステム（EMS）を有効に活用している事

例について調査し、その利点について考察した。  

 

6.3 マネジメントシステムの活用事例 

 

6.3.1 ISO 14001 の活用事例 

(1) 日立金属における活用 

 日立金属(株)は、1998 年から ISO 14001 の認証取得を開始し、「地球環境保護は企

業が果たす社会的責任」との理念に基づいた環境マネジメント活動に積極的に取り

組み、これまで、グループ内全拠点の 90% が取得を完了している（原 2014）。  

 日立金属グループの場合は、工場単位での認証取得からスタートしたが、製品環

境規制への対応や環境適合製品の拡販等への必要性から、技術、企画、営業などの

本社部門を含めたカンパニーをグループ化した環境マネジメントシステム（EMS）

の構築を進めてきた（図 6-2）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

原 (2014)に基づき作成 

図 6-2 日立金属グループ環境経営推進体制  
 

 

その結果、国内全事業所を統合した「日立金属グループ EMS」としては、2009 年

度に ISO 14001 の認証取得を完了している。グループ化の過程では、新たに環境経

代表執行役執行役社長  

環境担当役員  

グループ環境委員会  技術センター  

環境担当役員  

関連部門長  

コーポレート  各カンパニー  

各事業所  

環境担当役員  

同左  

海外グループ各社  

 事業所長  
統括環境  

管理責任者  

         内部環境監査ﾁｰﾑ  

環境委員会  

      環境管理責任者  事務局  

            専門部会  

        各部門  

国内グループ各社  

同左  
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営推進組織の編成を行い（図 6-2）、関連規定の整備や環境負荷削減目標の達成活動

を行ってきた。更に、世界中の事業拠点で同一基準に基づく「グローバル環境管理」

を実施している。例えば、米国 8 サイト、中国 4 サイト、アジア地区 7 サイトを含

めたグローバル内部監査を 2011 年度から開始した。  

日立金属グループでは、 ISO 14001 規格 4.3.1 項（環境側面）の要求事項に対し、

環境適合設計アセスメントを重視し、原材料の調達から製品の設計・開発・製造・

流通・使用・廃棄までのライフサイクルを通じて環境配慮した「環境適合製品」の

拡大を推進している。その結果、2012 年度の環境適合製品（エコプロダクツ）の売

上高は全製品の 76.2% に達している。環境パフォーマンスの改善に関しては、2012

年度の廃棄物発生量は、2005 年度対比で 11% 削減し、CO2 排出量は毎年 1% 削減

（原単位基準）を目標とし、2012 年度は 1990 年比で 19% の削減を達成している。 

また、サプライチェーンにおけるステークホルダーとの環境協働活動として

「GREEN 21-2015」活動を実施している。この活動では、7 つの環境重点項目（環境

経営／製品事業戦略／サプライチェーンマネジメント／エコマインド／エコプロダ

クツ／エコファクトリー／ステークホルダーとの協働）についてスコア制を採用し、

2011 年（351 点）から 2015 年には 514 点に伸ばすことを目標に、各部門で取り組ん

でいる。  

日立金属グループにおけるこのような環境マネジメント活動は、日本の多くの企

業がグローバル展開やサプライチェーン重視の方向を目指している中で、ISO 14001

の効果的活用の参考になる。  

(2) ウシオグループの取り組み 

 ウシオ電機(株)を中核とするウシオグループでは、2003 年にグループ環境活動を

開始し、グループ全体への環境活動の浸透、環境重要課題の設定とパフォーマンス

評価を実施してきた（氏家 2014）。  

ウシオグループの特徴的な活動は、CO2 削減のための全社組織として「地球温暖

化対策委員会」を設置し、各事業所・各グループ会社のエネルギー削減計画の進捗

状況のフォローや、施策に関する情報交換を行っていることである。具体的には、

各事業所の電力使用量、廃棄物発生量等について、環境データ収集分析ツール「ECO-

SYS」により、月次で報告されるシステムを構築している（図 6-3）。  

多くの企業がグローバルに事業展開している現状からは、国内だけで環境負荷を

削減している活動は、ステークホルダーから見て十分とは言えない。ウシオグルー

プのように、グループ企業全体が、同一の環境マネジメントシステム（EMS）の中

に組み込まれ、同一の管理基準でグローバルに運用される仕組みが求められている。

この事例は、事業の発展に伴い、日本国内で実施していた EMS 活動を進化・発展さ

せて、海外の全事業所にも適用した効果的な事例であり、同様の活動拠点を有する
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多くのグローバルカンパニーの参考となる。  

 

 

氏家 (2014)より引用 

図 6-3 ウシオグループによるグローバル EMS 活動  
 

 

(3) 富士通グローバル EMS の活動 

富士通グループでは、2004 年度に連結子会社を含む日本全国 99 の事業拠点を 1

つの組織に集約し、「国内グループ環境マネジメントシステム」としては、日本で初

めて ISO14001 の認証を取得した。  

 図 6-4 に示すように、富士通国内グループ EMS は、48,000 人が参加する国内最大

級の規模であり、審査を行った第三者認証機関にとってもサイト（事業拠点）数が

多く、その業務が多岐にわたるなどチャレンジ的要素を多く持った審査であった（ア

イソス編集部 2004a）。  

実際の認証審査は 2 段階で行われ、審査期間は約半年を費やし、サンプリングで

なく全サイトについて審査が行われた。その結果、延べ 200 人・日以上の審査工数

を要した超大型の審査登録事例であった（アイソス編集部 2004b）。  

富士通株式会社（以下、「富士通」とする）が、このように大規模な EMS を構築

した意図について、佐藤貢  環境本部 SD 規格室長（役職は当時）は「富士通の全事

業領域を適用範囲とした、経営と同じ枠組みで活動する EMS が欠かせないという

判断があった。富士通では、それまで工場や事業所単位で EMS を導入してきたが、

これまでの仕組みでは、各事業本部のビジネス活動、つまり本業についての目標を
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設定して活動を展開することが難しいとの考えがあった。」と述べている（アイソス

編集部 2004a）。  

このような意図を実現させるための EMS 構造は、「本来業務」と本社部門が統括

する「共通業務」を縦糸と横糸に見立てた「マトリックス」構造となっている（図

6-4）。これにより、従来、各事業所における環境パフォーマンス改善活動が主体で

あったが、事業部など本社部門との連携が効果的に行えるようになり、グローバル

なビジネス環境における戦略的な環境マネジメントが可能となった。  

 

 

           

 

富士通では、国内グループ認証に引き続き 2005 年度には、対象を海外に拡大し、

国内グループ会社 88 社、海外グループ会社 11 社を対象とする「ISO 14001 グロー

バル認証」を取得している（富士通グループ 2007）。  

筆者は、2004 年から 3 年間、富士通グループの審査にチームリーダーとして参加

した経験から、富士通グループのマネジメントシステム構築の思想は「コーポレー

ト・ガバナンスの強化」すなわち、組織中枢の考えを末端まで浸透させるために

ISO14001 の仕組みを活用した効果的な事例であり、他の多くのグローバル企業にと

っても大いに参考になると考える。  

(4) 滋賀県における地域密着型活動の例  

 滋賀県では、1977 年に県民の貴重な水源である「琵琶湖」にリンを含んだ生活排

水が流れ込み淡水赤潮が発生した。これを機に、「滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に

関する条例」を制定した。それ以来、県民の環境意識が高まり環境問題の「見える

ＢＧ：ビジネスグループ              アイソス編集部 (2004a)より  

図 6-4 富士通グループ取り組みマトリックス 
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化」に取り組んでいる（辰巳 2013）。  

 

 
辰巳 (2013）より  

図 6-5 滋賀県における ISO 14001 の取り組み 

 

県民の環境意識の高いことを端的に表しているのが、県内の ISO14001 の認証取

得事業所の割合が全国でトップクラスとなっていることである。そのあと押しをし

ているのが、滋賀銀行の金融商品：エコ・クリーン資金（ISO プラン）で、認証取

得資金を低利で融資する制度である。  

このほか、「滋賀県ならでは」の取り組みとして、「生物多様性格付け」を実施し、

絶滅危惧種に指定されている琵琶湖特産の「ニゴロブナ・ワタカ」の保護・育成・

放流事業を行っている（図 6-5）。絶滅危惧種に対するこのような活動は、地域の特

性を生かし、従来の EMS 活動の幅を広げる有効な活動として、他の地方自治体の参

考となる事例である。      

 

6.3.2 エネルギーマネジメントシステムとの統合化 

(1) ISO 50001 の概要 

エネルギーマネジメントシステム規格（ISO 50001）は、2011 年 6 月に発行され、

企業等で組織的なエネルギー管理と省エネルギーの促進等に利用されている。  

ISO 50001 は、米国や日本等の既存の省エネルギー法規を下敷きにして、ISO 14001
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と規格体系上の整合性を持つように開発されたもので、日本の省エネルギー法と整

合した内容になっている（西尾 2011；寺田 2011）。この規格を用いることで、エネ

ルギー使用に関して、方針・目的・目標を設定し、計画を作り、手順を決めて体系

的に運用管理（PDCA サイクルで管理）することが可能となる。  

この規格に関しては、中国において大量にエネルギーを消費する 17,000 社に対し

て、省エネルギー目標達成のために ISO 50001 の活用が求められている（石原 2012）。

日本においても、業務部門、家庭部門のエネルギー使用量の増加に対して、ISO 50001

を活用した省エネ対策が増えている。例えば、日本の建設分野で実際に ISO 50001

に取り組み、第三者認証機関から認証を取得した事例について以下に示す。  

(2) 集合住宅（ふなばし森のシティ）の事例 

集合住宅の分野では、2013 年度より経済産業省が、マンション全体で省エネや節

電等のエネルギー管理の普及を目的とした補助事業（スマートマンション導入加速

化推進事業）を行っている。この事業の 1 つである「ふなばし森のシティ」では、

マンションとしては日本で初めて ISO 50001 の認証を取得した。この事例では、ISO 

50001 を継続的な省エネ活動の推進を図るための体制構築及びマンションの運営管

理に活用している（内田・石田 2013）。  

「ふなばし森のシティ」は、17.6 ヘクタールの土地に、マンション 1,497 戸、シ

ョッピングセンター、病院などが一体となった首都圏最大級の複合開発プロジェク

トである。ここでは、電力を一括購入し、太陽光発電システム、情報通信システム、

家庭用エネルギー管理システムなどを組み合わせて、マンション全体のエネルギー

をマネジメントするサービスを開発した。また、各街区のエントランスに大型のタ

ッチパネル式デジタルディスプレイを設置し、共用部のエネルギーの「見える化」

だけでなく、管理組合や管理会社からのお知らせ、病院、商業施設の情報などを「ス

マート掲示板」にリアルタイムで表示するサービスを提供している（図 6-6）。  

 

     
                                       内田・石田 (2013)より  

図 6-6 スマート掲示版の表示例  
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ここで設置した各種の省エネルギーシステム、情報システム及びピーク電力カッ

トシステムなどは、今後の大規模コミュニティ開発の参考になると思われる。 

(3) オフィスビルにおける省エネルギー対策例 

オフィスビルからの CO2 排出削減対策については、ISO 14001 の活動の一環とし

て種々の取り組みが実施されている。照明に関する節電行動についてのアンケート

調査結果によれば、昼休憩時の一斉消灯、不在会議室・倉庫等の消灯、照明の間引

き点灯、自然光利用などが一般的に多く行われている。  

省エネプロジェクトの事例として、S 社によるテナントビルの事例がある。ここ

では、利用者が不便を感じないように、照明を一灯単位で個別に操作できることが

特長である（飯田 2014）。実際には、約 1,000 ㎡のフロアにある天井照明 195 灯、オ

フィスデスク 296 席を対象とし、フロアを 4 つのエリアに分けて個別に点灯・消灯

操作ができるように工夫されている（図 6-7）。  

 

 

                                            飯田 (2014)より  

図 6-7 対象フロアレイアウトと方式区分  

 

このシステムでは、個別操作のために各机上にワイヤレス送信を行うスイッチユ

ニットが配置された。システムの導入前後では、図 6-8 に示すように、平日の 1 日

当たりの消費電力が平均約 250 kWh から約 140 kWh へと 40% 以上の削減が可能と

なった。  

この事例は、ISO 50001 に取り組んでいるケースではないが、ISO 14001 を長年実

施した結果、「紙・ごみ・電気」の改善はもう成果が出なくなったと感じている多く

の企業にとって、「節電」テーマでも改善の余地があることを示している。また、
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ISO14001 をすでに実施している企業にとっては、照明の節電だけにとどまらず、事

業所全体で更なる省エネ効果を挙げるために、既存の ISO 14001 の仕組みを拡大し、

ISO 50001 との統合化により、大きな効果を挙げられる可能性を示している。  

 

 

                                        飯田 (2014）より  

図 6-8 1 日当たりの消費電力比較  

 

(4) 製鉄所における省エネ対策 

 2011 年度の日本の粗鋼生産量は、約 1 億 6 百万トン（EDMC 2013）である。製鉄

プロセスは、図 6-9 に示したように原料（鉄鉱石、石炭等）から、高炉による製錬

工程を経て、製品（棒鋼、厚板、鋼管など）の出荷まで長大なプロセスを持つ。  

 

 
                                                           斉間 (2013）より      

図 6-9 製鉄プロセス概要  
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製鉄所における省エネ対策は、これまでも、コークス乾式消火法（Coke Dry 

Quenching: CDQ）によるスチーム回収や高炉における排ガスを利用した炉頂圧発電

など、種々のエネルギー回収が行われてきた（斉間 2013）。  

しかし、長く大規模な工程を持ち、広大な敷地の中を大口径の各種可燃ガス等の

配管が縦横に設置されている、巨大なコンビナートである製鉄所では、図 6-10 に示

すとおり、全排熱のうち既回収分は約 26% にとどまっている。将来に向けて、更な

る熱回収のためスラグ顕熱回収や CC（連続鋳造）鋼片の顕熱回収などの技術開発が

進められており、エネルギーに関して、まだ未利用の排熱が多い宝の山ともいえる。  

 

 
斉間 (2013)より 

図 6-10 モデル製鉄所の排熱分布  

 

この事例にみられるように、過去に多くの省エネルギー対策を実施してきた製鉄

所においてもまだ排熱利用の可能性を残していることから、各製鉄所において長年

実施してきた ISO 14001 に ISO 50001 の視点を組み込むことで、更に大きな改善の

可能性がある。  

 

6.3.3 ESCO 事業との統合化 

(1) ESCO 事業の概要 

省エネルギーを新たなビジネスモデルと結びつけて成功した事例として、ESCO 

（エスコ）事業が挙げられる。ESCO とは、Energy Service Company の略称であり、

工場やビルの省エネルギーに関する包括的な改善策を提供し、提案した省エネルギ

ー効果に応じて報酬を受けることを特徴とした事業である。  

ESCO 事業は、約 100 年前にフランスで生まれたといわれ、その後米国でビジネ

スモデルとして成長し、現在では多くの国で実施されている。日本には 1996 年に導
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入されたが、ESCO 事業が種々の業界に広まった理由としては、省エネルギー効果

を保証したことが挙げられる（村越ら 2014）。  

ESCO 事業の具体的プロジェクトは、過去 11 年間で 2,033 件実施されており、プ

ロジェクト規模は、平均で 227 百万円／件と大型である。省エネルギー効果は平均

で 1 件あたり 11.8%、投資資金の回収期間は平均で 1 件あたり 7.5 年と、いずれも

企業内の事業として実施されている省エネルギー案件と比べて、大きな効果が出て

いる（村越ら 2014）。また、ESCO 事業の実績は、CO2 削減効果も大きく、地球温暖

化対策に有効であることが示されている（表 6-3）。  

 

表 6-3 ESCO 事業の CO2 削減効果 

 サンプル数 投資額 CO2 削減量 CO2 削減ｺｽﾄ 

単 位 件数  億円  t-CO2/年   円 /t-CO2 

業務関係 181  270.9  119,761  15,078  

産業関係 43  75.5  85,811  5,863  

合計 /平均  224  346.4  205,572  11,230  

村越ら (2014)より  

             

(2) 横浜市における ESCO 事業  

横浜市は、平成 15 年度から平成 23 年度にかけて対象施設を選定し、表 6-4 に示

す 15 件の事業を ESCO 事業として、公募により実施した。  

実施した結果は、表 6-5 のとおり、エネルギー削減効果、CO2 削減効果とも、当

初計画を大幅に上回る成果が出ている。  

横浜市は、平成 7 年に制定した「横浜市環境の保全と創造に関する基本条例」に

基づき「横浜市環境管理計画」を策定し、環境行政を総合的に推進している。横浜

市が ESCO 事業で当初計画を上回る大きな成果を挙げた背景には、自治体として、

いち早く環境マネジメントシステム（ISO 14001）の有効性に着目し、平成 15 年か

ら ISO14001 の運用を開始したことがある（田口 2010）。  

横浜市は、「市民及び市内の事業者に EMS の有効性を知ってもらい、実施者を拡

大するためには、市が率先して自ら ISO 14001 を実行することによって、事業者に

行政の立場からアドバイスできる。」との発想から、全区役所、市営地下鉄、清掃工

場、動物園等を含む市役所組織の大半が含まれる大規模組織で EMS を構築し、中田

市長（当時）の環境方針に基づく環境マネジメント活動を開始した。  

具体的活動内容は、横浜市環境マネジメントマニュアルの作成、内部監査の実施、

環境目的・目標の設定、活動結果の監視・測定等について、ISO 14001 の規格要求事



 

158 

 

項に適合させる活動を実施した。その結果、横浜市は平成 16 年 6 月 23 日に環境マ

ネジメントシステム国際規格（ ISO 14001）に適合した組織として、第三者認証機関

から「登録証」を受けている。認証取得当時の登録証に記載された主な内容は表 6-

6 のとおりである。  

 

 表 6-4 横浜市の ESCO 事業 

公募  
年度  

事業名  公募
者数  

事業  
手法  

15 年度  モデル  南部病院  8 民間  

16 年度  
第 1 号  新横浜地区 3 施設  5 民間  
第 2 号  松風学園  8 民間  

17 年度  
第 3 号  戸塚センター  5 自己  
第 4 号  横浜こども科学館  3 民間  

18 年度  
第 5 号  関内地区 3 施設  5 民間  
第 6 号  中央図書館他 1 施設  5 民間  

19 年度  
第 7 号  木原生物学研究所  3 民間  
第 8 号    青葉区総合庁舎他、

2 施設  
3 民間  

 
20 年度  

第 9 号  横浜市大福浦キャン
パス（医学部・附属
病院）  

2 民間  

第 10 号 栄区庁舎  2 自己  
21 年度  第 11 号 日産スタジアム  2 民間  

22 年度  
第 12 号 市民病院  3 自己  
第 13 号 神奈川区総合庁舎  3 自己  

23 年度  第 14 号 鶴見区総合庁舎  3 自己  
                      本田ら (2014)より  

        

表 6-5 横浜市における ESCO 事業導入効果 

 計 画 H24 年迄の実績 

施設数 19 21 

ｴﾈﾙｷﾞｰ削減率  10.8% 24.6% 

削減額 290 百万円 /年 609 百万円 /年 

CO2 削減量 4,587 トン /年 13,181 トン /年 

                                           本田ら (2014)より  

 

 横浜市の EMS 活動は、その後、市役所行政における自主的な環境マネジメント活

動として継続され、活動の中心である廃棄物削減活動「横浜G30
ｺﾞﾐｾﾞﾛ

プラン」では、市

民・事業者との協働により平成 14 年度から平成 22 年度の間で、目標を大きく上回

る 42%のごみ量の削減を達成している（横浜市 HP）。その他の環境マネジメント活

動としては、資源・エネルギーの適正利用、グリーン調達の推進、地球温暖化対策

や生物多様性の推進などに積極的に取り組んでいる。  
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 表 6-6 横浜市の ISO14001 登録証の主要事項   

登録番号／登録年月日 番号 (EC04J0110)／登録日 (2004 年 6 月 23 日 ) 
 

登録組織名称  
横浜市（総務局国際課ニューヨーク事務所、フランクフルト

事務所、市民病院、脳血管医療センター、経済局経営金融課

相談認定係、中央卸売市場 [本場、南部市場、食肉市場 ]、各

学校及び各保育所を除く）  
所在地  神奈川県横浜市中区港町 1 丁目 1 番地  

 
登録内容  

横浜市（総務局国際課ニューヨーク事務所、フランクフルト

事務所、市民病院、脳血管医療センター、経済局経営金融課

相談認定係、中央卸売市場 [本場、南部市場、食肉市場 ]、各

学校及び各保育所を除く）における行政活動  
日本環境認証機構 (2006)に基づき作成  

  

 

 

 横浜市の事例からは、現状の環境マネジメント活動に ISO 50001 を取り入れるこ

とで、より幅広いエネルギー政策が実施できる可能性がある。例えば、ISO 50001 規

格 4.3 項（エネルギー方針）に含まれる「高エネルギー効率の製品・サービスの購

入及び改善ための設計」や、4.4.3 項（エネルギーレビュー）の実施により、市庁舎

等の施設や、交通局の運営に関わるエネルギーパフォーマンスを評価することによ

って、運用及び設備保全に係る費用対効果の向上が期待される。  

 

6.3.4 マテリアルフローコスト会計との統合化 

(1) FMCA の概要 

 マテリアルフローコスト会計（Material Flow Cost Accounting: MFCA）の特徴は、

負の製品を削減することで製造コストと環境負荷の同時低減につながり、総コスト

のほか、正の製品コスト、負の製品コスト（ロスコスト）が工程ごとに明確になる

こととされている（下垣 2013）。  

MFCA を用いることで、各工程のデータを常に把握できるため、環境マネジメン

トシステム（ISO 14001）における、環境目標の設定、実績確認、達成度把握が容易

になる。例えば、「使用エネルギーの削減」「資源の節約」などの目標を、FMCA の

視点から「ロスコストの低減による環境負荷の削減」と表現することにより、EMS

と MFCA の仕組みを統合化させ、総合的な環境経営に繋げることが可能となる。  

(2) アルミ溶解炉の例  

 2011 年 3 月の震災をきっかけとして、日本のものづくり現場において、エネルギ

ー消費量を極力抑えて生産する、という考え方が中小企業を中心に広まった。  
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清水・石川（2013）は、これまでの MFCA では、マテリアル（物質）ロスが検討

の中心で、エネルギーロスについては具体的な取り組みはあまりなかった。そのた

め、「ロスを捉えるために量を測定するという」意識が不足していることがあった、

と報告している。  

しかし、従来の EMS においても、エネルギーロスの評価は、ISO 14001 規格 4.3.1

項（環境則面）において、「事業の活動、製品及びサービスに関する環境影響を評価・

特定すること」として要求事項に含まれている。したがって、ISO 14001 で要求され

ている内容について各企業が幅を広げて対応することにより、MFCA 的な考え方を

取り入れたエネルギーマネジメントが可能となると考える。  

一例として、清水・石川（2013）が報告している G 社の事例「アルミ溶解炉にお

けるエネルギーロスの算出」について検討を行った。この企業では、自動車用アル

ミダイカスト部品の製造で発生する工程内のロスとして、ダイカスト機では不可避

的に発生するランナー（アルミ鋳物の湯口部分）及び鋳造不良品を MFCA の検討対

象としている。一般的には、工程内で日常的に発生するこれらのアルミ屑は、即座

にリターン材として原材料溶解炉に投入されているため、量も把握せずに溶解し、

次の鋳造に使用していることが多い。これに対し、G 社では、この無駄なロス分の

再溶解に関わる熱損失を削減するため、溶解炉・保持炉の各部温度を 7 日間にわた

り測定した結果を報告している（表 6-7）。  

 

 
        表 6-7 溶解炉、保持炉の炉壁及び周囲温度     

（単位：℃）  

 余熱室  

(上 )北面  

余熱室  

(下 )北面  

余熱室  

(下 )東面  

溶解炉

北面  

保持炉

南面  

投入蓋

西面  

周囲  

温度  

午前  51.9 53.4 80.5 48.0 55.6 140 14.3 

午後  56.3 57.7 85.5 52.3 59.6 152 18.0 

                                             清水・石川（2013）を基に作成  

  

 

表 6-7 を基に、G 社でエネルギーバランスを計算した結果は表 6-8 の通りであっ

た。この表からは、原材料のアルミを溶解する本来（正の製品）のエネルギーは

40 GJ（ギガジュール）であり、残りの 296 GJ（投入エネルギーの約 90%）は負の

エネルギーであることが分かる。このように MFCA の手法を利用することで、エ

ネルギーロスの「見える化」が可能となる。このケースにおいては、計測が必要な

のは温度と酸素濃度だけであり、複雑な調査は必要なく、 ISO 14001 規格 4.3.1 項

（環境側面）に関する調査の延長で、省エネルギー対策で効果を挙げられることが

分かる。  
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て活用することにより、リサイクルプロセスにおけるマテリアル・ロスを把握し、

低コストのリサイクルプロセスに改善できる可能性がある。  

 

  
産業環境管理協会 (2013)より  

図 6-11 高純度プラスチックリサイクルフロー  

 

(4) 廃家電（冷蔵庫）からの断熱材燃料化 

2001 年に家電リサイクル法が施行され、メーカーに家電製品 4 品目（エアコン・

テレビ・冷蔵庫・洗濯機）の再商品化が義務付けられた。特に冷蔵庫は、2004 年か

ら断熱フロンの回収破壊も義務付けられた。  

一般的な廃冷蔵庫の解体処理方法は、ウレタン断熱材が充填された冷蔵庫本体を

破砕機で破砕処理した後、フロンを回収している。風力選別で回収したウレタンは、

さらに粉砕・減容している。  

減容処理したウレタンは、石炭に匹敵する熱量（低位発熱量 20~30 MJ/kg）を持ち

ながらも、残留塩素濃度が高い（約 1~2 wt%）ため燃料として利用できず産業廃棄

物として処分されている（例えば、約 100 万台の廃冷蔵庫から約 7,000 トンのウレ

タンが回収される）。  

三菱マテリアル（株）の近藤ら（2011）は、脱化石燃料化を積極的に推進して

いる製紙会社とともに、リサイクルで得られる回収ウレタンをボイラー燃料として

利用する検討を行った。その結果、一般的なスクリュー式加熱押出装置で処理した

回収ウレタンの残留塩素と窒素含有量は、表 6-9 の通りであった。この分析結果

は、製紙会社の残留塩素基準（0.3% 以下）に適合しており、受け入れが可能であ

る。しかし、回収ウレタン樹脂に固溶しているフロンは、粉砕しても分離せず加熱
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が必要なことから、この事例では、ウレタン粉の圧縮による摩擦熱を利用してフロ

ンを気化させるリングダイ加熱圧縮装置を採用した。  

 

表 6-9 回収ウレタンの分析結果 

低位発熱量  27.7  MJ/kg 

全塩素分 0.28 wt% 

窒素分 5.52 wt% 

近藤ら (2011)より  

 

図 6-12 にリングダイ装置の構造を示したが、この装置を用いて回収したウレタン

燃料を他の人工の固形燃料 4)と比較した結果が表 6-10 である。この表からは、回収

ウレタン燃料の塩素含有量は RPF の JIS-A 級品とほぼ同等であることが分かる。  

 

 

 

                      近藤ら (2011)より  

図 6-12 回収ウレタン処理用リングダイ  

 

現在、容器包装リサイクル法の再商品化手法に適合した廃プラスチック固形燃料

としては、RPF（Refuse Paper and Plastic Fuel）がある。RPF の需要は 2011 年に約

160 万トン（日本 RPF 工業会）であり、製紙業界等からは更なる増産の要請がある。

ここで紹介したウレタン燃料化技術による安定的な固形燃料の生産が可能となれば、

化石燃料の輸入量の削減、硫黄分の少ないクリーンな排ガス、高カロリーによる CO2

削減効果等、種々の面で効果が期待される。  
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         表 6-10 回収ウレタン燃料の性状と他燃料との比較 

 回収ウレ
タン燃料 

石炭  RDF 木質ペ
レット 

RPF＊ 

嵩 比 重
(g/cm3) 

0.45-0.55 －  0.5 0.6-0.7 －  

発熱量 
(kcal/kg) 

6,700~ 
7,200 

6,300~ 
6,800 

4,000~ 
6,000 

4,500~ 
5,000 

5,000~ 
10,000 

残留塩素 
(wt%) 

<0.3  原 料 依
存  

 A:<0.3 
B:0.3~0.6 
C:0.6~2.0 

                        近藤ら (2011）を参考に作成  

＊は日本工業規格 JIS7311: 20105)による  

 

6.4 ISO 14001 の拡張機能による効果的運用 

 

ISO 14001 の制定から 18 年以上が経過し、一部の組織ではマンネリ化も見られ

る。しかし、これまで見てきた効果的実施事例から、ISO 14001 の有効活用の方向

としては、大きく 2 つの流れが見えてくる。  

一つは、EMS を実施する単独の組織から、複数の組織との協働で成果を挙げよ

うとする「グループ化」の流れである。このグループ化には、日立金属グループや

富士通グローバルなどの事例に見られるように、国内の単独組織から国内の複数組

織へと拡大することや、海外のグループ組織への拡大を図るグローバル EMS の方

向がある。グループ企業を持たない組織であっても、事業の上流・下流または部品

の調達・製品の供給などのサプライチェーンの中でグループ化を図り、EMS の効

果増大を図ることが可能である（有村 2014）。  

その他の「グループ化」に関する事例としては、M 社及び三菱マテリアル（株）

による、家電製品廃棄物からのプラスチックリサイクルを実現させた事例が挙げら

れる。製鉄所の事例は第 4 章 4.2.3 (1) セクター別アプローチで述べたように、日本

の鉄鋼業界が中心になって、APP（Asia Pacific Partnership）7 か国の枠組みや世界鉄

鋼連盟への展開が行われ、海外の同業者との協働でエネルギーの有効利用が図られ

ている（本多・井川 2010）。滋賀県の事例は、単独の組織内の EMS（静的 EMS）か

ら活動対象を組織外に拡大して、地域との協働で効果を挙げている例である。  

もう一つは、既存の EMS をベースとして他のシステムと組み合わせることによ

って、静的 EMS から動的 EMS への展開を図り、更なる効果を挙げる「統合化」の

取り組みである。統合化は、表 6-11 に示すとおり、他のシステム（例えば、ISO 50001、

MFCA など）と組み合わせて ISO 14001 の機能拡張を図ることで、複数のマネジメ

ントシステムとの一体的な運用で効果を挙げることが可能である。  
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            表 6-11 ISO14001 の機能拡張  

ISO 14001 ISO 50001 MFCA* 

環境側面(4.3.1) エネルギーレビュー(4.4.3) 環境側面の詳細調査（物質、エネルギー）  

環境目的(4.3.3) エネルギー目的(4.4.6) ロスコストの削減  

環境実施計画(4.3.3)  エネルギー実施計画(4.4.6) 調査実施計画、バランス計算 

運用管理(4.4.6) エネルギーパフォーマンス(4.4.5) パフォーマンス（実績）管理  

設計(4.5.6) コスト削減計画  

設備・エネルギー調達(4.5.7)  負の製品の管理  

監視・測定(4.5.1) 監視・測定(4.6.1) 詳細データの調査・記録  

マネジメントレビュー(4.6) マネジメントレビュー(4.7) 効果確認  

( )内の数字は各規格の箇条番号、*MFCA: Material Flow Cost Accounting 

 

以上のとおり、ISO 14001 の活動も「グループ化」や「統合化」など種々の工夫を

することによって、本来のマネジメントシステムの意義に立ち戻り、組織の経営課

題解決に活用することで、継続的な改善による事業競争力の強化が可能となる。  

すなわち、有効な ISO 14001 活動を模索している多くの組織が、今後マネジメン

トシステムの効果を発揮するためには、図 6-13 に示した「グループ化」と「統合化」

による改善の方向を参考に、「動的 EMS」に転換することが重要であると考える。  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

グローバル 日立金属、ウシオグ
ループ、富士通 

サプライチェーン プラ・リサイクル(M
社,三菱マテリアル) 
オフィスビル(S 社) 

セクター 製鉄所 

自治体・地域社会  滋賀県 

ISO50001 ふなばし森のシティ  

MFCA アルミ溶解炉(G 社) 

ESCO 横浜市 

静的
EMS 

グループ化 

統合化 

動的  
EMS 

図 6-13 EMS の機能拡大（静的 EMS から動的 EMS へ） 

（実施例） 
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6.5 まとめと結論 

 

事例検討で見たとおり、多くの組織は、取り組みの当初は環境マネジメントシス

テム（EMS）を構築し、マニュアル通りに実行してきた。その後、経営環境の変化

に伴い生産拠点の海外への移転などが生じる状況の中で、従来通りの EMS を続け

ることの難しさとデメリットを体験した。このような段階を乗り越え、事例に挙げ

た組織は種々の工夫により効果的な EMS を実現させている。  

例えば、日立金属グループでは、環境側面に対する評価においてサプライチェー

ンを重視し、その行動を環境配慮設計に活用している。また、高純度プラスチック

リサイクルやウレタン燃料の開発もサプライチェーンからの視点で生み出された効

果である。  

製鉄プロセスにおける事例も、ISO 50001 の仕組みを導入しないまでも、ISO 14001

を活用することで大きな省エネ効果を挙げられることを示しており、エネルギーマ

ネジメントのモデルになり得る。今後も、製鉄所のエネルギー改善事例（図 6-10）

に見られるように、これまで検討されてこなかった部分について技術検討の対象と

することで、多くの省エネルギー効果が生まれる可能性がある。  

ISO 50001 をうまく環境マネジメントに取り入れた「ふなばし森のシティ」は、今

後の大規模エコシティ開発のモデルになるであろう。ESCO 事業との統合化では、

横浜市が ISO 14001 に早くから取り組み、省エネルギー活動に大きな成果を挙げて

いる。MFCA（マテリアルフローコスト会計）の取り組み事例では、G 社によるアル

ミ溶解炉の事例にみられるように、物質収支とエネルギーバランスを詳細に分析す

ることで「負の製品」の「見える化」が可能となる。  

岡田・國部（2013）によれば、マテリアルフローコスト会計（MFCA）では、企業

単独の導入の場合と、サプライチェーンでの導入の効果に違いがあると報告されて

いる。すなわち、企業単独のケースでは、工程内ロスの削減が主体であるが、サプ

ライチェーンの場合には、他社との連携による加工組み立て等において、大きなロ

スが発見される傾向がある、と報告されており、グループ化の効果が示されている。  

 環境マネジメントシステム規格（ ISO 14001）は、その発行から 18 年が経過し、

組織の取り組みにおいて更なる効果が求められている。例えば、2003 年 EU に輸出

されたゲーム機の部品からカドミウムが検出され、製品の荷降しが出来なかったこ

とがあり、それ以来、日本のメーカーはサプライチェーンマネジメントを重視して

きた（中川 2007）。このため、これまで企業内部の改善に向けられていた視点を外

部に向け、サプライチェーン全体での取り組みや地域社会との協働などでメリット

を生み出す、「動的 EMS」への発展的なシステム改善に注力することが重要である。  

すなわち、これまでの企業等が個別に実施してきた内部改善指向の活動（静的
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EMS）には限界も見えてきており、図 6-13 に示したとおり、異なるマネジメントシ

ステム等との「統合化」や「グループ化」による外部への拡大（動的 EMS）により

一層の成果を挙げることが可能であろう。このような先進的なマネジメントシステ

ムの試みとして（株）堀場製作所では、３種類のマネジメントシステム（環境、品

質、安全衛生）とさらに MFCA を組み合わせた統合化による動的 EMS への展開を

図っており（小林 2010）、参考とすべき事例である。  

本章で述べた、日本におけるマネジメントシステムの実施事例は、いずれも当

事者による努力の結果が大きな成果につながった。今後、環境マネジメントシステ

ム（ISO 14001）のノウハウを海外（特に途上国）に伝えることで、地球全体で社

会的基盤整備や省エネルギー・省資源が進展し、結果として CO2 削減の成果も得

られると考える。このような認識の下に、ISO マネジメントシステムにおいて先進

国である日本が、ISO 規格を活用することにより、率先して地球温暖化対策に関す

る国際交渉の場をリードしていくことが可能であると考える。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

168 

 

■ 注 

 

1) ISO 規格とは、国際標準化機構（International Organization for Standardization: ISO）

によって制定された国際規格のことである。「ISO」は、日本では「アイエスオー」

または「アイソ／イソ」と発音されるが、ISO の用語としては、組織としての国

際標準化機構（ISO）と ISO 規格の両方の意味で使われている。  

2) PC とは、プロジェクト委員会（PC: Project Committee）のことで、どの TC（技

術委員会）の作業範囲にも属さない特定の規格を作成するための組織（日本工業

標準調査会 HP：www.jisc.go.jp/mss/ems-trans.html.）。  

3) ３大プラスチックとは、ABS：アクリルニトリル－ブタジエン－スチレン、PP 

：ポリプロピレン、PS：ポリスチレンを指す。  

4) 人工固形燃料のうち、RDF は Refuse Derived Fuel（廃棄物固形燃料）のことで、

家庭からの生ゴミ・廃プラ等が原料であるため水分が多く含まれる。そのため、

発熱カロリーが低く、均質でないことから需要が低下している。  

RPF（Refuse Paper and Plastic Fuel）は、一般廃棄物ではなく、事業者から排

出される品質の良い（不純物の少ない）産業廃棄物（主として廃プラスチック

と紙）を原料として製造される。含水量は少なく、発熱量が高く、PVC（塩化

ビニル）を除外できるため塩素の含有率も一般的には低い。最近は化石燃料等

の代替として多く使われるようになった。  

木質ペレットは、おが屑や鉋屑などの製材副産物を圧縮成型した小粒固形燃

料のことで、木質バイオマスとも呼ばれる。木質ペレットの品質規格は JIS で

は定められていないが、火力が強く灰分が少ない利点があり、北海道などでペ

レットストーブ燃料としての需要がある（Wikipedia）。  

5) 日本工業規格 JIS7311: 2010 では RPF の品質を以下のとおり定めている。  

品種  RPF-Coke RPF 
等級  －  A B C 
高位発熱量(MJ/kg) 33＜  25＜  25＜  25＜  
水分(wt%) ＜3 ＜5 ＜5 ＜5 
灰分(wt%) ＜5 ＜10 ＜10 ＜10 
全塩素分(wt%) ＜0.6 ＜0.3 0 .3～ 0 . 6 0 .6～ 2 . 0 
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第 7 章 地球温暖化対策への ISO 認証制度の活用 

 

7.1 緒論  

 

第 7 章では、第 6 章で検討したマネジメントシステムスタンダード（MSS）を活

用し、2020 年以降の国際的な温室効果ガス（GHG）削減の枠組みを構築する方策に

ついて検討を行った。  

具体的には、コペンハーゲン合意及びカンクン合意（高村 2012）として実施が決

定されている、途上国の適切な削減行動（Nationally Appropriate Mitigation Actions：

NAMA）1)の検証の仕組みとして導入された「測定・報告・検証（Measurable, Reportable, 

Verifiable：MRV）」への ISO 認証制度の適用可能性について検討を行った。  

 「MRV」は、これまでの UNFCCC 締約国会議（COP）における議論では、途上国

と先進国の意識の差が大きく、具体的実施方法の決定が長引いている状況がある。  

そこで、本章においては、複雑な問題に対しシステム的に制度構築を図る手法で

あるプロジェクト＆プログラムマネジメント（P2M）2)の手順に従って、新たな MRV

制度（ISO-based MRV、以下「ISO-MRV」と略記する）の構築を行い、その実行方法

を設計するとともに、 ISO-MRV の実施上のメリットについて考察した。  

MRV 制度の具体的な検討にあたっては、現行の京都議定書の欠陥を是正し、途上

国が参加し易い制度を目指した。すなわち、既存の検証制度について比較検討し、

民間主導で効果を挙げている事例（例えば、ISO14001 認証制度、JIS マーク表示制

度など）を参考にした。  

MRV 制度の構築過程では、P2M 手法におけるミッションプロファイリングによ

り、MRV のあるべき姿を明確にした。これを出発点として、シナリオ展開、プログ

ラム構築、スキームモデルの構築を行うことで、本稿独自の枠組み構築を目指した。  

本稿において構築したスキームモデルは、2020 年以降の新たな温室効果ガス削減

の仕組みとして活用するため、具体的な運用方法について検討を行った。  

検討の過程及び結果について以下に報告する。  

 

7.2. 気候変動対策における国際交渉の経緯 

 

7.2.1 締約国会議（COP）における経緯 

 

1992 年の国連気候変動枠組み条約（UNFCCC）採択後、締約国会議（COP）を中

心に地球温暖化対策の議論が行われてきた。  

最近では、2014 年 12 月 1 日～14 日に国連気候変動枠組み条約（UNFCCC）第 20
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回締約国会議（COP20）及び第 10 回京都議定書締約国会議（MOP10）が、ペルー・

リマで開催され、2020 年以降の新たな国際枠組みを中心に議論が行われた（気候ネ

ットワーク 2014）。次期枠組みについては、2011 年の COP17 において決議された

「ダーバンプラットフォーム（ADP）」に基づき、2015 年フランス・パリで開催予定

の COP21 での合意を目指している（福田 2014；亀山 2014）。  

締約国会議について、これまでの主な開催状況を表 7-1 に示す。  

 

 

       表 7-1 国連気候変動枠組み条約締約国会議（COP）の状況 

開催年  締約国会議（COP）の開催地  主要決定事項  

1992 年  環境と開発に関する国際連合会議  
：ブラジル・リオデジャネイロ  

UNFCCC 採択(発効は 1994 年) 

1997 年  COP3：日本・京都  京都議定書採択(発効は 2005 年) 

2007 年  COP13：インドネシア・バリ  BAP*1) 採択  

2009 年  COP15：デンマーク・コペンハーゲン  コペンハーゲン合意  

2010 年  COP16：メキシコ・カンクン  カンクン合意  

2011 年  COP17：南アフリカ・ダーバン  ADP*2) 採択  

2012 年  COP18：カタール・ドーハ  京都 /第 1 約束期間終了  

2013 年  COP19：ポーランド・ワルシャワ  京都 /第 2 約束期間開始  

2014 年  COP20：ペルー・リマ  2020 年以降枠組の準備会合  

2015 年  COP21：フランス・パリ（予定）  2020 年以降枠組採択予定  
高村 (2012)を基に作成  

*1) BAP: Bali Action Plan (バリ行動計画) 
*2) ADP: Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action (ダー

バン・プラットフォーム特別作業部会 ) 
 

  

これまで、京都議定書では先進国だけに排出目標が設定されているため、途上国

を含む、すべての国を対象とした新たな国際協調の枠組みを目指した交渉が何年も

続いている。その交渉の転機となったのは、2009 年の COP 15 で「コペンハーゲン

合意」がとりまとめられ、COP 会合の歴史上初めて途上国が削減行動を行う意志を

表明したことである。  

その後、2012 年のドーハ会合（COP 18）では、京都議定書の改訂文書が採択され、

第 2 約束期間（2013 年～2020 年）がスタートした。また、この会合ではカンクン合

意（COP 16）に含まれる NAMA と MRV の実施が確認された（気候ネットワーク

2013）。COP 18 の決定により、NAMA 及び MRV は 2020 年からの新たな法的枠組み
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が実施されるまでの気候変動対策の国際ルールとなった（高村 2012）。  

国際交渉の経過と今後の予定を図 7-1 に示す。  

 

              

2012年 2013年 2014年 2015年 2016 2017 2018 2019 2020年 2021～ 

 

ダーバンプラットフォーム特別作業部会（ADP) 

 

各国による批准 

 
新国際
枠組  

 

   2015年に
採択予定
(COP21) 

    

カンクン合意の実施   

 ・各国の削減行動 (NAMA)の推進 
・国際的検証（MRV）の適用 ,資金 ,技術 ,ｷｬﾊﾟﾋﾞﾙ 

  

第1期間終了 京都議定書第2約束期間（2013年～2020年） 
 

 

 

                        高村 (2012)を基に作成  

図 7-1 国際交渉の経過と今後の予定 

 

 

7.2.2 過去の研究報告 

MRV は、京都議定書が温室効果ガス削減に効果を発揮しなかったことが契機とな

って提案された。第 3 章で述べたとおり京都議定書に対する批判として、構造的欠

陥（Prins G. et al. 2010）や柔軟性が欠如していること（Rafael 2011）、数値目標方式

へのこだわりが敵対的雰囲気を包含していること（杉山 2008）などの指摘が出され

ている。  

MRV に関する報告は、これまでも多く出されている（例えば、森本 2011）が、

その中で ISO 規格を MRV に利用する提案がある。  

一つは、MRV 制度の構築において ISO 規格を新たに開発する提案である（United 

Nations Foundation 2009）。この内容は、ISO 規格のマネジメントシステムスタンダ

ード（MSS）と MRV は、共通の骨格（P-D-C-A）をもつことから、MRV に必要な要

素をカバーする気候マネジメントシステム（Climate Management System: CMS）規格

を開発する提案である。  

この提案のメリットは、ボランタリーで、かつ独立の認証を提供することによ

り、COP により作成される CMS ガイドラインへの適合が保証され、現在提案され

ている途上国支援のための専門家レビューが不要となることである。  

この提案は 2009 年に、環境マネジメントシステム規格（ ISO 14001）の作成を担
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当する ISO 技術委員会（ISO/TC 207）に提案され、ISO/TC 207 からは ISO の仕組

みは MRV に活用可能であるとの回答が出されている（ISO/TC 207/SC1 2009）。  

もう一つは、2011 年に報告された「Paper Tiger or Catalyst for continual improvement ?

（Niederberger et al. 2011）」である。ここでは、「低炭素社会の実現には段階的な取

り組みでなく、連続的なプロセスで臨む必要があり、そのためにはマネジメントシ

ステムスタンダード（MSS）の採用が適している。気候マネジメントシステム（CMS）

規格を用いた認証制度を採用することで、NAMA が『MRVable』（測定・報告・検証

可能）であることを評価できるので、CMS 認証制度は MRV の価値を高める。」と報

告されている。  

しかし、これらの報告は、ISO 規格を制定し、それを MRV の検証標準として用い

ることが主旨であり、ISO 規格の利用方法、各国の参加の仕方や検証実施方法等は

示されていない。また、 ISO 規格を新たに作成するには少なくとも３年程度の期間

を必要とする（ISO/IEC 2009）ことから、その後、これらの提案に対する COP での

進展は見られていない。  

 

7.2.3 NAMA と MRV 

(1) NAMA について 

 NAMA（途上国の適切な削減行動）が気候対策の中で最初に提案されたのは、COP 

13 で決定されたバリアクションプラン（BAP）であった。NAMA の目的は UNFCCC

の枠組みの中で、途上国と先進国とが、同じ土俵で具体的に削減行動に取り組む仕

組みを作ることである。  

 これまでの温暖化対策の実効性低下の原因の一つに、UNFCCC の規定「共通だが

差異ある責任原則」があることを述べた。しかし、従来、温室効果ガスの削減には

消極的であった中国、インド等の途上国は、将来の経済発展を図る上で、これまで

どおりエネルギー・資源を消費することに大きな危惧を抱く様になった。むしろ

UNFCCC の決定を外圧として利用し、国内のエネルギー・資源の消費を適切なレベ

ルに抑える必要性が生じていることが BAP 合意の契機となった。  

 このような経緯を経て、各途上国が自主的に削減行動（NAMA）を計画し、UNFCCC

に提出することが合意された。これまでに提出されている NAMA の内容は、各国で

統一の取れた内容ではなく、種々の形式が混在している。  

例えば、途上国のニーズの違いにより直接的活動（高効率発電所の建設、省エネ

機器の導入など）から間接活動（人的能力開発、技術基盤整備など）まで極めて広

範な内容が含まれている（福田ら 2010）。  

途上国は、NAMA を先進国からの支援を引き出すためのツールと捉えている面が

あり、NAMA を構成する個別のプロジェクトを列挙した内容になっているところも
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見られる。福田ら（2010）は、コペンハーゲン会合の後に提出された、40 カ国の NAMA

について類型化し、それらの特徴を報告している（表 7-2）。  

 

          表 7-2 NAMA の類型と特徴 

類型  特徴  提出国  
基礎基盤構築型  国の基盤整備事業

の実施  
アフガニスタン、
グルジア他  

セクター別対策型  セクター別プログ
ラムのリスト化  

ペルー、エチオピ
ア等 21 か国  

カーボンニュート
ラル型  

国レベルでの 2020
年目標  

ブータン、コスタ
リカ等  

国別数値目標型  国の GHG 排出目標
設定（原単位含む） 

中国、インドを含
む 13 か国  

                       福田ら (2010)を基に作成  

 

 

(2)  MRV について 

 MRV（測定・報告・検証）の始まりは、COP13 において NAMA の検証制度とし

て、初めて「MRV」の用語が使われたことにある。森本（2011）によれば、「MRV は、

締約国が GHG 情報に関して測定、報告し、その内容を他の主体が検証する一連の

行動であり、『MRV』というという用語は、『MRVable』な緩和行動のように、行動

のあり方を規定する概念としても利用されている。」と述べている。  

京都議定書第 2 約束期間の議論において、将来の温室効果ガス削減対策には途上

国抜きには考えられないことから、途上国の適切な削減行動（NAMA）の効果を確

実にする目的で、先進国が強く要求したのが「NAMA が『MRVable』であること」

であった（Bakker S. J. A., et al. 2010）。最初は途上国の警戒感が強かったが、途上国

は、自国の発展のためにも省エネルギー対策の展開は必要であり、NAMA に対する

先進国からの支援をより多く獲得することのインセンティブがあることから、COP 

15 及び COP 16 において MRV 制度の導入に合意した。この合意は、従来の京都議

定書における途上国の義務を大きく超えるものとして評価された。  

MRV の概念は、以前から先進国の温室効果ガスに関する報告事項の検証に含まれ

ていたが、途上国については殆ど実行されていない状況であった。その後、先進国・

途上国が同じ仕組みで MRV を受けることの重要性が認識されるようになり、途上

国は NAMA を対象とした MRV を受けることが決定された。また、先進国は、従来

通り、温室効果ガスの排出状況に関する報告を MRV の対象とすることが確認され

た。  

 以上のとおり、COP におけるこれまでの議論から、MRV に要求される要素をまと
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めると表 7-3 の通りである。  

 本稿においては、今後の地球温暖化問題の鍵を握るのは途上国であることから、

特に、途上国の NAMA に対する MRV の仕組みを対象として検討を行った。  

 

表 7-3 MRV に必要な要素 

 

高村 (2012)を基に作成  

 

 

7.3 MRV への ISO 認証制度の活用 

 

7.3.1 P2M 理論の適用 

P2M（プロジェクト＆プログラムマネジメント）の目的は、「複雑な使命に問題解

決の道を開き、事業価値の向上を目指す」ことや、「オーナーのミッション達成の価

値創造事業であり、期待効果を実現することである。」とされている（日本プロジェ

クトマネジメント協会 2011）。また、P2M の中心をなすプログラムマネジメントは、

複数のプロジェクトを統合的にマネジメントすることにより、組織が目標とする利

益を挙げることを目指す活動である（関 2010）。  

したがって、国際的に認知 3)されている P2M 理論を「MRV」の制度構築に適用す

ることによって、UNFCCC のミッションに適合した枠組み構築が効果的に実施でき

る可能性がある。また、2020 年以降の次期枠組みに構築した「MRV」を活用するこ

とにより、途上国及び先進国の双方にとって受容可能となると考え、以下の検討を

行った。  

 

本稿において P2M 手法を適用したプロセスを図 7-2 に示した。また、実際に、ス

キームモデル、システムモデル、サービスモデルを構築したプロセスについて以下

に述べる。  

 

項目  MRV の対象および検証方法  
 

MRV
の対象 

先進国  
 

・隔年報告書（2 年毎）、国別報告書（4 年毎）、途

上国支援状況報告  
途上国  ・NAMA の推進状況、隔年更新報告書（2 年

毎）、国別報告書（4 年毎）、GHG 登録簿  
 

検証

方法  

先進国  ・専門家の審査および多国間評価  
 
途上国  
 

・国際支援を受けた NAMA は国際および国内

MRV の対象  
・国際支援を受けない NAMA は国内 MRV の対象  

評価項目 ・GHG 排出量、目標達成計画、目標実施結果  
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   (1)    （2）    (3)     (4)     (5)    (6)(7) 
ミッション
プロファイ
リング  

 シナリオ

展開  

 プログラム
マネジメン
ト  

 
スキーム
モデル  

 
 

アセスメ
ント  

 システム
＆サービ
スモデル  

MRV のある
べき姿    

ISO 認証
制度の利
用  

  
アーキテク
チャマネジ
メント  

  ISO-MRV
スキーム  

  制度設計  
上の評価  

  2020 以降
の枠組み  

 
（３S モデル） 

 

 

 
 
図 7-2 本稿における P2M 適用のプロセス 

 

(1) ミッションプロファイリングにおいては、MRV 制度構築を目的としたプログラ

ム構想の初期段階において、MRV のおかれた状況から洞察力によって問題を明

らかにすることが求められる。具体的には MRV の「ありのままの姿（as is）」か

ら「あるべき姿（ to be）」を追求し、プログラム構築の出発点とした。  

(2) シナリオ展開では、MRV のミッションが持つ課題を解決するためのストーリー

を組み立て、プログラム構造を想定した。  

具体的には、既存の検証制度の得失について比較検討し、「MRV のあるべき姿」

への適合の程度を評価した。検証基準については、ISO 認証制度に用いられてい

る規格の目的及び適用範囲等の検討により決定した。  

(3) プログラムマネジメントでは、シナリオを戦略プロセス化し、アーキテクチャ

マネジメントにより基本的枠組みとしてプログラム構造を構築した。  

アーキテクチャマネジメントにおいては、プログラムと有機的に結合された

複数のプロジェクト群との関係を構造化し、それぞれのプロジェクト機能とプ

ログラムの全体機能を明確にして、プログラム全体の仕組みを作り出すための

設計を行った。  

(4) スキームモデルの構築においては、プロジェクト及びプログラムの基本構造の

実現可能性、内部構造化及び外部関係性について検討を行い、本稿独自の枠組で

ある「ISO-MRV スキーム」の構築を行った。  

(5) アセスメント（価値評価）では、「ISO-MRV スキーム」の価値を、構造、計画、

実行、成果の獲得について評価し、MRV の制度設計上の基準への適合性及び途

上国への受入可能性についても評価を行った。  

(6) システムモデルの構築では、「ISO-MRV スキーム」の具体的実施のための詳細設

計及び実行システムの構築を行った。構築した「システムモデル」について、検

証構造、検証機能、検証手順を明確にし、2020 年以降の国際枠組みに利用可能

な仕組みとした。  

スキームモデル  

システムモデル  

サービスモデル  

（）内番号は以下の説明に対応  
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(7) サービスモデルの構築では、「ISO-MRV スキーム」を利用した検証活動としての

サービス提供のために、2020 年以降の国際枠組みとして実行上の具体的な手順

を整備した。  

「ISO-MRV スキーム」構築における詳細な検討結果については、以下の 7.3.2～

7.3.5 に記述した。  

 

7.3.2 ミッションプロファイリング 

MRV（測定・報告・検証）は、これまで途上国については負担の少ないものに限

定されていた。そのため、途上国の GHG 排出実態が不明であり、情報の信頼性への

疑問があること、改善のインセンティブがないこと、専門家の育成が出来ないこと

等の問題点が指摘されていた（森本 2011）。  

従って、ミッションプロファイリングにおいて、MRV の制度設計に要求される

「あるべき姿」について検討した結果を以下に示す。  

 途上国（特に大量 GHG 排出国）の参加が必須であり、途上国への受け入れが

容易なこと（Rafael L.A. 2011）。  

 衡平性・透明性を確保し（IGES 2010）、差異ある責任原則、並びに温室効果

ガス排出量の透明性の確保が必要なこと（Rafael L.A.2011；濱崎 2011）。  

 ボランタリー性が必要（IGES 2010）であり、温室効果ガス以外の気候変動要

因を含めた幅広い対応が可能なこと（Prins, G., et al. 2010）。  

 途上国の基盤整備、例えば、途上国の持続可能な発展への支援を可能とする

こと（Fransen T., et al. 2008）。  

 国際的に統一された基準で、PDCA サイクルを効果的に回す仕組みにより、

すべての国で同じ検証を実施できること（森本 2011）。  

 NAMA は、プレッジ＆レビュー方式（主体的な申請と検証）で策定されてお

り、途上国が計画した削減行動を確実に実行させる機能が必要であること。

また、ボランタリーで広範な NAMA（途上国の適切な削減行動）を追跡でき

る機能が必要であること（遠藤 2010）。  

以上のことから「MRV のあるべき姿」を以下のとおり 5 つの要素として整理し

た。下記の 5 要素は、7.3.3（シナリオ展開）において、既存制度の評価項目として

採用した（表 7-4）。  

要素 1：途上国への受け入れが容易  

要素 2：衡平性・透明性の確保  

要素 3：ボランタリー性の付与  

要素 4：途上国の基盤整備促進  

要素 5：国際、国内基準の統一  
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7.3.3 シナリオ展開 

(1) 検証方式について 

実際に行われている仕組みの中で、MRV に関係のある検証制度としては、既に述

べた ISO 認証制度のほかに、EMAS（環境管理監査制度）、JIS マーク表示制度（以

下「JIS 制度」と略記）、エコアクション 21（以下「エコ 21」と略記）、LAS-E（環

境自治体スタンダード）等がある。それぞれの制度について概要と特徴を表 7-4 に

示した。また、ミッションプロファイリングで明らかにした「MRV のあるべき姿」

の５つの要素について、充足度を評価した結果を表 7-4 の下段に示した。  

 

表 7-4 既存の検証制度の比較 

 ISO 認証制度
( 環 境 , 品 質
等)  

EMAS（環境監
査制度） 
*1) 

JIS マーク表示
制度（品質） 
*2) 

エコアクショ
ン２１（環境） 
*3) 

LAS-E 
(環 境 自 治
体)*4) 

 
概要 

民間制度、ISO
標準で各国実
施 

法的 根拠あ
り ,EU の 地
域制度 

法的根拠あり、
製品認証制度 

官主導の民間
制度、日本国
内 

自治体が構
築・運用 

 

特徴 

ﾏ ﾈ ｼ ﾞ ﾒ ﾝ ﾄ ｼ ｽ ﾃ ﾑ
（MS）の継続的
改善 

ﾊﾟﾌｰﾏﾝｽの向
上、環境声明
書、罰則付き 

製品対象 ,工場
審査方式 ,民間
活 用 の 認 証 制
度 

中小事業者向
け、MS 及びﾊﾟ
ﾌｫｰﾏﾝｽの向上 

環境自治体
作り、市民
が参加 

基準 
ISO9001/14001 
/50001 等） 

EU 規則及び
ISO14001 

JIS 製品規格、
品質(ISO9001) 

ｴｺｱｸｼｮﾝ 21(環
境省指導) 

環境自治体
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 

要素 1 A C B C C 
要素 2 A B B B C 
要素 3 A A A A C 
要素 4 A B A B B 
要素 5 A C C C C 
*1) 橋本ら(2000)、*2) 日本工業標準調査会 HP、*3) エコアクション 21 中央事務
局(2011)、*4) 山本(2005)：これらを基に作成  
 

 

要素１～要素５の評価は、A（満たしている）、B（一部満たしている）、C（満た

していない）の３ランクで行い、評価結果については、以下に記述した。（ ）内は

ランクを示す。  

要素１（途上国の受け入れ可能性）：EMAS、エコ 21、LAS-E は地域限定であり（C）、

JIS 制度は、日本国内制度であるが海外組織も一部認証している（B）。グローバ

ルな ISO 認証制度は、途上国での認証実績数も多く、途上国への受け入れ可能性

は高い（A）。  

要素２（衡平性・透明性）：ISO 認証制度は、途上国にも広く受け入れられており、

各国事情に対応できる制度である（A）。EMAS、JIS 制度、エコ 21 は、いずれも

検証基準を公開しており透明性は確保されているが、地域限定であるため衡平性
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の面でやや評価は低い（B）、LAS-E は、地域限定で、対象も限定されており C ラ

ンクとした。  

要素３（ボランタリー性）：ISO 認証制度、EMAS、JIS 制度、エコ 21 は、いずれも

組織（企業・事業者等）の活動、製品及びサービスを対象としており、参加は自

由でありボランタリー性を備えている（A）。LAS-E は、対象が自治体に限定され

ており C ランクとした。  

要素４（途上国の基盤整備）：EMAS、エコ 21、LAS-E は、いずれも地域限定である

が、制度を途上国の検証制度の改善に利用することは可能（B）。ISO 認証制度及

び JIS 制度は、既に途上国に適用されており A ランクとした。  

要素５（国際、国内統一基準）：ISO 認証制度は、既に途上国においても同一基準が

適用されており A ランクとした。それ以外は対象地域以外の実績がないため C ラ

ンクとした。  

要素 1～要素 5 について評価を行った結果、 ISO 認証制度以外は、地域限定また

は国内限定であり、グローバルな制度に比べて認証実績数も少なく、途上国への受

け入れ可能性も低いことから、相対的に ISO 認証制度が優れていることを確認した。 

表 7-4 に示した検証制度の中で、JIS マーク表示制度が 2008 年に国による認定制

度から民間による認証制度へ変更されたことは、MRV 制度の構築を検討する上で注

目に値する（図 7-3）。  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

日本工業標準調査会 HP より  

図 7-3 JIS マーク表示制度の改正 

 

 

JIS 制度変更の目的は、制度の国際整合化と行政改革であり、民間活力を最大限に

活用するとともに、国による「指定商品」を廃止しすべての JIS 規格製品を対象と

主務大臣 

指定認定機関 

製造業者等 

主務大臣 

登録認証機関 

製造業者等 

登録 

認証 

指定 

認定 

認定 

制度変更 

（旧制度） （新制度） 
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したことである。これにより、迅速な認証が可能となり制度の信頼性が向上した（日

本工業標準調査会 HP）。  

この事例からは、国が構築した制度であっても、維持管理のすべてを国が行うこ

とは、むしろ非効率であり、民間委託をすることで改善が進展する可能性があるこ

とが推察される。従って、民間活用を MRV 制度の構築に取り入れることが効果的

であると考える。  

 

ここで、表 7-4 に示した検証制度の中で最も評価の高い ISO 認証制度の仕組みに

についての概略を図 7-4 に示した（詳細は「経済産業省 2006」を参照）。  

ISO 認証制度では、第三者認証機関が、組織に対して審査を行った結果に基づき

第三者証明（登録証）が発行され、同時にウエブサイト等で登録組織が公表される。

認定機関は国際認定機関フォーラム（International Accreditation Forum: IAF）4)の基

準に基づき、認証機関の認定を行う。このように、多くの利害関係者が関与してい

ることで公平性・透明性が確保され、社会に信頼性を与えている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   
 

            図 7-4 ISO 認証制度の概要 

 

ISO 認証制度は、規格制定及び認証も民間で行われており、ボランタリーな参加

と参加者へのインセンティブ 5)により誘導され、既に世界で 120 万件以上の認証実

績がある（表 7-5）。  

このように ISO 認証制度が世界で広く実施されている理由として、組織の規模に

かかわらず経営システム（規定整備、文書管理など）の改善や従業員の意識向上な

どに大きなメリットがあることが報告されている（水谷 2008）。  

IAF 基準 ISO 規格 

認定機関 

認証機関 

組 織 

利害関係者（住民、購入者等）  

認定  

審査  

購入  

申請  

申請  

監視  

利用 

利用 

利用 規範 

登録証 
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表 7-5 ISO 認証制度における認証数 

  
国名  

認証数  

ISO 9001 ISO 14001 合計  
1 中国  257,076 55,316 312,392 
2 イタリア 130,066 14,542 144,608 
3 日本  68,484 39,556 108,040 
4 スペイン 59,576 16,527 76,103 
5 ロシア  53,152 ＊223 53,375 
6 ドイツ  47,156 5,865 53,021 
7 英国  41,193 10,912 52,105 
8 インド  37,493 *1500 38,993 
9 米国  28,935 5,225 34,160 
10 韓国  23,400 7,843 31,243 
その他  318,254 65,640 383,894 
合計  1,064,785 223,149 1,287,934 

テクノハ (2011)を基に作成  
*印は Dec.2006 時点、他は 2009 年  

     

(2) 検証基準について 

ISO 認証制度では、認証の根拠となる基準としてマネジメントシステムスタンダ

ード（MSS）と呼ばれる一群の規格が用いられる。MSS は共通の PDCA（Plan-Do-

Check-Act）サイクルと呼ばれる骨格を持ち、共通のコア部分として、方針、計

画・目標、法規、教育、文書・記録、監視・測定等の要素がある（図 7-5）。  

 

 
       

図 7-5 ISO マネジメントシステム規格の対象範囲 

 

 

 
コア：方
針,計画・
目 標 , 法
規,教育,
文 書 , 監
視測定  

大気、水質、廃棄

物、資源、騒音、

振動、土壌汚染、

エネルギー 

電気、燃料、蒸
気、熱、圧縮空気  

製品品質保証

顧客満足 

マネジメントシステム規格（MSS）  

環境マネジメント 
システム規格 ISO14001 

エネルギー 
マネジメント
システム規格  
ISO50001 

 

品 質 マ ネ ジ メ
ン ト シ ス テ ム
規格:ISO9001 

 

（食品安全、情報セキュリティ、事業継続、労働安全、他） 
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実際に認証制度で用いられている MSS 規格には、第 6 章  表 6-1 で示したとお

り、品質マネジメントシステム（ ISO 9001）、環境マネジメントシステム（ ISO 

14001）、エネルギーマネジメントシステム（ ISO 50001）等、10 以上の規格があ

る。これらの規格がカバーする範囲は、図 7-5 のとおりであるが、ISO 9001 は、製

品の品質保証と顧客満足が目的であり、その他の MSS 規格（食品安全マネジメン

トシステム : ISO 22000、情報セキュリティマネジメントシステム : ISO 27100、事業

継続マネジメントシステム： ISO 22301）等も温室効果ガス排出削減とは直接関係

しない。  

すなわち、温暖化対策のツールとして検証に利用可能な規格は ISO 14001 と ISO 

50001 である。従って、この 2 つの規格について、MRV の機能との整合性について

比較した。  

検討の結果から、ISO 14001 の目的が、組織の環境パフォーマンスを継続的に改

善することであり、MRV の目的である途上国の自主的な継続的改善に寄与する可能

性が高いことが確認された。一方、ISO 50001 はこれまでの認証実績が少ないこと

や、エネルギーに特化した規格であることから、途上国の基盤整備への貢献は少な

いと考えられる（図 7-5 参照）。従って、MRV に適する規格は ISO 14001 であると

判断した。  

次に、ISO 14001 における P（計画）、D（実施）、C（監視測定、報告）、A（検証、

処置）と  MRV に要求される M（測定）、R（報告）、V（検証）の機能について比較

した結果、表 7-6 に示すとおり ISO14001 の要素は MRV の機能を満足することを確

認した。  

 

表 7-6 ISO14001とMRVの対応 

ISO認
証制度 

 P（計画） D（実施） C（点検、報告） A（検証、処置） 

ISO14001
の要求事
項 

目的目標・実
施計画の策
定、達成の方
策 

実施計画の
効果的運
用、実施状
況の測定 

実施計画の監視・測
定、実施結果の報
告・記録 

実施結果報告の妥
当性検証、改善へ
の処置 

ISO14001
項目番号 
、表題 

4.2、4.3.3 4.4 4.5.1、4.5.4 4.6 
方針、目的目
標,実施計画 

実施・運用 監視測定,記録管理、
報告 

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾚﾋﾞｭｰ 
(検証・処置を含む） 

MRVの
機能 

 M (測定) R（報告） V（検証） 

確認事項 ・実施計画の適切性測定 
・GHGの排出状況の測定 

計画の実施結果報告 
記録の適切性評価 

計画の実施報告, 
妥当性検証、処置 
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7.3.4 プログラムマネジメント 

(1)  アーキテクチャ 

7.3.3（シナリオ展開）の結果より、検証方式として ISO 認証制度を採用し、検証

基準としては ISO 14001 を用いることでプログラムを構成することとした。  

プログラム構造は、UNFCCC 締約国（COP）事務局が実施する国際 MRV を全体

プログラムとし、各国で実施される国内 MRV を各プロジェクトとした。  

(2) スキームモデル構築 

上記の「アーキテクチャ」において検討した構想に基づき作成した「ISO-MRV ス

キーム」の構造を図 7-6 に示す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

          図 7-6 ISO-MRV スキーム構造 

 

「ISO-MRV スキーム」による検証制度を実行に移すには、先ず MRV 検証制度と

して ISO 14001 規格を用いること、及び検証行為を民間の ISO 認証機関に委託する

ことについて、COP 事務局で承認することが必要となる。その場合、COP 事務局か

ら委託する認証機関の選択は、 ISO 認証制度の基本ルールを定めている国際認定機

関フォーラム（IAF）に依頼することが効率的である。なぜなら、IAF には ISO 認証

機関もメンバーとして加盟しているからである。例えば、日本からは JACB（Japan 

Association of Management System Certification Bodies：日本マネジメントシステム認

証機関協議会）がメンバーとなっており、COP 事務局が「ISO-MRV スキーム」によ

る MRV 検証を民間委託する場合の受け皿になることが可能である。  

具体的な検証活動は、COP 事務局から委託を受けた ISO 認証機関が、「登録認証

機関」として「ISO-MRV スキーム」に基づいて各国の NAMA を検証する。  

「登録認証機関」は、各国の NAMA について ISO 14001 規格のうち MRV 機能に

該当する要求事項（表 7-6 参照）に基づき PDCA の各要素を確認し、NAMA の内容

が適切であるかどうか評価する。その結果を COP 事務局に報告し、基準に適合した

NAMA の作成責任者に認証書を発行する。  

検証結果は COP 事務局で集計され、COP に設置される予定の ICA（International 

COP 事務局 

登録認証機関 

各国 NAMA 

支 援 の
決定  NAMA

提出  

認 証

書  

検証  

検証委託  検証結果報告  



 

185 

 

Consultation and Analysis；国際的な協議と分析）において、NAMA の具体的実行段

階における先進国からの支援の可否について協議が行われる。支援の決定は COP 事

務局から各途上国へ通知される。  

 

7.3.5 アセスメント 

(1) 制度設計評価基準による評価 

「ISO-MRV スキーム」について実行可能性評価を行った。アセスメントは、大塚

（2007）により提案されている気候変動対策に関する制度設計上の評価基準を用い

た。この基準は 6 項目（削減の実効性、衡平性、応能負担、環境外要素、透明性、

合意可能性）から成っており、評価結果は、表 7-7 に示したとおり評価基準を満た

していることが確認出来た。  

表 7-7 ISO-MRV の制度設計上の評価 

 

       ＊判定結果：◎ :満足、〇 :ほぼ満足    大塚 (2007)を基に作成  

 

(2) 実施上のメリット 

「ISO-MRV スキーム」について、現行の ISO 認証制度における状況を参考に検討

した結果、実施上のメリットは以下のとおりである。  

(a) ISO-MRV の対象国におけるメリット 

 ISO-MRV の検証は、データや記録の確認だけでなく「活動」を対象とする

ISO 認証制度を適用することで、各国の「持続可能な開発」及び NAMA の

効果的な推進に寄与する。  

 ISO-MRV の実施により、各国への ISO 認証制度の普及が促進され、途上国

の基盤整備と継続的改善が図れる。  

 NAMA の実行計画を、ISO-MRV の評価基準である ISO 14001 規格要求事項

の目標・実施計画に整合させることが可能あり、検証を通じて NAMA 実行

計画の進捗管理が適切に実施できる。  

評価基準 「ISO-MRV スキーム」の評価結果 判定結果 * 

削減の 
実効性 

・組織、国の事情を考慮、強制力はない 
・規制手段でないため組織の意欲向上 

○ 

衡平性 ・ISO 規格と IAF 基準により衡平性確保 ○ 

応能負担 
・ボランタリー的手法であり各組織、各

国の事情に応じた計画が可能 
◎ 

環境外要
素の考慮 

・エネルギー効率向上の外に、コスト削
減、健康被害の低減効果あり 

◎ 

透明性 ・ISO 認証制度により、透明性は高い ◎ 

合意可能
性 

・ISO は UNFCCC の締約国を含む 178 ｹ国
で実施中であり、受入れ能性は高い 

◎ 
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 ボランタリー性に基づいて作成された NAMA に対し、ISO-MRV を実施す

ることで、途上国が自ら設定した目標達成への意欲が増大し、自発的活動に

基づくより大きな成果が期待される。  

(b) ISO-MRV の実施側のメリット 

 国際 MRV 及び国内 MRV について、既存の ISO 認証制度を活用することで

検証制度、検証基準の制度構築が効率的に行える。  

 ISO 認証制度は長年の実績があることから、国際、国内で同じ基準（ ISO 

14001）を使用することで、透明性・公平性が確保される。  

 民間委託により、経験豊富な各国認証審査員を有効活用することで、各国事

情に配慮した検証が可能となる。  

 各国 NAMA の作成責任者に直接インタビューすることで検証結果の信頼性

が高まる。  

 

7.4 2020 年以降の国際枠組み提案 

 

7.4.1 システムモデル 

7.3.5（アセスメント）において、プログラムに含まれる価値についてデザイン、

計画、実行、成果の獲得等の全体を通じて体系的に評価した結果、制度設計上の評

価基準を満たし、実行上多くのメリットが想定されることを確認した。  

したがって、本稿において構築した「ISO-MRV スキーム」を 2020 年以降の国際

的温室効果ガス抑制の枠組みとして活用するため、検証体制の構築と検証手順の制

定について具体的に検討を行った結果を以下に示す。  

(1) 検証体制の構築 

検証プログラム構造としては、図 7-6 に示した「ISO-MRV スキーム構造」を基に、

各国内で実施する国内 MRV 検証を「プロジェクト」とし、その結果を総合して国

連（UNFCCC）COP 事務局で行う国際 MRV 検証を「プログラム」として構成した。

図 7-7 に構築したシステムモデルを示した。  

(2) 検証手順の制定 

 検証手順は、下記の通り(a) から(f) とした（図 7-7 参照）。  

(a) 「 ISO-MRV スキーム」の対象範囲は、各国から提出された NAMA（適切な削

減行動）の内容と温室効果ガスの削減に関する計画と実積である。  

(b) 検証作業は、下記の階層ごとに実施し、ボトムアップ的に下から検証結果を

順次上の階層に報告し、積み上げで各国ごとに集計結果が把握できる構造とし

た。最終的には、各国の結果を国連（UNFCCC）COP 事務局に集計する仕組み

である。  



 

187 

 

 ・組織レベル：各国の組織（企業等）または、セクターごとに検証する。  

 ・地方官庁レベル：各地方官庁において、組織レベルの検証結果を集計し、国

レベルに報告する。  

 ・国レベル：各地方官庁の検証結果を集計し、国として国連に報告する。  

 ・国連レベル：各国の結果を集計し、温暖化対策全体の効果を評価する。  

(c) 検証員は、図 7-7 に示す通り組織、地方官庁、国、国連の各レベルで、それぞ  

れの検証業務を果たすことが出来る力量を持つ外部審査員に委託する。  

 (d) 検証基準は、表 7-6 に示す ISO 14001 規格の各要求事項を用いる。  

 (e) 検証方法は、原則として、各審査員が組織、地方官庁、国、国連の各レベルの

責任者への面談を通じて、温室効果ガスの管理状況を含む NAMA（適切な削減

行動）の有効性について評価を行う。  

 (f) 検証結果は、各レベルの審査員から順次上のランクに報告される。また、必要

な場合、是正処置を要求する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.2 サービスモデル 

「ISO-MRV スキーム」に関するサービスモデルの構築においては、システムモデ

ル（図 7-7）の体制で「ISO-MRV スキーム」を実行する場合に必要なガイドライン

及び実施手順について明確にした。  

(1) ガイドラインの制定 

実際の検証作業においては、検証に必要な判断基準、検証に必要な標準時間、検

証員の力量基準等についてガイドラインが必要となる。これらのガイドラインを国

連（UNFCCC）COP 事務局で制定することも考えられるが、認証業務について経験

豊富な民間機関に委託するのが効率的と考える。  

図 7-7 ISO-MRV スキーム/システムモデル 

 

国 際

M R V 

国 内

M R V 

IAF ﾒﾝﾊﾞｰ 

 

認定審査員 

認証審査員 

国連(UNFCCC) 国連レベル 

国レベル 

地 方 官 庁

レベル 

組織レベル 

国の機関 

地方官庁 

組 織 

地方官庁 地方官庁 

組 織 組 織 

国の機関 

（ケースＡ） （ケースＢ） （ケースＣ） 

報告  

報告  

報告  

報告  報告  

報告  

（B 国） 

 

（Ａ国） 

検証 

検証 

検証 

検証 

(検証員) 
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例えば、CO2 の排出削減に関しては、各設備・機器について、エネルギー効率パ

フォーマンス基準を ISO 規格として制定することが考えられる。審査員の判断基準

については、現行の ISO 認証審査基準と同様に「IAF 基準」として新たな文書の制

定を行うことが効率的である。審査員の力量についても現行と同様の仕組みを利用

することが考えられる。  

既存のマネジメントシステム規格（例えば、ISO 14001、ISO50001）では、組織の

体制・仕組みに関して「何をしなければならないか」の要求事項は決められている

が、「どのレベルまで実行するか」は定められていない。このため、エネルギー効率

改善の達成レベル等についてのパフォーマンス指標を ISO 規格として新たに制定す

ることが必要となる。  

ISO 規格の制定は、通常 ISO の機構の中に技術委員会（TC）を設置して推進され

る。筆者が ISO 14001 規格の制定に関して、日本代表エキスパートとして国際会合

（ ISO/TC207/SC2：環境マネジメントシステム規格作成技術委員会、環境監査分科

会）に参加した経験によれば、ISO 規格制定の発案は ISO のメンバー（日本は、JISC：

日本工業標準調査会がメンバーとなっている）からの新規格提案書（New Work Item 

Proposal：NWI）の提出により開始される。その後、NWI の妥当性審議を経て、ISO

の中に当該の規格制定を行なう技術委員会（Technical Committee: TC）が設置され、

ドラフト作成が行われる。ドラフトは各国の審議・投票を経て国際規格（IS）とな

る。ISO 規格に関する制定手順は ISO/IEC（2009）に詳しい。  

世界で統一された手順とするためには、新たな IAF 基準文書の制定が必要である。

これまでの例では、2005 年に「先進的サーベイランス・再認証手順（ASRP）6)」に

関する IAF 基準（IAF 2008）の制定が行われたことがあるが、筆者は日本の代表メ

ンバーとしてこの手順（ASRP）の作成に参加した。その経験から、「ISO-MRV スキ

ーム」の実施においても、新たなガイドライン制定について日本の IAF メンバーか

ら提案することが可能である。IAF における新たなガイドラインの制定は、通常、

専門のタスクフォース（TF）が作られ、そこで、発案者からの提案説明を基にメン

バー間で議論が行われる。TF のメンバーは、米国、EU などからバランスを考えて

選定されるが、日本は欧米の中間派として、メンバー選定に加えられることも多い。

TF の議論の中でガイドラインの基本案が作られることから、事前に米国、EU 等の

主要メンバーにガイドラインの必要性を説明するなど、予め根回しすることでスム

ーズに IAF 文書の制定が可能になると考える。  

審査員の力量については、既存の国際的な力量評価基準（IAF 2009）の利用によ

り、審査員の資格認定が可能となる。  

(2）ISO-MRV スキームの実施手順  

(a) 実施段階では、図 7-7 に示す各レベルの審査員が、対応する規格要求事項を確
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認する。即ち、表 7-6 に示したように、MRV に対応させて PDCA のサイクル

をあてはめ、適用する ISO 14001 の規格要求事項の該当項目を確認する。  

(b) 次に、ISO 認証制度の実施国と未実施国に分けて対応する必要があるため、以

下のとおり A、B、C の 3 ケースに分けて検証を実施する（A、B、C の 3 ケー

スの対象範囲は、図 7-7 に示した）。  

「ケース A」：ISO 認証制度の実施国で、組織が認証を受けている場合  

「ケース B」：ISO 認証制度の実施国で、組織が認証を受けていない場合  

「ケース C」：ISO 認証制度の未実施国で、組織が認証を受けていない場合  

ケース C では、検証員の役割を地方官庁または、国が果たす。  

(c) 検証内容は、表 7-6 に示す項目について、以下のとおり PDCA のステップで

規格要求事項を確認する。  

計画（P）：NAMA について、計画の適切性は、ISO 14001 規格の 4.2 項「環境

方針」及び 4.3.3 項「目的・目標及び実施計画」の要求事項を適用する。 

実施（D）：NAMA 実施の適切性は、ISO 14001 規格の 4.4 項「実施・運用」の

要求事項を適用する。  

点検、報告（C）：NAMA の結果及び CO2 排出量の測定については、ISO 14001

規格の 4.5.1 項「監視及び測定」及び 4.5.4 項「記録管理」の要求事項を

適用する。  

検証、処置（A）：NAMA 実施結果報告の妥当性は、 ISO 14001 規格の 4.6 項  

「マネジメントレビュー」の要求事項を適用する。  

上記の各ステップについて「ISO-MRV スキーム」による検証を実施した結果、

不適切な状況が発見された場合は、各レベルの審査員から改善の勧告を行う。

活動主体は速やかに改善を行い、その結果は次回の「ISO-MRV スキーム」によ

る検証実施時に確認される。  

 

以上のとおり「ISO-MRV スキーム」の実効のために構築したシステムモデル及び

サービスモデルは、現行の ISO 14001 認証制度の仕組みを活用しているため、新た

な制度を構築する場合に比べて、実施上大きな問題がないことが保証されており、

制度構築に要する時間的にも費用面でも有利である。  

最大の利点は、現在、ISO14001 が途上国を含む多くの国で実施され、この制度に

対する信頼性も高いことから、2020 年以降の新たな国際枠組みとして「ISO-MRV ス

キーム」を提案するにあたり、途上国の受入が容易であることが予想されることで

ある。  
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7.5 まとめと結論 

 

 途上国と先進国が同じ枠組で、一体的に温室効果ガスの排出削減に取り組む仕組

みとして合意された NAMA と MRV は、今後の国際的温室効果ガス削減対策の切り

札と期待されている。  

第 7 章では、MRV について、実効性のある仕組みとして具体的な検証制度を構築

することを目指して検討を行った。その結果、本稿独自の仕組みとして「ISO-MRV

スキーム」を構築することが出来た。  

 「ISO-MRV スキーム」の構築にあたり、UNFCCC 締約国会議（COP）のニーズに

合致した仕組みとするため、P2M 理論におけるミッションプロファイリング手法を

適用した。その結果、MRV の「あるべき姿」を明確にした上でスキーム構築を行っ

た。  

 MRV の本質は検証制度であることから、新たな仕組みを一から作るのではなく、

既存の検証制度を評価し、最も MRV の機能に近い ISO 14001 規格に基づく認証制

度を活用したことで、実効性のある「ISO-MRV スキーム」制度を確立した。  

構築した「ISO-MRV スキーム」は、世界で広く実施されている ISO 認証制度を活

用することで、途上国にも受け入れが容易であり、途上国の基盤整備への貢献など

途上国が求める施策を実現させる多くのメリットがあることを確認した。  

 UNFCCC 締約国会議（COP）では、2015 年末に開催される COP21（パリ会合）に

おいて 2020 年以降の枠組みを決定する予定であり、今後、本稿で構築した仕組みを

COP に提案し、「結果の約束」に代わる「行動の約束」によって、全員参加の地球温

暖化対策の推進に貢献することを狙いとしたセカンドオピニオンとして、提案を行

った。  

今後のアプローチとしては、「ISO-MRV スキーム」を日本の認証機関の業界団体

である日本マネジメントシステム認証機関協議会（JACB）から提案し、国際機関

（IAF）を通じて COP に提議することである。COP での採択を実現させるためには、

提案した「ISO-MRV スキーム」について関係機関に理解を求めることが必要である。

そのためには、システムモデル及びサービスモデルについて、各国の異なる事情に

対応させるため、更に詳細な検討を行うことが課題である。  
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■ 注 

 

1) NAMA（途上国による適切な削減行動）は、途上国の経済発展に伴う GHG 排出

の増加に対応するために提案されたもので、先進国の支援の下で途上国の自主

的な削減行動を促す仕組みである。COP 15（コペンハーゲン会合）において、付

属書 I 国（先進国）は 2020 年までの GHG 削減目標を設定し、非付属書 I 国（途

上国）は、適切な削減行動（NAMA）を作成して、UNFCCC 事務局へ提出するこ

とに合意した（再掲）。  

2) P2M（ピートゥーエム：Project & Program Management for Enterprise Innovation）

とは、プログラムマネジメントに重点を置き、各プロジェクトをプログラムの目

的に沿って適切に配置し、各プロジェクトを統合的にマネジメントすることで

ある。  

従来のプロジェクトマネジメントはプロセス重視で、予め明らかにされた期

待成果を実現することに主眼が置かれていたのに対し、プログラムマネジメン

トは「外部環境の変化を意識した上で、複雑な使命に問題解決の道を開き、事業

価値を向上する」発想に特徴がある（再掲）（日本プロジェクトマネジメント協

会：2011）。  

3) プログラムマネジメントの基盤であるプロジェクトマネジメントについては、

2012 年 9 月 1 日に ISO 規格「プロジェクトマネジメントの手引き」が発行され

ている；ISO 21500: Guidance on Project Management（小川 2012）。  

4) 国際認定機関フォーラム（IAF）は、マネジメントシステム、製品、サービ

ス、人員等に関して適合性評価を行っている協会で、1993 年に創設された。

IAF は、世界的に公認の証明書をエンドユーザに保証することによって、適合

性評価の整合性を確保する役割を担っている。 IAF メンバーは指定された規格

（適合性評価規準と呼ばれる）に適合していることを照明する認定書を受ける

ことが出来る（Wikipedia）。  

5)  ISO 14001 の実施効果は、本稿 6.2 を参照。  

6)  先進的サーベイランス・再認証手順（ASRP）は、一定期間マネジメントシステ

ム（MS）を効果的に実施してきた組織に対して、内部監査を最大限に活用した

効率的審査を行う手順。詳細は IAF（2008）を参照。 
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終 章 研究のまとめと総括 
 

1. 第Ⅰ部のまとめ 

 

 第Ⅰ部では、「地球温暖化問題へのセカンドオピニオン」について、UNFCCC/京都

議定書レジームの行き詰まり打開のための政策提案を行った。  

これまでの温暖化対策をファーストオピニオンとみなし、医療とのアナロジーか

ら診断（原因特定）と処方（対策）の評価を行い、新たな視点によるセカンドオピ

ニオン（新たな診断と処方）を提案した。  

 

第 1 章では、地球温暖化問題の本質を見極めるため原点に立ち返り、「地球温暖化

とは何か」の問題提起を行った。この問いに答えることで本研究のスタートポイン

トを明確にした。  

検討の過程で、温暖化の定義が定まっていないこと、地球温暖化の原因は自然起

源及び人為起源について種々の要因が関係しており、諸説あることを指摘した。  

最新の IPCC 第 5 次報告書における世界平均気温及び海水温の上昇が顕著である

との観測結果等から、「地球温暖化は起きている」と判断した。  

しかし、IPCC が「地球温暖化の主因は人為起源の温室効果ガスである」とする根

拠は、気候モデルによるシミュレーション結果であるが、シミュレーション技術は

まだ発展途上であり、予測の誤差が大きく出る可能性があることから、IPCC の判断

をそのまま受け入れることはできないと判断した。  

したがって、第 1 章の結論は「地球温暖化の要因は多様であり、人為的要因とし

ても CO2 以外にエーロゾルや土地利用等の影響があり、大気・海洋等の観測結果等

から判断すれば、主として太陽磁気や海流変動などの自然要因である可能性が大き

い。」とした。  

 

第 2 章では、IPCC の設立から今日までの活動とその成果である報告書について

評価した。  

その結果、IPCC の設立の経緯及び報告書作成・公表のプロセスにおいて、政治的

影響があることを指摘した。報告書の内容についても「地球温暖化」の議論の基に

なる温度データの取り扱いに過誤が見られたことや、早い段階で CO2 に原因を絞り

込んだことなどを指摘した。また、組織・体制についても、不適切な情報の漏洩が

明らかになるなど、 IPCC に対する信頼感を損ねる事態の発生があったことを指摘

した。  

これらのことから、今後は、政治的影響の排除、CO2 以外の要因に対する調査・
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検討の強化、情報公開の改善等が必要であることを報告した。  

 

第 3 章では、これまでのファーストオピニオン（IPCC 報告及び UNFCCC/京都議

定書レジーム）の有効性について評価を行い、以下の問題点を明らかにした。  

枠組み条約としての構造的欠陥や、合意形成に時間を要することなどにより実効

性が低下した。また、「差異ある責任原則」が支障となり、一部の先進国だけに削減

目標がトップダウン的に決められ、途上国が削減義務を負っていないため南北間の

意識の隔たりが助長された。削減対策の実施において、市場競争を取り入れた京都

メカニズムも当初の意図通りには機能せず、第２約束期間における削減義務国の減

少につながった。  

今後の対応としては、UNFCCC/京都議定書レジームの欠陥を補完するため、CO2

以外に着色エーロゾルなどを扱える新たな包括的気象条約（仮称）の制定や

UNFCCC 条約の改正により、実効の挙がる方向を目指すべきであることを提案した。 

 

第 4 章では、医療の例に倣い、新たな視点からセカンドオピニオンを提案するた

め、「ハートウエル論文」及び「環境合理性原理」等を参考として政策提言を行った。  

ファーストオピニオンにおいては、西洋的メンタリティに基づく狭い視野から

CO2 を単一指標としたことで、温暖化対策の有効性に限界が見られた。このため、

セカンドオピニオンとしては、地球温暖化問題の複雑な特質を考慮し、地域・局所

の気候変動にも対応可能とする対策について検討を行った。  

温暖化の原因は、主として自然要因と考えられるため、CO2 に的を絞った対策は

効果がないと考えるが、持続可能性の観点からは化石燃料起源の CO2 排出を減らし、

省エネ・省資源を推進すべきであることを述べた。  

今後の温暖化対策としては、短期的には、地域的・局所的問題への対応を考慮し、

東洋的視点に基づく脆弱性・回復性アプローチにより、途上国の弱点（例えば、電

力供給問題）に対し改善する方策を提案した。  

中長期的には、世界各国が一致して対策を執ることが重要であることから、途上

国の基盤整備を重視し、実現の手段として自主的制度（例えば、マネジメントシス

テム）が有効であることを提案した。すなわち、途上国が温暖化対策について、自

ら調査・検討し、対策を立案できる能力が涵養されることで、最善の政策が実施さ

れ、結果として最適の温暖化対策が可能となる方策（逆転の発想）を提案した。  

 

第 5 章では、セカンドオピニオンの具体化として、地球温暖化と関係の深いエネ

ルギー問題を取り上げ、具体的事例として「石炭火力発電」と「原子力発電」につ

いて政策提言を行った。  
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中国では、電力供給の 7 割以上を石炭に依存していることから、中国の石炭火力

発電に、日本の高度なクリーンコールテクノロジー（CCT）を適用した場合のメリ

ットについて試算を行った。  

その結果、2035 年時点で年間 7.4 億トンの CO2 及び 18 百万トンの SOx の削減が

可能となることを示した。すなわち、この施策を実施することで温暖化問題、エネ

ルギー供給及び健康問題の改善が可能となり、一石三鳥の効果が期待できる。また、

技術供与する日本側のメリットも期待される win-win 政策となる可能性について論

じた。  

一方、原子力発電に関しては、「低コストでクリーンなエネルギー」とも言われて

いるが、温暖化問題とエネルギー問題を切り離すことで、正味の原子力発電に対す

る評価が可能となることを示した。  

すなわち、他の発電方式との比較のため、これ迄の電力単価算定の根拠について

評価し、公表されたコストの算定に含まれていない要素を含めて新たな視点から試

算を行った。その結果、バックエンドコスト等を含めるとコストは石炭火力発電の

約 2 倍に、また、CO2 の排出についても、図 5-8 に示した電気事業連合会（2013）

の公表数値（20 g-CO2/kWh）を上回る 30~40 g-CO2/kWh となる可能性があることを

指摘した。  

これらのことから、「原発は温暖化問題に有利でクリーン」という観念から離れて、

正味の原子力発電事業としての実績に基づいたコスト及び CO2 排出原単位の再計算

が必要であることを提言した。何故なら、原子力発電については、運用実績に基づ

くライフサイクルを通しての評価が未だ十分に行われていないと判断するからであ

る。  

すなわち、安全・コスト・放射性廃棄物・温暖化について、電力供給機能だけの

必要性から原子力発電を再評価し、他の発電方式と比較することにより、将来の原

子力政策の方向付けをすることが必要と考える。  

 

以上の結果、第Ⅰ部の主題である「地球温暖化問題へのセカンドオピニオン」と

して、地球温暖化の主因は自然要因の可能性が高いことを診断（原因特定）として

示した。また、処方（対策）としては、デュアルアプローチによる対応として短期

的には脆弱性・回復性アプローチによるエネルギー問題への対応が必要であり、中

長期的にはライフスタイルの変更を含めた自主的制度の実践が有効であることを提

案した。中長期的な対応としての自主制度の具体案については、第Ⅱ部で検討した。  
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2. 第Ⅱ部のまとめ 

 

第Ⅱ部では、セカンドオピニオンとして第 4 章で提案した自主的制度の活用方法

について検討した。特に、温暖化対策への途上国の参加を促進するため、基盤整備

に有効である「マネジメントシステムスタンダード（MSS）」を活用し、具体的な国

際スキームの構築を提案した。  

 

第 6 章では「マネジメントシステムスタンダード（MSS）」の実施状況と効果的活

用事例の検討から、温暖化対策への具体的な適用方策について提案を行った。  

事例検討では、企業内に限定されていた「静的」活動から、グループ企業への拡

大やサプライチェーンでの共同実施へ活動範囲を拡大することで、環境負荷削減に

加えてコスト削減並びに省エネ・省資源による経営効率化が可能となることを示し

た。特に、温暖化対策に有効である環境マネジメントシステム（ISO 14001）の事例

から、今後、多くの組織がさらに効果的な活動とするための方策として「グループ

化」及び「統合化」による「動的 EMS」への機能拡大を提示した。  

以上の検討から、環境マネジメントシステムを国際的な温暖化対策のツールとし

て活用が可能であることを提案した。  

 

第 7 章では、MSS について、UNFCCC/COP において推進されている地温暖化対

策の新たな枠組みとして活用する方策について検討した。  

具体的には、環境マネジメントシステム（ ISO14001）を用いた認証制度が、

UNFCCC 締約国会議（COP）で推進する途上国の適切な削減行動（NAMA）の検証

制度である測定・報告・検証（MRV）へ適用可能であることを示した。  

具体的な国際制度の構築においては、複雑な問題の分析とプログラム構築に適し

たプロジェクト＆プログラムマネジメント（P2M）手法を導入し、ミッションプロ

ファイリング、シナリオ展開、スキーム構築の手順に従って制度構築を行った。  

その結果、MRV の具体的制度として本稿独自の仕組みである「ISO-MRV スキー

ム」を構築した。構築した「ISO-MRV スキーム」は、更に、2020 年以降の国際温暖

化対策の枠組みとして活用するため、システムモデル及びサービスモデルについて

民間委託による具体的実行案を提示した。  

 

以上の結果、第Ⅱ部の目的である「地球温暖化問題への ISO 認証制度の活用」に

ついて、国際規格（ISO）を基準とした第三者認証制度を活用した「ISO-MRV スキ

ーム」を構築し、国際枠組みとして活用することを提案した。  
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3．研究の総括 

 

本研究の成果は、各章の「まとめと結論」及び第Ⅰ部、第Ⅱ部のまとめに記述し

た。したがって、ここでは、研究全体を通じての総括について述べる。  

 

3.1 行き詰った温暖化対策からの脱却 

  

 気候変動枠組み条約（UNFCCC）の成立から 20 年以上が経過したにもかかわら

ず、温暖化対策の有効性が低下し、「行き詰まり」状況となっている。  

 このような状況に陥った原因として、一つは、温暖化対策の技術的バックボーン

の役割を果たしてきた IPCC に、綻びが見えてきたことがある。IPCC では、データ

処理の間違い、査読なし文献の引用、内部メールの情報漏れ等が不信感を与えた。

一般に、問題解決においては原因を可能な限り絞り込み、正しく特定した上で対策

を執ることが道理であるが、複雑な要因が絡む地球温暖化問題に対して、IPCC は早

い段階で CO2 主因説に絞りすぎたことを指摘した。  

本稿では、「大気中の CO2 濃度は確実に増加しており、地球温暖化は進行してい

ると認められるが、温暖化の主原因が CO2 であるとは言えない。」ことを述べた。  

すなわち、地球温暖化の現象は、人為的・自然的な、様々な要因の複合作用とし

て現れている。例えば、2.4.3(2)で述べたように、雪氷圏における変化の原因は CO2

ではなく、ヒマラヤでは降水量の低下、キリマンジャロでは昇華、北極海氷の減少

はススである可能性が高いとされている。また、大気中の CO2 が年々増加している

にもかかわらず、気温上昇が停滞しているのは、海洋・海流の影響（自然要因）の

可能性が高い。その他、エーロゾルや太陽磁気の影響などがあることを指摘した。

また、Harde（2014）は、CO2 の影響は太陽の影響より小さいと報告している。  

大気中の温室効果ガス（主として CO2）の増加は、温暖化に寄与することは確か

だが、温室効果に影響する因子は水蒸気（雲）やエーロゾルなど多くある。しかし、

シミュレーション予測技術はこれらの因子は未だ扱えないため、 IPCC においては、

CO2 に関する検討が主体的であった。  

このため、今後は、東洋的視点を取り入れ、幅広く他の因子（人為的、自然的を

含め）について CO2 と同程度の知見を集め、検討した上で、原因について再考する

ことが、温暖化対策を効果的に進めることにつながると考える。  

もう一つの原因は、UNFCCC/京都議定書レジームにある。ここでは、条約の目的

が「温室効果ガスの濃度安定化」となっており、「気候変動」の一部だけを取り上げ

た対応になっている。また、京都議定書が、トップダウン的に温室効果ガスの削減

目標を決めたことは、西洋的メンタリティに基づく狭い視野からの欠点であること
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を指摘した。  

 このように、途上国が「差異ある責任原則」に基づき、現在の枠組み（ファース

トオピニオン）において具体的な削減行動に参加していない理由として、歴史的経

緯や経済的・人的能力の不足がある。  

したがって、「行き詰まり」からの脱却は、相対的に CO2 排出量が増大した途上

国の基盤整備を実現させ、温室効果ガス排出計画の立案・実行・検証を自ら実施す

ることが可能となれば、結果的に温室効果ガスの削減がついてくる。即ち、「持続可

能な社会」となる。そのための手法が、自主的制度（マネジメントシステム）の普

及であると考える。  

このためには、先進国による途上国支援が必要であり、その結果、先進国もメリ

ットを享受できる方策を構築し、実行することが重要である。  

 

3.2 セカンドオピニオン：倫理観をもって逆転の発想を 

  

ファーストオピニオンの行き詰まり打開のため、多くの提案がされてきた。例え

ば、「ハートウエル論文」では、「気候対策の陰で 15 億人以上が電気のない生活を余

儀なくされている」と指摘し、松井（2002）は、環境倫理からの発想を含む「環境

合理性原理」の必要性を提案している。  

本稿では、これらの提案を取り入れ、地球温暖化問題の対応において、広く、背

景・文脈を重視する東洋的視点から解決策を探る検討を行ってきた。  

温暖化対策の基本的な思想として、現実的な問題に、目に見える解決策を与える

（池田 2007）ことが重要である。そのためには、ハートウエル論文が推奨する「政

治的・実際的に魅力ある目標を達成するうちに、結果として CO2 削減が実現される

こと（逆転の発想）」を温暖化対策として提案した。  

すなわち、医療とのアナロジーからファーストオピニオンの診断（原因特定）と

処方（対策）について再評価を行った結果から、今後の温暖化対策に必須のキーワ

ードは「持続可能性」であることを確認した。  

この考えを発展させるには、東洋的メンタリティが適していることから、デュア

ルアプローチとして、短期的には「脆弱性・回復性アプローチ」を、中長期的には、

途上国の基盤整備による「持続可能性」の実現のため、「自主的制度の推進」をセカ

ンドオピニオンとして提案した。  

政策の具体化においては、第５章で述べたとおり、温暖化問題における現世代の

便益と未来世代の被害に対する世代間倫理の問題や原発に関する将来世代への負の

遺産の問題並びに途上国に対する原発輸出などについて、倫理観を持って相手の立

場を思いやることが欠かせない。また、さらに重要なのは「逆転の発想」である。
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すなわち、「CO2 を減らすことを目的とするのではなく、CO2 の発生が少なくなる社

会を作ること」、を目指す必要がある。今、最も必要としていることを実行し、その

結果として CO2 排出が最小限になること。このような政策こそ、全力で取り組む必

要がある。  

 

3.3 具体的方策 

 

3.3.1 石炭火力発電：最大の化石資源を賢く使う  

短期的には、脆弱性・回復性アプローチとして、途上国の脆弱な部分（例として、

中国の石炭火力発電）を取り上げ、日本の高度な技術を適用することで、健康、エ

ネルギー、温暖化の 3 つの問題を回復させる政策提言を行った。  

石炭火力発電は、地球温暖化対策から見れば「CO2 排出の元凶」とされているが、

温暖化問題と切り離し、再評価する必要がある。すなわち、CO2 排出があることで

全て否定するのではなく、石炭火力発電のメリットが適正に評価されることが重要

であることを述べた。  

 本稿の検討結果を利用して、脆弱な部分の一つである、15 億人もの電気のない

人々への対応策として、世界最大の化石資源である石炭をエネルギー源として賢く

使うことが考えられる。このためには、燃費の良い、環境を悪化させないクリーン

な技術が求めらる。  

 したがって、日本の石炭火力発電技術（クリーンで発電効率が高い）を活用する

ことで、中国だけでも、年間 7 億 4 千万トンの CO2 の削減の可能性があることを示

した。この技術を活用すれば、世界で低効率のため無駄に消費されている石炭資源

を節約し、どれだけ、CO2 や SOx の削減が可能となることか、現実的に推進するこ

とが必要であろう。  

 例えば、日本がこれまで行ってきた、途上国への開発援助（ODA）や資金供与、

排出権の購入費用などは膨大な額に上る。今後もこのような支援が予想されること

から、資金の一部を活用して途上国に石炭火力発電所を建設し、送電システムを含

めて 30 年間の維持管理に充てることはどうであろうか。  

このように、石炭資源を賢く使う方策を政策として実施することが、長い目で見

て、途上国の基盤強化につながり、「持続可能性」を実現することで、温暖化対策に

も効果をもたらすと考える。  

 

3.3.2 原子力発電：低コストでクリーンなエネルギーか？ 

 原子力発電に関して、安全・コスト・廃棄物・温暖化について評価した結果、「低

コストでクリーン」とは言えないことを指摘した。  
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 今後の方策としては、第一に「ライフサイクル CO2 排出量」を現実の運転実績

（1970 年～2010 年の 41 年間）に基づいて再計算することが必要であろう。その基

本的な計算結果に納得が得られたら、その後、核燃料サイクルを含む想定ケースに

ついてライフサイクル CO2 排出原単位の再評価を実施すべきである。  

 コストについても同様で、41 年間の実績コストは、大島（2013）により明確にさ

れ、10.25 円 /kWh と報告されている。しかし、この数字には、まだ現実には実施さ

れていない核燃料サイクルで発生する、高レベル廃棄物や廃炉費用などが含まれて

いない。本研究の試算結果から、これらのバックエンドコストを上乗せすると、全

体の発電コストは 2 倍以上（20.72 円 /kWh）になる可能性があることを示した。  

したがって、原発が発電事業として、コスト的に成り立つかどうかを判断するた

め、核燃料廃棄物処理のプロセスを確立した上で、現実的な「ライフサイクルコス

ト」を試算することが必要である。  

 しかし、最大の問題は、プルトニウムに代表される「核の安全保障」の問題に、

いかに向き合うかである。エネルギー効率の悪い（約 33%）、経済的にも成り立つ見

込みのない原発を、今後どうするか、科学者の知恵を集めた正しい解決策が求めら

れる。  

 

3.3.3 自主マネジメント：途上国に役立つ支援を 

 セカンドオピニオンとして提案した「自主的制度の推進」が、途上国の基盤整備

に有効であることを示した。  

すなわち、自主的制度の一つである環境マネジメントシステム（ISO 14001）を取

り上げ、効果的な実施例について検討した。その結果から、「静的な EMS」も工夫

により「動的な EMS」に発展させる可能性のあることを提案した。具体的には、「グ

ループ化」と「統合化」の２つの方策により、システムの効果を増大させることが

可能となることを示した。  

ISO 14001 に基づく認証制度は、途上国の中でも、中国、インドなどが先行して実

施していることから、この仕組みを次期国際枠組みに利用することで、多くの途上

国の参加が容易になると考える。  

途上国の意識として、「先進国の過去の負の遺産の後処理はご免、我々も先進国と

同様に、不可避的な CO2 排出を伴いながらも、発展する権利がある。」このような主

張に対しては、先進国が持つ、経験（公害対策、省エネ対策、人材育成など）及び

資源（経済的、人的）を効果的に使うことで、win-win 政策につながる可能性がある。  

 そのベースとなるのが「マネジメントシステム」であり、自主的マネジメントの

実践により、基盤整備を促進することを提案した。「PDCA サイクル」を基本とする

マネジメントシステムは、あらゆる組織（行政機関、自治体、製造業、サービス業
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など）に対しても、その基盤整備に有効なツールである。  

 途上国における自主的マネジメントの普及促進を支援することが、今、先進国に

求められる。何故ならば、途上国の基盤整備が成って初めて、国際舞台で、先進国

と対等に、温暖化対策に協調していける出発点となると考えるからである。  

 具体的方策としては、MRV（測定・報告・検証）に適用する制度として、本稿に

おいて独自に「ISO-MRV スキーム」を提案した。検討にあたり、複雑な問題の分析

とプログラム構築に適したプロジェクト＆プログラムマネジメント（P2M）手法を

導入し、新たな枠組みのミッションを明確にした上で、スキーム構造の構築を行っ

た。  

さらに、構築した「 ISO-MRV スキーム」は 2020 年以降の新たな国際枠組みに活

用するため、システムモデル、サービスモデルを提案した。  

ISO 14001 は、使い方によってその効果に大きな差が出ることは、第 6 章におけ

る実施事例検討により明確であり、先進国（特に、日本）が、率先して途上国にお

ける「自主的マネジメント」の拡大を支援することが、長期的視点からは、「持続可

能性」を実現し、地球温暖化対策として健全かつ賢明な方策であると考える。  
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3.4 研究の成果 

 

（1）地球温暖化問題について、現行の温暖化対策（IPCC 及び UNFCCC/京都）を原

点から見直し、幅広い文脈から原因の明確化及び対策の適切性を評価し、以下

の見解を示した（第 1 章～第 3 章）。  

 「温暖化とは何か」の本質を探るため、IPCC 以外の情報（科学的・社会経済

的）も収集し、温暖化問題の実体を把握することで独自の見解をまとめた。  

 温暖化の原因は、人為的 CO2 に限定すべきではなく、自然要因の可能性が大

きい。  

 対策は、複雑な問題への対応の誤り（枠組条約－議定書方式の機能不全）、途

上国に削減義務がないこと及び CO2 以外の要因（エーロゾルなど）への対応

の不備により実効性が低下した。  

 

（２）温暖化問題の背景（社会的要因、資源・エネルギー問題等）と気候システム

との関係分析を行い、医療とのアナロジーから以下の解決策をセカンドオピ

ニオンとして提案した（第 4 章）。  

 途上国の参加が必須であるため、「逆転の発想」及び「環境合理性原理」の視

点を導入し、途上国の基盤整備に基づく「持続可能な開発」が温暖化対策の

前提となる。  

 途上国の基盤整備のため、短期的には脆弱性・回復性アプローチによるエネ

ルギー政策への対応、中長期的には自主的マネジメントの推進が必要である。 

 

（３）エネルギー政策に関する、具体的提案として石炭火力発電の賢い利用法及び

原子力政策に対する今後の指針を提案した（第 5 章）。  

 地球温暖化問題とエネルギー政策の関係（石炭火力縮小・原発推進）に再考

が必要であることを報告した。  

 中国の石炭火力発電に日本技術を適用した試算結果から、大幅な改善の可能

性を示した（効果：△7.4 億 t-CO2/y、△18 Mt-SOx/y）。本稿では、発電効率の

格差を基にした過去の試算とは異なり、日本技術を 25 年間にわたり順次、リ

プレースするケースを想定し、現実的な試算を行った。  

 原子力発電が温暖化対策に有効とされる根拠「クリーンで低コスト」につい

て評価し、下記の理由から温暖化対策としては不適当であることを報告した。 

 発電コスト（公表値：5～9 円 /kWh）に、政策コスト及びバックエンドコス

トを含めた試算では、20.72 円 /kWh と 2 倍以上にアップする可能性がある。  

 CO2 排出量（公表値：20 g-CO2/kWh）についても検討結果から、30～40g-
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CO2/kWh と 1.5～2 倍にアップする可能性がある。  

 原発の CO2 排出量は化石燃料を用いた火力発電より相対的に少ないが、代

わりに超長期（10 万年以上）に亘る有害な放射性廃棄物の排出がある。  

 温暖化対策に有効との理由から原発推進を図るべきでない。すなわち、CO2

やコストと「原発安全」は、次元が異なる問題であり比較すべきでない。  

 

（４）ISO 認証制度の実効性改善について以下の提案をした（第 6 章）。  

 ISO14001 のメリットを再評価し、下記のことから、特に途上国に有効である

ことを示した。  

 認証取得により、海外投資家・顧客に信頼感を与え、組織内部では法順

守強化、自律的管理、経営体質強化などに有効。  

 実施事例の検討結果により、単独活動（静的 EMS）から、「グループ化」、「統

合化」による「動的 EMS」への機能拡大方策を示した。  

 

（５）国際枠組みとして、本稿独自に構築した「ISO-MRV スキーム」を提案した（第

7 章）。  

 スキーム構築に P2M 手法を適用し、国際制度（MRV）のミッションに適合し

た制度を構築した。  

 COP の課題（MRV 制度の構築）解決のため、ISO 認証制度を活用することで、

実行可能で、かつ途上国に受け入れられ易い枠組みとして「ISO-MRV スキー

ム」を開発した。  

 「ISO-MRV スキーム」を、2020 年以降の枠組に適用可能とする具体的実行手

順を構築した。 
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3.5 今後の課題 

 

 本研究の成果を活用するため、今後下記の 3 点について重点的に研究を継続する。 

１）真に途上国の利益となる活動として、マネジメントシステム（ISO 14001）の普

及につながるガイドラインの作成及び途上国の指導者育成プログラムの構築を

行う。  

２）提案した「ISO-MRV スキーム」を 2020 年以降の新たな国際枠組みとして活用

するため、関係機関を通じて UNFCCC 締約国会議（COP）に働きかける。  

３）途上国のエネルギー問題解決の支援のため、日本の石炭火力発電技術の普及に

努める。支援活動においては、原子力発電との対比により石炭火力発電のメリッ

トの理解促進に努める。  
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あとがき 

 

 本研究を通じて、「ものごとには必ず外見
そ と み

と中
なか

見
み

がある」ことを学んだことから、

以下のメッセージを発信する。本研究が地球温暖化問題とエネルギー問題に関し、

再考される機会を与えることが出来れば幸である。  

【温暖化対策について】  

 「温暖化の原因は主に CO2 などの温室効果ガスである」「このまま放置すれば深

刻な被害が生じる」このような説明に今や慣れてしまって、多くの人は、あまり疑

問を持たないのではないか。 IPCC の報告書は多数の研究者による膨大な研究報告

を基に作成されており、その内容は、「地球温暖化問題」については極めて詳細であ

ることから、地球温暖化問題のバイブル的存在になっている。  

このように IPCC 報告書は膨大であるがゆえに、一般には、どこまでが事実で（ど

こまで信じられるか）、どの部分は想定なのか俄かには理解できない。それだけに

IPCC 報告書に疑問を持ったとしても、それと異なる見解を出すには相当の努力が

必要と思われる。  

しかし、あえてその努力を続けている研究者が少なからずいることを学んだ。そ

してそれらの研究報告からも多くを学ぶことが出来た。その成果として、IPCC 報告

だけでなく地球温暖化問題に関する多くの情報についても、どの部分が事実か、想

定なのか、その区別をある程度つけられる知力を身に着けたと実感する。このこと

は、筆者がようやく「地球温暖化とは何か」を議論するための入り口に立つことが

出来るレベルに到達したとも言える。  

この問題に限らず、世の中で「常識」と思われていることは多々あるが、何事も

「もしかしたら --違うかも」という考えをすることが大切であることを、本研究で

学んだ。  

したがって、温暖化対策を単に「CO2 の削減」に留めずに、「逆転の発想」の意図

を「後悔しない政策」として実施することが必要である。具体的には、電力供給不

足、健康被害、公害問題等の解決が優先される必要がある。このためには、途上国

にとって温暖化問題リテラシーを高め、自ら施策の立案、検証を可能とする基盤整

備が重要であると考える。  

この対応策の 1 つとして「マネジメントシステム」の推進が考えられる。この仕

組みの導入により、個々の活動体のマネジメント能力の向上が可能となり、経済・

技術・人的育成の基盤整備に役立ち、結果として CO2 削減も可能となることが世界

で実践されることを望む。  

【エネルギー問題について】  

 エネルギー問題は、世界各国の最重要課題の 1 つといえる。したがって、温暖化
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問題と切り離し、最適なエネルギー政策を選択することが重要である。例えば、石

炭火力発電の得失を適正に評価することが必要である。  

 原子力についても、「CO2 を出さない低コストでクリーンなエネルギー」との説明

について、「果たして、本当のところはどうか？」と考えることが重要である。  

一般の人にとっては、原子力関係情報の入手は限られていることから、なかなか

実態がつかめず、世間の一般的な情報で判断せざるを得ない状況がある。しかし、

本研究の結果から、今や「低コストでクリーン」との評価に対しては、「おそらく違

う」との理解を持つことが出来た。すなわち、温暖化と原子力発電を切り離した場

合に、社会にとって真に望ましいエネルギー供給方法であるか、問い直すことが必

要である。  

 また、「石炭は汚い化石燃料（Stop funding dirty energy）」とのスローガンで、

COP 20（リマ会合）において日本が“化石賞”を受けたと報じられているが、日本

としてこれに反論しなくて良いのか、との疑問を感じる。  

 「石炭火力発電は中止せよ」の言葉に簡単に同意するのでなく、エネルギー小国

の日本にとっては、むしろ賢く使うことにこそ知恵を出し合い、win-win の施策を探

るべきであろう。  

【途上国支援について】  

 途上国支援は先進国の義務と考えるが、方向を誤った支援は意味がない。途上国

が真に必要としていることを提供することが重要である。  

 石炭火力発電技術の支援は、途上国が真に必要なら、日本の長年の経験を最大限

に活用して、最もスマートな使い方を親身になって伝えるべきである。  

 原子力発電に対する一部の途上国の要望は強い。しかし、先進国はどこまで原子

力に関する情報を伝えているのか。特に、負の情報（事故、健康被害、放射性廃棄

物）を最大限に伝えて、途上国が自ら判断可能な情報を提供することが、持てる先

進国の責務であろう。このような状況においては「自分に嫌なことは他人に行わな

い」倫理観が重要であろう。  

その意味では、今必要とされているのは、「マネジメントシステム」の普及である

と考える。なぜなら、途上国が積極的に CO2 削減の具体的施策を実施していない背

景として、自主的に計画の立案、計画の実行、効果の検証を行う資源（経済的・人

的・技術的）が不足しているからであり、先進国による支援は CO2 削減の前提であ

り、これらの支援を優先する必要があると考えるからである。  
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